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１．計画の基本的事項
 

(1) 計画の基本的な考え方 

 

本県における平成 22年の 65歳以上の高齢者数は 182.0万人（高齢化率は 20.2％）、75歳以

上の高齢者数は 78.9万人（対人口比は 8.8％）であったが、団塊の世代が後期高齢者となる 2025

（平成 37）年には、65歳以上の高齢者数は 244.8万人（高齢化率は 27.2％）で平成 22年の 1.35

倍、75歳以上の高齢者数は 148.5万人（対人口比は 16.5％）で平成 22年の 1.88倍（伸び率は

埼玉県、千葉県に次ぐ全国３位）となることが見込まれている。 

また、要支援・要介護認定者数についても、平成 26年度は 33.5万人であったものが平成 37

年度は 53.2万人となり、1.6倍に増加することが見込まれている。 

こうした状況を踏まえ、本県は、超高齢社会の課題を克服し、高齢になっても誰もが健康に

暮らすことができ、長生きして幸せな社会を実現することを目指し、市町村、県民、企業、関

係団体等と協力し、「未病を改善する」取組みを推進している。 

一方で、高齢化の進展に伴い、慢性疾患や複数の疾病を抱えるなどの特徴を持つ患者が増え

るとともに、医療ニーズを併せ持つ重度の要介護者や認知症高齢者が増加することが予想され、

医療や介護が必要となった場合に、地域で安心して療養しながら生活できる体制の整備が必要

となる。 

そこで、急性期から在宅医療・介護まで一連のサービスが提供できるよう、市町村や関係団

体等と連携しつつ、病床の機能分化・連携や在宅医療・介護サービスの充実の推進など、効率

的で質の高い医療提供体制や地域包括ケアシステムを構築するための取組みを進めるととも

に、その担い手となる医療・介護従事者等の確保・養成のために必要な取組みを行う。 

 

 

■ 28年度計画における取組みの方向性 

【医療分野】 

高齢化の進展に伴い、医療ニーズが増大する中において、地域の限られた資源を有効に活用

し、効率的で質の高い医療提供体制を構築するため、平成 37年（2025 年）のあるべき医療提

供体制の構築に向けた長期的な取組みの方向性を示すものとして、平成 28年 10月、神奈川県

地域医療構想（以下「地域医療構想」という。）を策定する。 

この地域医療構想で示す、将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すため、将来にお

いて不足する病床機能の確保及び連携を推進し、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医

療の充実を図るとともに、将来の医療提供体制を支える医療従事者を確保・養成していく。 
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 （医療分野の施策体系） 

※ 28年度計画は、★印の施策に係る事業を中心に位置づけている。 

これ以外の施策に係る事業については、26年度計画・27年度計画にも位置づけて実施し

ている。 

 

 

 

 

１　病床機能の確保
　①不足する病床機能への転換・整備の推進 （★）
　②病床機能の確保に伴い必要となる医療従事者の確保・養成
　③病床稼働率向上のための取組みの推進

２　病床機能等の連携体制構築
　①地域の医療・介護の連携体制構築
　②主要な疾患等の医療提供体制の強化

３　県民の適切な医療機関の選択や受療の促進に向けた普及啓発 （★）

１　地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の基盤整備
　①在宅医療の体制構築（★）
　②在宅歯科医療における口腔ケア等の充実及び医科や介護との連携強化（★）
　③薬剤師の医薬品等の適切な取扱いや在宅医療の知識向上
　④小児の在宅医療の連携体制構築
　⑤地域で支える認知症支援及び精神疾患ネットワークの構築

２　在宅医療を担う人材の確保・育成
　①　在宅医療を担う医療従事者の確保（★）
　②　在宅医療の多様なニーズに対応した質の高い人材の育成

３　県民に向けた在宅医療の普及啓発及び患者・家族の負担軽減

１　医師の確保・養成（★）
　①　医師の確保・養成
　②　勤務環境の改善と医師負担軽減の取組み

２　看護職員の確保・養成（★）
　①　看護職員の養成確保
　②　定着対策
　③　再就業の促進

３　歯科関係職種の確保・養成（★）

４　薬剤師の確保・養成

５　病床機能の確保に伴い必要となる医療従事者の確保・養成(再掲)

６　在宅医療を担う人材の確保・育成（再掲）

Ⅰ　将来に
おいて不足
する病床機
能の確保及
び連携体制
の構築

Ⅱ　地域包
括ケアシス
テムの構築
に向けた在
宅医療の充
実に係る取
組み

Ⅲ　将来の
医療提供体
制を支える
医療従事者
の確保・養
成に向けた
取組み
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【介護分野】 

介護保険事業支援計画等に基づき、高齢者一人ひとりができる限り住み慣れた地域での生活

を継続できるよう地域密着型サービス施設等の整備を進めるとともに、慢性的な介護人材の不

足を解消するため、介護従事者の確保・処遇改善等に取り組んでいく。 

 

 （介護施設等の整備に関する施策体系） 

  

１　地域密着型サービス施設等の整備支援

２　介護施設等の合築支援

３　空き家を活用した整備への支援

１　介護施設等の開設準備経費等への支援

２　介護療養型医療施設等の転換整備への支援

１　定期借地権設定のための一時金への支援

１　既存施設へのユニット化改修への支援

２　特養多床室のプライバシー保護のための改修支援

３　介護療養型医療施設の介護老人保健施設等への転換整備支援

既存の特別養護
老人ホーム等の
ユニット化改修等
支 援 事 業

特別養護老人ホーム等のユニット化に係る改修費用について支援を行
う。

特別養護老人ホームにおける多床室のプライバシー保護のための改
修費用について支援を行う。

介護療養型施設の介護老人保健施設等への転換整備について支援
を行う。

　地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護
サービス提供体制の整備を促進するための支援を行う。

地 域 密 着 型
サ ー ビ ス 等
整 備 助 成 事 業

施 設 開 設
準 備 経 費 等
支 援 事 業

定 期 借 地 権
設 定 の た め の
一時金支援事業

可能な限り住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域密着型サービ
ス施設等の整備に対して支援を行う。

限られた用地で効率的に介護施設の整備を行い、効果的な福祉サー
ビスを提供するため、合築･併設整備に対して支援を行う。

限られた用地で既存資源を有効活用した整備を推進するため、空き家
を改修した在宅・施設サービス基盤の整備に対して支援を行う。

特別養護老人ホーム等の円滑な開設のため、施設の開設準備に要す
る経費について支援を行う。

介護療養型医療施設等の介護老人保健施設等への転換整備で開設
準備に要する経費について支援を行う。

施設等用地の確保を容易にし、特養等の整備促進を図るため、用地
確保のための定期借地権設定に際して、土地所有者に支払われた一
時金（賃料の前払いとして授受されたもの）について支援を行う。
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 （介護従事者の確保に関する施策体系） 

 

  

 

 (2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

 

本県における医療介護総合確保区域については、 

○横浜（18区） 

○川崎（７区） 

○相模原（３区） 

○横須賀・三浦（横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町） 

○湘南東部（藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町） 

○湘南西部（平塚市、秦野市、伊勢原市、大磯町、二宮町） 

○県央（厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村） 

○県西（小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町、箱根町、 

真鶴町、湯河原町） 

の地域とする。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

（※本県においては、２次医療圏と老人福祉圏が異なるため、老人福祉圏域と同じとした） 

□２次医療圏及び老人福祉圏域と異なる 

 

等 等

等

○関係機関・団体との連携・協働の推進を図るための、協議の場の設置

○介護人材育成等に取り組む事業所に対する認証評価制度の導入の検討

○高齢者など地域の住民による生活
支援の担い手の養成

基盤整備

・介護職員等に対する研修

○認知症ケアに携わる人材育成のた
めの研修○福祉・介護に関心のある者、就労を

希望する者に対し、福祉の職場体験
や就労相談等を実施 ○地域包括ケアシステム構築に資す

る人材育成
○介護分野への就労あっ旋から資格
取得までを総合的に支援 ・生活支援コーディネーター養成研修

○認知症高齢者等の権利擁護のため
の人材育成

地域の実情に応じた介護従事者の確保対策を支援するため、｢基盤整備｣・｢参入促進｣・｢資質の向上｣・｢労働環境・
処遇の改善｣に資する事業への支援を行う。

参入促進 資質の向上 労働環境・処遇の改善

○地域住民や学校の生徒等に対する
介護や介護の仕事の理解促進

○介護人材キャリアアップ研修支援

・喀痰吸引等研修

○雇用管理体制の改善に取り組む事
業者の表彰

・介護従事者の負担軽減に資する介
護ロボットの導入支援

・介護事業所経営層を対象とした介護
人材に係るマネジメント支援

○管理者等に対する雇用改善方策の
普及
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(3) 計画の目標の設定等 

 

■神奈川県全体 

 

１．目標 

平成 37年（2025年）に向けて、各地域における課題を解決し、高齢者が住み慣れた地域にお

いて、安心して生活できるよう、以下のとおり目標を設定する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 神奈川県における回復期病床は、平成 37年（2025 年）の必要病床数が、現状に比べ約１

万６千床不足すると見込まれていることから、地域医療構想策定前ではあるが、急性期病床

等から回復期病床への転換を促進する。 

 

【定量的な目標値】 

・ 回復期病床（平成 27年７月時点） 4,958床 → 470床の増（平成 30年度目標） 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 神奈川県においては、平成 37 年（2025 年）に向けて、在宅医療等の患者数が大幅に増加

（約 1.6倍）すると推計されており、在宅医療を提供できる医療機関や事業所等の増加、従

事する人材の育成などにより、在宅医療提供体制を充実させることを目指す。 

 

【定量的な目標値】 

・ 在宅療養支援診療所数   832カ所（平成 26年）→ 977カ所（平成 30年度目標） 

・ 在宅医療サービスを提供する歯科診療所数 

               733カ所（平成 26年） → 990カ所（平成 29年度目標） 

・ 訪問看護事業所数  523カ所（平成 27年 4月）→ 563カ所（平成 29年度目標） 

・ 在宅看取りを実施している診療所・病院数 321カ所（平成 26年） 

                       → 344カ所（平成 29年目標） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して

いる地域密着型サービス施設等の整備等に対して、支援を行う。 

 

【定量的な目標値】  

区 分 
平成 27年度(A) 

（定員数／施設数） 

平成 28年度(B) 

（定員数／施設数） 

増減(B)-(A) 

（定員数／施設数） 

特別養護老人ホーム 33,498床／364ヶ所 34,814床／377ヶ所 1,316床／13ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 564床／20ヶ所 651床／23ヶ所 87床／３ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 1,400床／18ヶ所 1,400床／18ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし   

介護老人保健施設（定員 30人以上） 20,051床／187ヶ所 20,051床／187ヶ所 -床／-ヶ所 
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介護老人保健施設（定員 29人以下） 121床／５ヶ所 121床／５ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 30人以上） 1,310床／25ヶ所 1,310床／25ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 191床／10ヶ所 191床／10ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 69ヶ所 81ヶ所 12ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1,824床／275ヶ所 2,059床／301ヶ所 235床／26ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 3,003人／293ヶ所 3,015人／294ヶ所 12人／１ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 11,739床／711ヶ所 12,108床／732ヶ所 369床／21ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 202床／28ヶ所 295床／38ヶ所 93床／10ヶ所 

介護予防拠点 48ヶ所 48ヶ所 -ヶ所 

地域包括支援センター 349ヶ所 356ヶ所 ７ヶ所 

生活支援ハウス １ヶ所 １ヶ所 -ヶ所 

施設内保育施設 13ヶ所 13ヶ所 -ヶ所 

訪問看護ステーション 575ヶ所 575ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  64床／33ヶ所 64床／33ヶ所 -床／-ヶ所 

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 将来の医療需要を踏まえた医療提供体制を目指すためには、医療従事者の確保・養成が重

要である。 

 神奈川県においては、医療従事者数が概ね全国平均を下回っているため、不足する医療従

事者の確保・養成や定着促進を図るとともに、医療従事者の負担軽減を図る。 

 

ア 医師の確保 

 神奈川県の人口 10 万人あたりの医師数は全国平均を下回り、医師不足の状況にあるほ

か、産科や小児科などの特定の診療科や地域による偏在、分娩を取扱う産科医師等の継続

的就労などの課題を有しており、これらの課題を解決し、地域において、安心して生活で

きるようにすることを目標とする。 

・ 人口 10万人当たり医師数（医療施設従事者） 

            201.7人(平成 26年 12月) → 245.3人（平成 32年度目標） 

・ 産科医・産婦人科医師数 699人(平成 24年度) → 750人（平成 29年度目標） 

 

【定量的な目標値】   

・ 日本産科婦人科学会が指定する専攻医指導施設  39カ所(現状維持) 

・ 分娩取扱件数 65,334件（現状維持） 

 

イ 看護職員の確保 

神奈川県の人口 10万人当たりの就業看護職員数は全国平均と比べ低い水準であるため、

養成、離職防止、再就業支援により、看護人材の確保に取り組み、質の高い看護の提供を
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推進し、県民に対して適切な医療を提供することを目標とする。 

 

【定量的な目標値】 

・ 就業する看護職員数の増 75,663人（平成 26年 12月） → 増加 

  ※具体的な目標値は、「看護職員需給推計」の推計（平成 29年予定）後に設定する。 

 

ウ 歯科関係人材の確保 

神奈川県の１診療所あたりの就業歯科衛生士数は全国平均と比べ低い水準であり、また、

今後需要増が見込まれる在宅歯科医療に対応できる人材も不足しているため、再就業支援、

養成・育成により、必要な歯科医療人材を確保することを目標とする。 

 

【定量的な目標値】 

・ 歯科衛生士就業人数   7,619人（平成 26年度）→ ５％増加（平成 28年度目標） 

 

 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

神奈川県においては、団塊の世代が 75歳以上となる平成 37年（2025年）までに、さら

なる人材確保対策を講じなければ、県内で約 25,000人の介護人材が不足する見通しとなっ

ているため、介護人材の量的確保を図ることを目標とする。 

あわせて、認知症や医療的ニーズがあるなど重介護の高齢者の増加に伴うケアに対応す

ることができるよう介護職員の資質向上への具体的な方策を講じることで、介護人材の質

的確保も図っていく。 

 

 【定量的な目標値】 

  ・ 福祉人材キャリア支援専門員による相談支援数 852件（平成 27年度）→増加 

  ・ 生活支援・移動サービスの担い手養成者数 1,040人 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 

 
  
■横浜 

  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 横浜区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 6.7 千床不足す

ると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 14,570床／143ヶ所 14,790床／145ヶ所 220床／２ヶ所 
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地域密着型特別養護老人ホーム 55床／２ヶ所 55床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 548床／６ヶ所 548床／６ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 9,549床／82ヶ所 9,549床／82ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 22床／１ヶ所 22床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 30人以上） 378床／５ヶ所 378床／５ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 16床／１ヶ所 16床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 38ヶ所 38ヶ所 -ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 795床／123ヶ所 885床／133ヶ所 90床／10ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 1,479人／141ヶ所 1,479人／141ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 5,053床／300ヶ所 5,143床／305ヶ所 90床／５ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 90床／12ヶ所 99床／13ヶ所 ９床／１ヶ所 

介護予防拠点 対象施設なし 対象施設なし  

地域包括支援センター 138ヶ所 138ヶ所 -ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  

施設内保育施設 対象施設なし 対象施設なし  

訪問看護ステーション 271ヶ所 271ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  19床／19ヶ所 19床／19ヶ所 -床／-ヶ所 

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■川崎 
  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 川崎区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 2.5 千床不足す

ると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 4,182床／44ヶ所 4,398床／46ヶ所 216床／２ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 250床／９ヶ所 250床／９ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 190床／２ヶ所 190床／２ヶ所 -床／-ヶ所 
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養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 2,281床／21ヶ所 2,281床／21ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

ケアハウス（定員 30人以上） 264床／３ヶ所 264床／３ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 12ヶ所 15ヶ所 ３ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 281床／40ヶ所 326床／45ヶ所 45床／５ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 638人／61ヶ所 638人／61ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 1,819床／109ヶ所 1,819床／109ヶ所 -床／-ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 53床／７ヶ所 71床／９ヶ所 18床／２ヶ所 

介護予防拠点 対象施設なし 対象施設なし  

地域包括支援センター 49ヶ所 49ヶ所 -ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  

施設内保育施設 対象施設なし 対象施設なし  

訪問看護ステーション 66ヶ所 66ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  対象施設なし 対象施設なし  

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■相模原 
  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 相模原区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 1.2 千床不足

すると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 2,987床／36ヶ所 3,127床／37ヶ所 140床／１ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床／１ヶ所 29床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 80床／１ヶ所 80床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,231床／12ヶ所 1,231床／12ヶ所 -床／-ヶ所 



10 

 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

ケアハウス（定員 30人以上） 122床／４ヶ所 122床／４ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 96床／５ヶ所 96床／５ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ３ヶ所 ４ヶ所 １ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 132床／24ヶ所 166床／27ヶ所 34床／３ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 138人／15ヶ所 138人／15ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 1,058床／62ヶ所 1,121床／66ヶ所 63床／４ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 対象施設なし ９床／１ヶ所 ９床／１ヶ所 

介護予防拠点 対象施設なし 対象施設なし  

地域包括支援センター 29ヶ所 29ヶ所 -ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  

施設内保育施設 ５ヶ所 ５ヶ所 -ヶ所 

訪問看護ステーション 39ヶ所 39ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  対象施設なし 対象施設なし  

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■横須賀・三浦 

  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 横須賀・三浦区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 1.5 千

床不足すると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 3,395床／36ヶ所 3,735床／40ヶ所 340床／４ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床／１ヶ所 58床／２ヶ所 29床／１ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 152床／３ヶ所 152床／３ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,881床／20ヶ所 1,881床／20ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 16床／１ヶ所 16床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 30人以上） 150床／２ヶ所 150床／２ヶ所 -床／-ヶ所 
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ケアハウス（定員 29人以下） 20床／１ヶ所 20床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ７ヶ所 11ヶ所 ４ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 129床／19ヶ所 162床／23ヶ所 33床／４ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 308人／30ヶ所 320人／31ヶ所 12人／１ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 1,137床／78ヶ所 1,191床／81ヶ所 54床／３ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 ６床／１ヶ所 24床／３ヶ所 18床／２ヶ所 

介護予防拠点 対象施設なし 対象施設なし  

地域包括支援センター 27ヶ所 30ヶ所 ３ヶ所 

生活支援ハウス １ヶ所 １ヶ所 -ヶ所 

施設内保育施設 ７ヶ所 ７ヶ所 -ヶ所 

訪問看護ステーション 46ヶ所 46ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  対象施設なし 対象施設なし  

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■湘南東部 
  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 湘南東部区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 0.9 千床不

足すると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 1,770床／25ヶ所 2,170床／29ヶ所 400床／４ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 58床／２ヶ所 58床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 200床／２ヶ所 200床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,316床／13ヶ所 1,316床／13ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

ケアハウス（定員 30人以上） 80床／２ヶ所 80床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヶ所 ４ヶ所 ２ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 173床／24ヶ所 188床／26ヶ所 15床／２ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 81人／８ヶ所 81人／８ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 681床／40ヶ所 717床／42ヶ所 36床／２ヶ所 
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看護小規模多機能型居宅介護事業所 24床／３ヶ所 42床／５ヶ所 18床／２ヶ所 

介護予防拠点 対象施設なし 対象施設なし  

地域包括支援センター 30ヶ所 30ヶ所 -ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  

施設内保育施設 対象施設なし 対象施設なし  

訪問看護ステーション 39ヶ所 39ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  対象施設なし 対象施設なし  

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■湘南西部 
  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 湘南西部区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 0.9 千床不

足すると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 2,125床／24ヶ所 2,125床／24ヶ所 -床／-ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 85床／３ヶ所 85床／３ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 120床／２ヶ所 120床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,139床／12ヶ所 1,139床／12ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 54床／２ヶ所 54床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 30人以上） 226床／６ヶ所 226床／６ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 29床／１ヶ所 29床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヶ所 ３ヶ所 １ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 130床／18ヶ所 139床／19ヶ所 ９床／１ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 115人／12ヶ所 115人／12ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 620床／40ヶ所 656床／42ヶ所 36床／２ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 10床／２ヶ所 19床／３ヶ所 ９床／１ヶ所 

介護予防拠点 ２ヶ所 ２ヶ所 -ヶ所 
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地域包括支援センター 21ヶ所 21ヶ所 -ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  

施設内保育施設 対象施設なし 対象施設なし  

訪問看護ステーション 41ヶ所 41ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  対象施設なし 対象施設なし  

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■県央 

  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 県央区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 1.1 千床不足す

ると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 2,912床／39ヶ所 2,912床／39ヶ所 -床／-ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床／１ヶ所 58床／２ヶ所 29床／１ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 110床／２ヶ所 110床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,576床／17ヶ所 1,576床／17ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 29床／１ヶ所 29床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 30人以上） 60床／２ヶ所 60床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 30床／２ヶ所 30床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヶ所 ３ヶ所 １ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 108床／17ヶ所 108床／17ヶ所 -床／-ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 165人／16ヶ所 165人／16ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 779床／46ヶ所 869床／51ヶ所 90床／５ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 14床／２ヶ所 14床／２ヶ所 -床／-ヶ所 

介護予防拠点 46ヶ所 46ヶ所 -ヶ所 

地域包括支援センター 37ヶ所 37ヶ所 -ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  
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施設内保育施設 １ヶ所 １ヶ所 -ヶ所 

訪問看護ステーション 48ヶ所 48ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  44床／13ヶ所  44床／13ヶ所 -床／-ヶ所 

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  
  
■県西 

  
１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 県西区域における回復期病床の平成 37 年の必要病床数は、現状に比べ約 0.7 千床不足す

ると見込まれることから、他の機能区分から回復期への病床の転換を促進する。 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定して 

いる地域密着型サービス施設等の整備を行う。 

 【定量的な目標値】 

区 分 平成 27年度(A) 平成 28年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 1,557床／17ヶ所 1,557床／17ヶ所 -床／-ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床／１ヶ所 58床／２ヶ所 29床／１ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 対象施設なし 対象施設なし  

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,078床／10ヶ所 1,078床／10ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

ケアハウス（定員 30人以上） 30床／１ヶ所 30床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし  

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ３ヶ所 ３ヶ所 -ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 76床／10ヶ所 85床／11ヶ所 ９床／１ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 79人／10ヶ所 79人／10ヶ所 -人／-ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 592床／36ヶ所 592床／36ヶ所 -床／-ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 ５床／１ヶ所 17床／２ヶ所 12床／１ヶ所 

介護予防拠点 対象施設なし 対象施設なし  

地域包括支援センター 18ヶ所 22ヶ所 ４ヶ所 

生活支援ハウス 対象施設なし 対象施設なし  

施設内保育施設 対象施設なし 対象施設なし  

訪問看護ステーション 25ヶ所 25ヶ所 -ヶ所 
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緊急ショートステイ  １床／１ヶ所  １床／１ヶ所 -床／-ヶ所 

注１ 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては定員数を｢宿泊定員

数｣とする。 

注２ 平成 27年度計画に基づき、後年度で予定していた施設を平成 28年度に前倒して整備するものとして

整理している施設については、平成 28年度計画から除いている。 

 

２．計画期間 

  平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 
  

 

(4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり 
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２．事業の評価方法
 

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

平成 27年  ９月～10月 

 

９月 29日～10月 13日 

 

10月８日～12月８日 

 

10月 19日 

 

10月～12月 

平成 28年  １月～２月 

２月 29日 

 

３月～７月 

３月 29日 

 

９月６日 

【医療分・介護分】28年度計画の意見募集にあたって、県医師会等

との事前調整、実施について関係団体等への連絡 

【介護分】介護従事者確保事業について、ホームページにおいて、

市町村、関係団体、県民、福祉関係者等から提案募集 

【医療分】ホームページにおいて、市町村、関係団体、医療関係者

等から提案募集 

【介護分】かながわ高齢者保健福祉計画評価・推進等委員会 

 （計画についての意見聴取） 

【介護分】関係団体と個別調整 

【医療分】県医師会、県歯科医師会等の関係団体と個別調整 

【医療分】保健医療計画推進会議 

 （28年度計画策定に向けた事業量調査の内容について意見聴取） 

【医療分】医療関係団体、市町村等と実施内容の調整（個別調整） 

【介護分】かながわ高齢者保健福祉計画評価・推進等委員会 

 （28年度の取組みについての意見聴取） 

【医療分】保健医療計画推進会議 

 （28年度計画についての意見聴取） 

 

 

(2) 事後評価の方法 

 計画の事後評価にあたっては、取組みの推進状況を検証し、県医師会ほか関係団体、市町村、

医療介護関係事業者や、保健医療計画推進会議等の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて

見直しを行うなどにより、計画を推進していきます。 
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３．計画に基づき実施する事業 
 

(1) 事業の内容等 

事業の区分 
１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 
【No.１（医療分）】 

病床機能分化・連携推進基盤整備事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

1,532,767千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 医療機関、医療関係団体、神奈川県 

事業の期間 平成 28年 10月 17日～平成 30年 3月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

本県においては、平成 37年（2025年）に向けて、回復期病床について

は大幅な不足（約 16,000床）が見込まれている。このため、医療機関に

対して、地域医療構想の趣旨等についての理解を促すとともに、転換に要

する費用への支援を行い、医療機関の自主的な転換を促していく必要があ

る。 

アウトカム指標：回復期機能病床 470床の増 

事業の内容 

ア 急性期病床等から回復期病床への転換を行う医療機関の施設整備に

対して補助する。 

イ 県民に対する普及啓発や医療機関に対するセミナー等の開催により、

地域医療構想の理解促進を図るとともに、不足病床機能区分への転換を

促す。 

アウトプット指標 

・ 460床分の、回復期病床への転換のための工事費の補助を行う。 

・ 医療機関に対して、回復期病床への機能転換等についての理解促進の

ための働きかけを行う。（医療機関向けセミナー：３回） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

地域医療構想の趣旨等の普及啓発、医療機関への働きかけとともに、転換

経費への支援を行うことで、転換による回復期病床の増につなげる。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,532,767 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,133 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

766,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

383,333 

民 (千円) 

765,534 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

1,150,000 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

382,767 

備考（注３） 平成 28年度：1,700千円 平成 29年度：1,148,300千円 
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事業の区分 
１．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 
【No.２（医療分）】 

リハビリテーション拠点再整備事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

4,234,428千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県央 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 30年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

 

本県においては、地域医療構想策定にあたり、平成 37年（2025年）に

向けて、約 16,000 床の回復期病床が不足すると推計しており、県央地域

においても同様に、回復期機能が著しく不足している。必要な病床の機能

分化を進め、回復期病床の確保・整備を進めていくためには、各医療機関

の回復期病床への転換を促すとともに、他の医療機関では対応困難な患者

の受入、他の医療機関への技術面の支援や、医師・看護師、リハビリ職な

どの人材育成支援などを行うことができる、拠点的な役割を担う医療機関

の機能を強化していくことが必要である。 

アウトカム指標：回復期機能病床 470床の増 

事業の内容 

神奈川リハビリテーション病院の再整備を行い、県内の回復期リハビリ

テーションの拠点としての機能を強化することで、回復期機能の医療資源

の効率的な活用を推進し、地域医療構想の達成に向けた病床の機能分化

や、回復期へ機能転換する医療機関において必要となる人材の育成に寄与

する。 

アウトプット指標 
・回復期病床の整備数：10床増（計 160床） 

・回復期病棟でのＰＴ・ＯＴや看護師等の実習受入育成数：年 250人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

再整備により、従来から集約化されていた高次脳機能障害、骨関節疾患

等に加えて、脳血管疾患に係る回復期機能も当該病院に集約化され、他医

療機関で対応困難な患者への支援、早期の社会復帰を目指す効果的なリハ

ビリを提供する拠点施設として、県央地域及び県全体における回復期機能

の中核となる。これにより、当該病院と他の医療機関の間での機能の分化

と連携が進み、医療資源の効率的な活用が可能となるとともに、専門性の

高いリハビリテーションを提供する回復期病棟における実習受入を進め

ることにより、各医療機関の回復期病床への転換を進めるのに必要不可欠

なＰＴ・ＯＴや看護師等の人材育成支援機能も強化され、地域医療構想達

成に向けて必要とされる回復期病床の整備の促進につながる。 
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事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,234,428 

基金充当額

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

566,667 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

566,667 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

283,333 

民 (千円) 

 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

850,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) その他（Ｃ） (千円) 

3,384,428 

備考（注３） 平成 28年度：564,000千円、平成 29年度：286,000千円 

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載していない。 

施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）

における公民の別としては、「公」に計上する。 

（注２）事業主体は公であるが、公からの委託などにより実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受

託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」に再掲している。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載している。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.３（医療分）】 

在宅医療施策推進事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

3,789千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県、神奈川県医師会、神奈川県医療ソーシャルワーカー協会 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービス

が供給できるよう、在宅医療にかかる提供体制の強化、在宅人材の確保・

育成等が必要。 

アウトカム指標：地域支援事業（在宅医療・介護連携事業）の全ての取組

みを開始した市町村数  

２市町村（平成 27年度）→ 33市町村（平成 30年度目標） 

事業の内容 

ア 在宅医療・介護関係者等で構成する「在宅医療推進協議会」を開催し、

在宅医療に係る課題の抽出、好事例の共有等を行う。 

イ 広域自治体として、在宅医療の推進のため、県全域または保健福祉事

務所単位での研修、普及啓発事業などを実施する。 

ウ 在宅医療連携拠点を整備する市町村及び郡市区医師会に対して、県内

先行事例におけるノウハウや課題を共有し、普及を図る。 

エ 退院支援を担う医療機関の医療ソーシャルワーカー等と、在宅療養移

行を支援する在宅側のケアマネジャー等の人材育成、連携強化のための

研修の実施に対して補助する。 

アウトプット指標 

ア 在宅医療推進協議会の開催（全県域対象及び県内８地域） 

イ 研修会・普及啓発活動等の実施（県全域対象及び県内８地域で実施） 

ウ 先行事例のノウハウ共有等のための研修の実施 

エ 退院支援人材育成研修の実施（１回） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅医療推進のため、研修や普及啓発、課題やノウハウの共有などの取組

みを行うことで、県内全市町村における在宅医療連携拠点の整備を進める

とともに、県内の在宅医療の推進を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,789 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,547 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

2,406 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,203 

民 (千円) 

859 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

3,609 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

500 

その他（Ｃ） (千円) 

180 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.４（医療分）】 

在宅医療推進支援事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

10,550千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることがで

きるよう、24 時間 365日ケアを提供するなど在宅医療・訪問看護の充実

が求められている。 

アウトカム指標：訪問看護のニーズに対応できる看護職員の増 

2,025人（平成 23～27年度累計）→2,650人（平成 28年度目標） 

事業の内容 

在宅医療の進展及び高度・多様化する訪問看護のニーズに対応するため、訪問

看護推進協議会を設置し、訪問看護に関する課題や対策を検討するとともに、訪

問看護に従事する看護職員の確保・定着及び、育成のための研修を実施する。 

ア 訪問看護推進協議会の開催 

イ 研修の実施 

・訪問看護ステーション・医療機関勤務看護師相互研修 

・訪問看護管理者研修 

・訪問看護師養成講習会 

・訪問看護導入研修 

アウトプット指標 

・訪問看護ステーション・医療機関等勤務看護師相互研修 ３回 

・訪問看護管理者研修 ３回 

・訪問看護師養成講習会 １回 

・訪問看護導入研修の受講者数 ５回 

アウトカムとアウト

プットの関連 

訪問看護に関心のある看護師等を対象とした研修を実施することによ

り、訪問看護師への動機づけを行い、訪問看護師の確保につなげる。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,550  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

3,197  

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

7,033 民 (千円) 

3,836 都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,517 うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

3,836 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,550  

その他（Ｃ）  

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.５（医療分）】 

訪問看護ステーション教育支援事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

7,082千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年 10月 17日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・小規模の訪問看護ステーションでは、体系的な教育が困難となっており、

各地域で訪問看護師を育成するための体制整備が求められている。 

アウトカム指標：訪問看護のニーズに対応できる看護職員の増 

2,025人（平成23～27年度累計）→ 2,650人（平成28年度目標） 

事業の内容 

 県内各地域において、新設や小規模な訪問看護ステーションであっても

訪問看護師を育成できるよう、人材育成が充実する訪問看護ステーション

を「教育支援ステーション」に位置付け、個々の看護師等が有する経験等

に応じて実践的な研修や指導を行うことができる仕組みを整備する。 

アウトプット指標 教育支援ステーション設置箇所数 ３箇所 

アウトカムとアウト

プットの関連 

各地域に「教育支援ステーション」を設置し、新規採用した訪問看護師

等を対象とした研修及び同行訪問等を実施することにより、地域で育成を

図り、定着を促進する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

7,082  

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

4,721 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,361 

民 (千円) 

4,721 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

7,082 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

4,721 

その他（Ｃ）  

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.６（医療分）】 

在宅歯科医療連携拠点運営事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

86,759千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県、神奈川県歯科医師会 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

今後、増加が見込まれる在宅患者等に対して、適切な医療・介護サービス

が供給できるよう、在宅歯科医療にかかる提供体制の強化や、医科や介護

との連携の強化が必要となる 

アウトカム指標：在宅医療サービスを提供する歯科診療所数 

733カ所（平成 26年）→990カ所（平成 29年度目標） 

事業の内容 

ア 在宅歯科医療中央連携室において、県民や歯科医療機関への情報提

供、広報活動、研修会等の事業を行う。 

イ 在宅歯科医療地域連携室において、情報提供、広報活動、地域の在宅

歯科人材の育成や医科・介護との連携のための研修、高度な歯科医療機

器の貸出等の事業を行う。 

ウ 地域連携室と連携する休日歯科診療所等において、訪問歯科診療では

対応できない重度な口腔内疾患を有する在宅患者等の治療機会を確保

するため実施する歯科診療に係る経費の一部を補助する。 

アウトプット指標 

・在宅歯科医療連携室（中央連携室１箇所、地域連携室 20 箇所）におけ

る医科・介護との連携に向けた研修や相談業務の実施 

・地域連携室と連携する歯科診療所における患者数（前年比 330人増） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅歯科診療参入等への支援体制を整備し、さらに訪問診療の受け皿を

確保することにより、在宅歯科医療を行う歯科診療所の増、在宅歯科医療

にかかる提供体制の強化を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

86,759 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

57,839 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

28,920 

民 (千円) 

57,839 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

86,759 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

57,839 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 
【No.７（介護分）】 

介護施設等整備事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

2,568,174千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全域 

事業の実施

主体 
神奈川県、市町村 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 

背景にある

医療・介護

ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケア提供体制の構築に向

けて、地域密着型サービスや介護予防拠点等のサービス基盤の整備を進める。 

アウトカム指標値：適切な介護サービスの提供を通じて、介護を必要とする高齢者の

状態の悪化を防ぎ、維持・改善を図ることによる重度化を予防することにつながる。  

事業の内容 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する支援を行う。 

整備予定施設等 

地域密着型特別養護老人ホーム                   87床 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所             ９ヶ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所                  24ヶ所 

 認知症対応型デイサービスセンター                １ヶ所 

 認知症高齢者グループホーム                   16ヶ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所                ９ヶ所 

 地域包括支援センター                     ７ヶ所 

  

②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

特別養護老人ホーム（定員 30人以上）          1,316床【定員数】 

 地域密着型特別養護老人ホーム               87床【定員数】 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所         15ヶ所【施設数】 

 小規模多機能型居宅介護事業所              235床【宿泊定員数】 

 認知症高齢者グループホーム               369床【定員数】 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所            93床【宿泊定員数】 

 

③介護サービスの改善を図るため、既存施設等の改修に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 既存の特養多床室プライバシー保護のための改修     367床（５施設）     

 

注 国の平成 27年度補正予算成立後に予算措置した施設については、後年度の 

前倒し分として整理しているため、平成 28年度計画から除く。 
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アウトプッ

ト指標 

 地域密着型サービスや介護予防拠点等のサービスの基盤の整備を進める 

区 分 
平成 27年度(A) 

（定員数／施設数） 

平成 28年度(B) 

（定員数／施設数） 

増減(B)-(A) 

（定員数／施設数） 

特別養護老人ホーム 33,498床／364ヶ所 34,814床／377ヶ所 1,316床／13ヶ所 

地域密着型特別養護老人ホーム 564床／20ヶ所 651床／23ヶ所 87床／３ヶ所 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 1,400床／18ヶ所 1,400床／18ヶ所 -床／-ヶ所 

養護老人ホーム（定員 29人以下） 対象施設なし 対象施設なし   

介護老人保健施設（定員 30人以上） 20,051床／187ヶ所 20,051床／187ヶ所 -床／-ヶ所 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 121床／５ヶ所 121床／５ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 30人以上） 1,310床／25ヶ所 1,310床／25ヶ所 -床／-ヶ所 

ケアハウス（定員 29人以下） 191床／10ヶ所 191床／10ヶ所 -床／-ヶ所 

都市型軽費老人ホーム 対象施設なし 対象施設なし  

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 69ヶ所 81ヶ所 12ヶ所 

小規模多機能型居宅介護事業所 1,824床／275ヶ所 2,059床／301ヶ所 235床／26ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター 3,003人／293ヶ所 3,015人／294ヶ所 12人／１ヶ所 

認知症高齢者グループホーム 11,739床／711ヶ所 12,108床／732ヶ所 369床／21ヶ所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 202床／28ヶ所 295床／38ヶ所 93床／10ヶ所 

介護予防拠点 48ヶ所 48ヶ所 -ヶ所 

地域包括支援センター 349ヶ所 356ヶ所 ７ヶ所 

生活支援ハウス １ヶ所 １ヶ所 -ヶ所 

施設内保育施設 13ヶ所 13ヶ所 -ヶ所 

訪問看護ステーション 575ヶ所 575ヶ所 -ヶ所 

緊急ショートステイ  64床／33ヶ所 64床／33ヶ所 -床／-ヶ所 
 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

県計画に基づき、地域密着型サービス等、地域の実情に応じた介護サービス提供体制

の整備を促進することで、地域包括ケアシステムの構築が図られる。 

 

 

 

事業に要す

る費用の額 

 

事業内容 
総事業費 

(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 
（注１） 

基金 
その他 
（Ｃ） 
（注２） 

国 

（Ａ） 

都道府県

（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

（千円） 

1,095,118 

（千円） 

730,078 

（千円） 

365,040 

（千円） 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

（千円） 

1,313,088 

（千円） 

875,392 

（千円） 

437,696 

（千円） 

 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

（千円） 

 

（千円） 

 

（千円） 

 

（千円） 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

（千円） 

159,968 

（千円） 

106,646 

（千円） 

53,322 

（千円） 
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金額 

 

 

 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

（千円） 

2,568,174 
基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

 

公 (千円) 

 

基金 国 

（Ａ） 

（千円） 

1,712,116 民 （千円） 

1,712,116 都道府県

（Ｂ） 

（千円） 

856,058 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

（千円） 

2,568,174 

うち受託事業等  

（再掲）（注２） 

(千円) その他（C）  

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.８（医療分）】 

医師等確保体制整備事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

34,423千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 
ア、イ 神奈川県 

ウ 横浜市立大学 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

医師数（医療施設従事医師数）は年々増加しているものの、人口 10万人当

たり医師数は全国平均を下回っているうえ、二次医療圏、診療科の偏在が

あり、医師確保及び定着した医師の離職防止や医療安全を確保する勤務環

境改善の取組みが必要である。 

アウトカム指標： 

・人口 10万人当たり医師数（医療施設従事医師数）201.7人（平成 26年）

→ 245.3人（平成 32年度目標） 

・人口 10万人当たり医師数（医療施設従事医師数）が全国平均を下回る二

次医療圏への医師の配置 ０人（平成 27年度）→ ３人（平成 29年度目

標） 

・医療勤務環境改善支援センターの支援により勤務環境の改善が図られた

医療機関数 14件（平成 26年度）→ 70件（平成 30年度） 

事業の内容 

ア 地域医療支援センターを運営し、県内の医師不足の状況等を把握・分

析し、医師のキャリア形成支援と一体的に医師不足病院の医師確保支援

を行い、医師の地域偏在の解消を図る。 

イ 医療勤務環境改善支援センターを運営し、集団研修や医業分野アドバ

イザーの派遣等により、医療機関が自主的に行うマネジメントシステム

に基づく、勤務環境改善への取組みを支援する。 

ウ 横浜市立大学の総合診療医学教室の総合診療医育成のための指導医等

の配置に係る経費について支援する。 

アウトプット指標 

ア 医師の地域偏在解消のため、地域枠医師等のキャリア形成支援と一体

的に医師不足病院の医師確保を支援 

臨床研修修了後の地域枠医師の配置調整 ３名 

イ 医療勤務環境改善支援センターの取組内容や活用事例の周知、有識者

による具体的な勤務環境改善の方法や好事例等の紹介により、医療機関

の自主的な勤務環境改善の取組を促進する研修会を実施（年間１回程度） 

ウ 総合診療専門医の養成プログラムの作成と、総合診療専門医の養成 

総合診療専門医の取得を目指す後期研修医の採用 ２名程度 

アウトカムとアウト

プットの関連 

・将来県内において地域医療を担う人材の育成と、地域医療支援センター

の支援により、地域における医師不足解消を図る。 

・医療勤務環境改善支援センターの支援により、医療機関の勤務環境が改

善され、医師等の医療従事者の負担軽減、定着に繋がる。 
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事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

34,423 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

18,264 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

18,264 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

9,132 

民 (千円) 

 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

27,396 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

7,027 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）に 

   おける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などに 

   より実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」 

   に再掲する。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載する。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.９（医療分）】 

産科等医師確保対策推進事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

352,038千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 

ア 分娩取扱施設 

イ 日本産科婦人科学会が指定する専攻医指導施設 

ウ 神奈川県 

エ 帝王切開術を行う分娩取扱医療機関 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

産科等を担当する周産期医療に必要な医師が不足し、分娩取扱施設も減少

傾向にあることから、安心安全な分娩提供体制の確保を図るための対策が

必要である。 

アウトカム指標：産科医・産婦人科医師数 

         744人（平成 26年）→ 750人（平成 29年度） 

事業の内容 

ア 現職の勤務医等の継続的就労の促進に資するため、産科医師等に分娩

手当を支給する分娩取扱施設に対して補助する。 

イ 産婦人科専門医の取得を目指す産婦人科専攻医を受け入れており、産

婦人科専攻医の処遇改善を目的とした研修医手当等の支給を行う医療

機関に対して補助する。 

ウ 横浜市立大学における産科等医師育成課程の学生を対象とした修学

資金貸付制度（卒後９年間以上県内の医療機関の指定診療科の業務に従

事した場合、返還免除）に基づき、修学資金の貸付けを行う。 

エ 医療機関が帝王切開術のために対応する産科医師を確保する経費に

対して補助する。 

アウトプット指標 

ア 産科医師等分娩手当の補助対象施設数（年間 66施設） 

産科医師等分娩手当の補助対象分娩件数（年間 25,000件） 

イ 産科等後期研修医手当補助の補助対象となる施設（年間５施設） 

  産科等後期研修医手当補助の対象となる後期研修医数（年間 10名） 

ウ 修学資金を貸付けた学生数（年間 29名） 

エ 分娩取扱施設の減少傾向、高齢出産などのハイリスク分娩の増に伴

い、安全を最優先に考えた帝王切開術の増加が見込まれるため、帝王切

開術のために対応する産科医師の確保経費への支援により、地域におけ

る安心・安全な分娩提供体制を確保する。 

アウトカムとアウト

プットの関連 

将来県内において産科等に従事する医師を育成するほか、産科勤務医等の

処遇を改善することで、県内で従事する産科医・産婦人科医師数の増加を

図る。 
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事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

352,038 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

81,246 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

98,692 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

49,346 

民 (千円) 

17,446 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

148,038 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

204,000 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）に 

   おける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などに 

   より実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」 

   に再掲する。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載する。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.10（医療分）】 

病院群輪番制運営費 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

340,344千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 小児二次輪番病院、小児拠点病院 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

休日、夜間における小児二次救急（緊急手術や入院を必要とする小児救急

患者の医療）について、市町村単位では対応が難しいため、県内でブロッ

ク体制を構成し、安定的な確保、充実を図る必要がある。 

アウトカム指標：当事業における取扱患者数の維持 

         62,000件（平成 28年度） 

事業の内容 

市町村域を超えた広域ブロック内で病院が協同で輪番方式により（拠点病

院が拠点方式により）休日・夜間の入院加療を必要とする中等症又は重症

の小児救急患者や初期救急医療施設からの小児転送患者の医療を確保す

るため、小児救急医療に必要な医師、看護師等の確保に必要な経費を補助

する。 

アウトプット指標 
休日、夜間における小児二次救急医療体制が確保できているブロック数

14ブロック（現状体制の維持） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

小児二次救急医療の体制を維持することで、小児救急患者の受入の円滑化

を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

340,344 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

104,786 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

161,537 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

80,768 

民 (千円) 

56,751 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

242,305 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

98,039 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.11（医療分）】 

小児救急医療相談事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

25,860千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

小児救急患者の多くが軽症患者であることから、不要不急な受診を減ら

し、小児救急医療体制の確保と医療従事者の負担軽減を図る必要がある。 

アウトカム指標：小児救急医療機関における小児軽症患者数 

        56,150人（平成 27年度）→ １％減（平成 28年度） 

事業の内容 

夜間等における子どもの体調や病状に関し、保護者等がすぐに医療機関を

受診させたほうがよいか判断に迷った場合に、電話により看護師等が必要

な助言や医療機関等の案内を行う。 

アウトプット指標 総相談件数 30,397件 

アウトカムとアウト

プットの関連 

電話相談により必要な助言を行うことで、小児救急患者の適正受診を促

す。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

25,860 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

8,573 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

17,240 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

8,620 

民 (千円) 

8,667 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

25,860 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

8,667 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.12（医療分）】 

看護師等養成支援事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

1,542,066千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 
ア、イ 民間立看護師等養成所等 

ウ 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 30年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・看護人材の確保のためには、安定した看護職員の新規養成が求められて

いる。 

アウトカム指標：養成所から県内へ就業する看護職員の増 

         1,076人（平成27年度）→1,280人（平成28年度目標） 

事業の内容 

ア 民間立看護師等養成所等に対して、教員、事務職員人件費等の運営費

を補助する。 

イ 看護師等養成所の新築等に要する工事費、設備整備費等に対して補助

する。 

ウ 県立平塚看護専門学校に４年制を導入するための改修整備を行う。 

アウトプット指標 

・運営費の補助対象数 23施設 

・設備整備に係る経費補助対象数 １施設 

・看護師等養成所の新築・改修整備数 ３施設 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

看護師等養成所への運営費等の助成を行うことにより、看護教育の充実

が図られ、安定的に看護職員を養成し、就業看護職員数の増加につなげる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

1,542,066 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

95,611 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

398,032 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

199,016 

民 (千円) 

302,421 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

597,048 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

 その他 

（Ｃ） 

(千円) 

945,018 

備考（注３） 平成 28年度：425,191千円、平成 29年度：171,857千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.13（医療分）】 

院内保育所支援事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

802,019千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 院内保育所を運営する病院等 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・看護人材の確保に向けては、離職防止及び再就業支援などに着実に取り

組むことが求められている。 

アウトカム指標：看護職員の離職率14.1％の維持（平成28年度目標） 

事業の内容 

保育施設を運営する医療機関に対し、規定された人数の保育士人件費相

当を補助する。また、24 時間保育・病児等保育・緊急一時保育・児童保

育・休日保育に対する加算を行う。 

アウトプット指標 運営費の補助対象数 128施設 

アウトカムとアウト

プットの関連 

 子どもを持つ看護師等が子育てをしながら働き続けることができる環

境を充実させ、離職防止・再就業支援を図り、就業する看護職員の増加を

図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

802,019 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

17,055 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

148,187 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

74,094 

民 (千円) 

131,132 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

222,281 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

 その他（Ｃ） (千円) 

579,738 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.14（医療分）】 

新人看護職員研修事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

187,572千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県、新人看護職員研修を実施する病院等 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・新人看護職員が基本的な実践能力を獲得する研修など、新人看護職員の

能力向上や定着を図る取組みが求められている。 

アウトカム指標：新人看護職員研修ガイドラインを活用し育成した看護職

員数 14,434人（平成23～27年度累計）→ 17,490人（平成28年度目標） 

事業の内容 

・新人看護職員の研修の実施及び充実を推進するため、新人看護職員研修

推進協議会を開催する。 

・新人看護職員が基本的な臨床実践能力を獲得するため、病院が実施

する研修に対して、必要な経費を補助する。 

・中小規模病院の新人看護職員対象に研修を実施するとともに、教育担当

者・実地指導者及び研修責任者に対する研修を行う。 

アウトプット指標 

・新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修実施病院への補助 129病院 

・自施設での研修実施が困難な中小規模病院の新人看護職員等を対象とし

た研修回数 

  多施設合同研修：１回 

  教育担当者・実地指導者研修：２回 

  研修責任者研修：１回 

アウトカムとアウト

プットの関連 

 病院に就業する全ての新人看護職員が必要とする研修を受ける機会を

確保、基本的な実践能力を向上させることにより、定着を促進し、就業看

護職員数の増加を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

187,572 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

20,085 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

64,036 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

32,018 

民 (千円) 

43,951 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

96,054 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

3,061 

その他（Ｃ） (千円) 

91,518 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.15（医療分）】 

看護職員実践能力強化促進事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

22,359千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県、神奈川県看護協会、神奈川県助産師会等 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・近年の看護師養成数の増加に伴い、看護専任教員や看護学生の臨地実習

等看護教育に携わる人材の資質向上が求められている。 

アウトカム指標：特定の分野で専門的な能力を有する看護職員の増 

7,818人（平成23～27年度累計）→9,430人（平成28年度目標） 

事業の内容 

看護を取り巻く課題への対応策を検討し、必要な施策の企画を行うとと

もに、看護職の専門性を高める研修を実施する。 

・看護職員資質向上推進委員会 

・資質向上推進研修事業（認定看護師養成研修、看護研修、実習指導者講

習会、看護教員研修、周産期医療従事者看護職員資質向上研修） 

アウトプット指標 

看護を取り巻く課題や看護のニーズに対応できる高い実践能力を有す

る看護職員の確保・定着を図るための研修回数 

・認定看護師養成研修：５回（感染管理、新生児集中ケア、慢性心不全看

護、緩和ケア、救急看護） 

・看護研修：４回（准看護師研修２回、助産師研修１回、看護管理者研修

１回） 

・実習指導者講習会：５回 

・看護教員研修：６回 

・周産期医療従事看護職員資質向上研修：７回 

アウトカムとアウト

プットの関連 

看護師養成に必須である実習指導者の育成や看護教員の研修を実施す

ることにより、看護教育の質を高め、専門性の高い看護職員を確保する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

22,359 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

1,764 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

14,906 民 (千円) 

13,142 都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,453 うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

13,142 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

22,359 

その他（Ｃ）  

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.16（医療分）】 

看護実習指導者等研修事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

24,862千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・近年の看護師養成数の増加に対応するため、専任教員、実習指導者等を

養成するとともに、看護師の資質向上のため、水準の高い看護を実践で

きる認定看護師等の育成が求められている。 

アウトカム指標：特定の分野で専門的な能力を有する看護職員の増 

7,818人（平成23～27年度累計）→9,430人（平成28年度目標） 

事業の内容 

神奈川県実践教育センターにおいて、専任教員、実習指導者等を養成す

る講座を開講するとともに、水準の高い看護を実践できる認定看護師等の

育成講座を実施する。 

アウトプット指標 

・専任教員養成課程 １回開催 

・実習指導者養成課程 １回開催 

・特定分野実習指導者養成課程 １回開催 

・認定看護師等養成課程（感染管理） １回開催 

・がん患者支援講座 １回開催 

・看護教育継続研修 １回開催 

アウトカムとアウト

プットの関連 

専任教員や実習指導者等を育成するための講座等を開催することにより、

専門性の高い看護職員を確保する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

24,862 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

15,908 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

15,908 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,954 

民 0 

 

計（Ａ＋

Ｂ） 

(千円) 

23,862 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

0 その他（Ｃ） (千円) 

1,000 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.17（医療分）】 

潜在看護職員再就業支援事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

10,025千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、看

護人材の確保は喫緊の課題である。 

・看護職員の確保には、離職した看護職員を積極的に復職させる対策を講ず

ることが求められている。 

アウトカム指標：  

・就業支援を受ける看護職員数 

 107人（平成27年度）→ 140人（平成28年度目標） 

・求人支援を受ける施設数 360件（平成27年度）→420件（平成28年度目標） 

・再就業支援を受ける看護職員数 

 308人（平成25～27年度累計）→ 400人（平成28年度目標） 

事業の内容 

ア 県ナースセンターにおいて、離職看護職員等の届出制度の促進、届出者

への情報発信、求人・求職情報の分析、ハローワークとの連携など機能強

化を図り、離職看護職員の再就業を促進する。 

イ 潜在看護職員に対して普及啓発を行うとともに、離職した看護職員が地域の医

療機関・福祉施設等への再就業を促すため、再就業支援セミナー及び復職相談会

を実施する。 

  また、職場見学や研修を実施する医療機関や福祉施設等を募り、セミナー等の

参加者に対して当該研修等への参加を促し、再就業の促進を図る。 

アウトプット指標 
・県内ハローワークへの巡回相談回数 48回 

・再就職支援セミナー及び復職相談会の開催 ４回 

アウトカムとアウト

プットの関連 

県ナースセンターと県内ハローワークとの連携により、求職者と求人施設

数の増加、拡充を図るとともに、潜在看護職員への再就職支援セミナー及び

復職相談会による再就業への動機付けを図るなど、効果的な再就業支援を実

施することにより、再就業する看護職員数の増加を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,025 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 0 

 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

6,683 民 (千円) 

6,683 都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,342 うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 

6,683 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

10,025 

その他（Ｃ）  

備考（注３）    
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.18（医療分）】 

看護職員等修学資金貸付金 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

178,813千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・少子・高齢化の進展により、急速に拡大する医療ニーズを支えるため、

看護人材の確保は喫緊の課題である。 

・看護職員等を目指す学生を支援していくことが求められている。 

アウトカム指標：借受者県内就業率  

         90.1％（平成27年度）→90.8%（平成28年度目標） 

事業の内容 
将来、県内で看護職員等として従事する意志のある看護師等養成施設の

在校生を対象に修学のための資金を貸し付ける。 

アウトプット指標 借受者数 232人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

県内で看護職員等として従事する意志のある看護職員等養成校在校生

を対象に貸付けを行うことにより、県内での就業を促進する。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

178,813 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

18,184 

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

90,921 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

45,461 

民 (千円) 

72,737 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

136,382 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

 その他（Ｃ） (千円) 

42,431 

備考（注３）  

（注１）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注２）施設等の整備事業については、設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当額（国費）に 

   おける公民の別としては、「公」に計上するものとする。また、事業主体は公であるが、公からの委託などに 

   より実質的に民間が事業を行っている場合は、当該受託額等を「民」に計上するとともに、「うち受託事業等」 

   に再掲すること。 

（注３）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載すること。 

 

  



40 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.19（医療分）】 

歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

10,972千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県歯科医師会等 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

県内で就業している歯科衛生士・歯科技工士は、歯科医師一人あたりの

人数で、不足が深刻化している。 

 また、今後在宅歯科医療を推進するにあたり、現在のカリキュラムでは

養成段階では在宅歯科に向けての教育が不十分であるため、養成校におい

ての教育内容の充実が必要である。 

アウトカム指標：県内養成校から県内歯科関係施設への就職者数の増 

歯科衛生士 1,134人（平成 23～27年度累計）→ 1,430人（平成 28年度

目標） 

歯科技工士 173人（平成 23～27年度累計）→ 200人（平成 28年度目標） 

事業の内容 

ア 歯科技工士養成校に CAD/CAMシステムを整備し、養成校学生に教育を

行うとともに、現任者に対しリカレント教育を行う。 

イ 現在の養成校のカリキュラムでは対応していない、気管内吸引及び生

体モニターを活用した研修会を実施する。 

アウトプット指標 
・CAD/CAMシステム技術取得者数 50人 

・気管内吸引等を活用した研修受講者数 120人 

アウトカムとアウト

プットの関連 

在宅歯科医療に対応できるよう教育内容の充実を図り、質の高い歯科衛

生士、歯科技工士の養成及び就業につなげる。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,972 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  

基金 国 

（Ａ） 

(千円) 

5,486 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,743 

民 (千円) 

5,486 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

8,229 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

その他（Ｃ） (千円) 

2,743 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.20（医療分）】 

歯科衛生士確保育成事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

2,882千円 

事業の対象となる医

療介護総合確保区域 
県全域 

事業の実施主体 
ア 神奈川県歯科医師会 

イ 神奈川県歯科衛生士会 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

・県内の歯科衛生士の就業率は低く、潜在歯科衛生士の職場復帰を促し、

人材不足の解消を図るとともに、特に歯科診療所及び在宅歯科医療の現

場で即戦力となる歯科衛生士の増加を目指す必要がある。 

・要介護高齢者や難病患者等の在宅療養者の増加により、在宅歯科診療の

現場で咽頭吸引等の技術を持った歯科専門職の需要が高まっているが、

一部の歯科衛生士養成学校で咽頭吸引実習を設けているものの、既卒者

が咽頭吸引を学ぶ機会はなく、咽頭吸引技術を持った歯科衛生士が不足

している。 

アウトカム指標：県内の歯科衛生士就業人数 

         7,619人（平成 26年度）→５％増（平成 28年度） 

事業の内容 

ア 歯科衛生士復職支援事業 

  離職歯科衛生士の復職を支援するため、講習会及び就業支援を実施す

る。 

イ 歯科衛生士による口腔咽頭吸引実習事業 

在宅で療養する気管切開患者や嚥下障害者等への歯科保健医療を推

進するため、県全域の歯科衛生士を対象に、在宅歯科治療及び口腔ケア

実施時における口腔咽頭吸引の知識及び技術を学ぶ研修を実施する。 

アウトプット指標 

・復職支援を受けた歯科衛生士の人数（平成28年度目標：80名） 

・在宅歯科治療及び口腔ケア実施時に口腔咽頭吸引が可能な歯科衛生士の

育成数（平成27年度末育成数：87名 → 平成28年度目標：147名） 

アウトカムとアウト

プットの関連 

 復職支援による歯科診療所及び在宅歯科保健医療の場への歯科衛生士

の増加と、在宅歯科医療技術の習得による必要な人材の育成を図る。 

事業に要する費用の

額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,882 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,441 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

720 

民 (千円) 

1,441 

計 

（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

2,161 

うち受託事業等（再掲）

（注２） 

(千円) 

1,441 

その他（Ｃ） (千円) 

721 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業 

事業名 
【№21（介護分）】 

介護人材確保促進事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

41,012千円 

事業の対象とな

る医療介護総合

確保区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年 4月１日～平成 32年３月 31日 

背景にある医

療･ 介護ニー

ズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講

じなければ県内で約 2万 5,000人の介護人材が不足する見通しとなっており、

人材の量的確保と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：介護フェアの参加者数 2,000人 

事業の内容 

「介護フェア inかながわ」の開催 

11月 11日の介護の日にあわせて、広く県民に介護の仕事の魅力をアピールす

るイベントを開催する。 

アウトプット指

標 

これまで介護と接点がない、関心がない層等、あらゆる人材層に対して、介

護の仕事に携わる者がその魅力やポジティブな面を自ら発信する機会を設け

ることにより、新たな人材の参入促進が図られるとともに、そのことが介護

に携わる者自身のやりがいとなる。 

アウトカムとア

ウトプットの関

連 

様々な機会を通して介護職の魅力を発信し、広く県民に対して介護の仕事の

プラス面をアピールし、地域の若者や就業していない女性、中高年齢者など、

あらゆる層に「介護」への理解・関心を高めることで、多様な人材の参入促

進を図る。 

事業に要する費

用の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
41,012(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 

国  

（Ａ） 
27,341(千円) 

民 
27,341（千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
13,671(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

27,341(千円) 計  

（Ａ＋Ｂ） 
41,012(千円) 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注３） 
平成 28年度：10,253千円、 平成 29年度：10,253千円  

平成 30年度：10,253千円、 平成 31年度：10,253千円 
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業 

事業名 
【№22（介護分）】 

かながわ感動介護大賞表彰事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

3,318千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護を必要とする高齢者が増加しており、介護従事者の確保を図ることが

必要である。 

アウトカム指標：介護サービス従事者数の増加 

事業の内容 
感動介護エピソードを募集・選考し、介護表彰事業およびドキュメンタリ

ー映像の作成を実施する。 

アウトプット指標 
介護現場のイメージをプラスに転換するため、介護現場に光をあて、介護

に関わる職業を積極的に評価するような取組みを推進する。 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

感動介護エピソードの表彰作品等を作品集や映像として普及することに

より、介護現場に光をあて、イメージの向上が図られ、介護従事者の確保や

定着を図ることが可能となる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
3,318(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 

国  

（Ａ） 
772(千円) 

民 772(千円) 

 

都道府県

（Ｂ） 
386(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

772(千円) 計   

（Ａ＋Ｂ） 
1,158(千円) 

その他（Ｃ） 2,160(千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 
【No.23（介護分）】 

生活支援・移動サービス担い手養成事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

4,651千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年６月１日～平成 29 年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護保険法の改正に伴い、平成 29年度までに、すべての市町村が「介護予

防・日常生活支援総合事業」を実施することとされている。 

アウトカム指標：生活支援・移動サービスの担い手数の増 

事業の内容 

ア 生活支援サービス担い手養成研修 

地域のボランティア団体、ＮＰＯ法人及び地域住民等を対象に、生活支

援サービスの担い手としての養成研修を実施する。 

イ 移動（輸送）サービス従事者養成研修 

  移動（輸送）サービスを実施する団体や地域住民を対象に、当該サービ

スに係る従事者としての養成研修を実施する。 

アウトプット指標 生活支援・移動サービスの担い手の養成者数 1,040人 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

・生活支援サービス担い手養成研修の実施 

（８圏域×２回=16回 488名参加） 

・移動（移送）サービス従事者養成研修の実施 

（８圏域×１回=８回 118名参加） 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
4,651(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 

国 

（Ａ） 
3,101(千円) 

民 
3,101(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
1,550(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

3,101 (千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
4,651(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業 

事業名 
【№24（介護分）】 

職業高校教育指導事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

659千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

少子高齢化社会における地域の介護事業を担う人材 

アウトカム指標：必要な知識、技術を持った人材の育成 

事業の内容 

福祉系の県立高校において、「介護福祉士」の国家試験受験資格を取得する

ための実習や「介護職員初任者研修」の実習を福祉施設で行い、当該福祉施

設に謝礼を支払う。 

アウトプット指標 少子高齢社会で必要とされる人材育成のため、福祉施設での実習を行う。 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

少子高齢社会で必要とされる人材育成のため、福祉施設での実習を行い、専

門的な技術や知識を学び、福祉の心を育むとともに、実技・技術に裏打ちさ

れた実践力を身に付ける。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
659(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 
439(千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
439(千円) 

民 
(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
220(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
659(千円) 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層（若者・女性・高齢者）に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 
【No.25（介護分）】 

介護人材マッチング機能強化事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

92,049千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県、法人等 

事業の期間 平成 28年 4月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・介

護ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を

講じなければ県内で約 2万 5,000人の介護人材が不足する見通しとなって

おり、人材の量的確保と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：福祉・介護に関心又は就労を希望する者への相談等の実

施回数、福祉・介護分野への就労マッチング数の増 

事業の内容 

ア かながわ福祉人材センターにおける福祉介護人材キャリア支援専門員

の配置 

イ 外国籍県民等を対象とした資格取得支援及び就労・定着支援  

ウ 外国籍県民等を対象とした福祉施設等就職相談会の開催、外国籍県民

の雇用を検討する福祉・介護施設への支援、就労中の外国籍県民を対象

としたビジネスマナー研修の開催等 

アウトプット指標 

・福祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、個々の求職者にふさ

わしい職場開拓・きめ細かな相談対応、就労支援により、各介護事業所等

の人材確保や育成を図る（相談件数 852件（平成27年度））。 

・日本で介護職として就労している外国籍県民への相談支援、介護職定着

支援セミナー等を実施し定着促進を図る。 

・外国籍県民への介護の資格取得、介護従事者に必要な知識・技術習得支 

援等を実施し、介護分野への新規参入を図り、すそ野の拡大を図る。 

・国家試験対策講座受講候補者数の増を目指す。 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

福祉・介護に関心のある者、就労を希望する者に対し、福祉の職場体験 

や就労相談等を実施し、福祉・介護分野への就労につなげ、人材の確保と

定着を図る。 
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事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
92,049(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
61,366(千円) 

民 
61,366(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
30,683(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 
61,366(千円) 

計 

（Ａ＋Ｂ） 
92,049(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 
【№26（介護分）】 

喀痰吸引等研修支援事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

21,601千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

今後見込まれる医療的ケアが必要な高齢者の増加に対応するため、医療的

ケアを行える介護職員の増加を図る。 

アウトカム指標：喀痰吸引等研修修了者の増（不特定の者対象の研修修了

者：670人、特定の者対象の研修修了者：350人） 

事業の内容 

・喀痰吸引等研修の実地研修受入事業所に協力金を支給 

・研修時の医師指示及び指導看護師の指導に対する補填  

・指示書を作成する医師及び実地研修を指導する看護師への研修実施 

・喀痰吸引等を現在実施している介護職員、研修修了後ブランクのある介護職員、 

及び指導看護師を対象としたフォローアップ研修の実施 

アウトプット指標 

・実地研修を受け入れた事業所に対する協力金の支給 670件 

・実地研修において、外部の事業所へ指導を行った看護師への謝金の支給 350件 

・実地研修に使用する医師指示料の補填       350件 

・指導を行う看護師を養成する研修を実施      260名 

・医師指示書を記載する医師を対象とした研修を実施 260名 

・フォローアップ研修の実施            180名 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

喀痰吸引等研修において、実地研修の行為対象者や指導する看護師の不在

により、実地研修を実施できない受講生がいることから、本事業による支

援を行うことで、実地研修の実施を容易にし、研修修了者の増加を図る。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
21,601(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 12,237(千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
14,400(千円) 

民 2,163 (千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
7,201(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

2,163 (千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
21,601(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 
【№27（介護分）】 

喀痰吸引介護職員等研修事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

16,972千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者・障害者施設等において喀痰吸引等の医療的ケアが可能な介護職員

を増やし、介護等の質を高めることが求められている。 

アウトカム指標：喀痰吸引等ができる介護人材の増 

事業の内容 

不特定多数の者を対象に喀痰吸引等ができる第一号、第二号研修及び特定

の者を対象に喀痰吸引ができる第三号研修を介護職員等に対して実施す

る。 

アウトプット指標 

特定又は不特定多数の者を対象に喀痰吸引等を行うことができる介護職員

を養成する。 

・特定の者を対象に喀痰吸引ができる知識・技術を備えた人材の養成 

 （第三号研修 140名以上受講） 

・不特定の者を対象に喀痰吸引ができる知識・技術を備えた人材の養成 

 （第一号、第二号研修 100名以上受講） 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

高齢者・障害者施設等において喀痰吸引等の医療的ケアが可能な介護職員

のニーズが充足され、介護等の質の向上が図られる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
16,972(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
11,315(千円) 

民 11,315(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
5,657(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

11,315(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
16,972(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 
【№28（介護分）】 

高齢者施設等職員研修事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

820千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

多様化する介護ニーズの中で、従事する職員により高い専門性が求められ

ている。 

アウトカム指標：高齢者福祉に関する職員の理解と意識の向上 

事業の内容 

本事業の研修対象者は、業務の実施状況等の管理について一元的に行う責

務を担う管理者（施設長）及び直接入所者の処遇に当たる職員である介護

職員及び看護職員とし、それぞれの職種に対し、現場の実情や課題に応じ

た最新の介護技術や職員の意識啓発等を図ることができるテーマを設定し

実施する。 

アウトプット指標 
研修受講者数：施設長・管理者研修 100名程度、介護職員研修 100名程度、

看護職員研修 60名程度 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

高齢者施設等の職員の資質及び技術の向上を図り、もって高齢者福祉及び

介護事業の健全な発展と本県の高齢者福祉行政を円滑に推進するために必

要な研修を行う。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
820(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 

国 

（Ａ） 
546(千円) 

民 546(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
274(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

546(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
820(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 
【№29（介護分）】 

看護師管理能力養成研修事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

787千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県、神奈川県看護協会 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

介護保険施設等における、より質の高いサービス提供を確保する必要性が

ある。 

アウトカム指標：看取りケア構築等による多職種連携の推進 

事業の内容 
介護保険施設等の看護部門の統括者を対象に、施設運営上での課題や解決

に向けた取組みを学び、マネジメント能力を向上させる研修を実施する。 

アウトプット指標 ３日間の研修を１回実施し、50名を修了させる。 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

介護保険施設等に勤務している管理的立場にある看護職員や、今後その役

割を期待されている看護職員が、施設内の安全管理体制の整備や看取りケ

ア体制の構築等に資する研修を受講し、リーダーシップを取ることにより、

医療と介護等の多職種連携の推進が期待でき、重度化が予想される介護保

険施設等の利用者へのより質の高いサービス提供が確保される。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

787(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 

国 

（Ａ） 

525(千円) 民 525(千円) 

 

都道府県 

（Ｂ） 

262(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

525(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 

787(千円) 

 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材育成のための研修事業 

事業名 
【№30（介護分）】 

地域密着型サービス関係研修事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

10,411千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域（事業の内容アのアドバイザー事業のみ指定都市及び中核市を除く） 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年５月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して介護を受けられる体制の構築

を図る。 

アウトカム指標：（ア）小規模多機能型居宅介護の利用者数の増加、（イ～

エ）介護人材の育成による認知症高齢者に対する介護サービスの充実 

事業の内容 

小規模多機能居宅介護の普及啓発、質の向上及び地域密着型サービス事業

所における介護人材不足への対応を目的として、以下の４事業を実施する。 

ア 小規模多機能型居宅介護に関するセミナー事業及びアドバイザー事業 

イ 認知症対応型サービス事業管理者研修 

ウ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

エ 認知症対応型サービス事業開設者研修 

アウトプット指標 

ア（セミナー事業）参加者数の前年度比５％増 

イ～エ（研修事業）県全域における介護人材の確保及び認知症介護技術の

向上 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

地域包括ケアシステムの構築のため、「かながわ高齢者保健福祉計画」に定

めた、地域密着型サービスの充実に必要な人材を育成するとともに、事業

所の質の向上及び利用者数の増加を図る。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
10,411(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基金 

国 

（Ａ） 
5,432(千円) 

民 5,432(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
2,716(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

5,432(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
8,148(千円) 

その他（Ｃ） 2,263(千円) 

備考（注３）  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業  

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材育成のための研修事業 

事業名 
【№31（介護分）】 

認知症ケア人材育成推進事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

19,561千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

ア 認知症医療支援事業費 

横須賀・三浦、湘南東部、湘南西部、県央、県西 

イ 認知症介護研修事業費 

横須賀・三浦、湘南東部、湘南西部、県央、県西 

ウ 認知症医療支援事業費補助 

横浜、川崎、相模原 

エ 認知症地域支援等研修事業費 

県全域 

事業の実施主体 

ア 神奈川県 

イ 神奈川県 

ウ 横浜市、川崎市、相模原市 

エ 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加が大幅に見込まれており、認知

症の人や家族が暮らしやすい社会を実現するためには、認知症に関する適

切な知識や理解が今後より一層求められる。 

アウトカム指標：認知症の早期発見数の増加、より質の高い適切な医療・

介護の提供 

事業の内容 

ア 認知症医療支援事業費 

（１） 認知症サポート医養成研修事業 

認知症の診療に習熟した医師を「認知症サポート医養成研修」に派遣

し、認知症サポート医を養成する。 

（２） かかりつけ医認知症対応力向上研修事業 

かかりつけ医を対象として、認知症対応力の向上を図る研修を実施する。 

（３） 病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業 

病院勤務の医師、看護師等の医療従事者を対象とした認知症対応力向

上を図る研修を実施する。 

（４）歯科医師認知症対応力向上研修事業 

   歯科医師を対象とした認知症対応力向上を図る研修を実施する。 

（５）看護職員認知症対応力向上研修 

   看護職員を対象とした認知症対応力向上を図る研修を実施する。 

 

イ 認知症介護研修事業費 

（１）認知症介護指導者フォローアップ研修 

認知症介護指導者として、認知症介護実践研修に講師として参画してい
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る者等を「認知症介護指導者フォローアップ研修」に派遣する。 

（２）認知症介護基礎研修 

   介護保険施設等の職員を対象に、認知症介護に関する基礎的な知識及び

技術を習得するための研修を実施する。 

 

ウ 認知症医療支援事業費補助 

（１）認知症サポート医養成研修事業・認知症サポート医フォローアップ研修 

認知症の診療に習熟した医師を「認知症サポート医養成研修」に派遣

し、認知症サポート医を養成する。また、認知症サポート医を対象とし

たフォローアップの研修を実施する。 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修事業 

かかりつけ医を対象として、認知症対応力の向上を図る研修を実施する。 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業 

病院勤務の医師、看護師等の医療従事者を対象とした認知症対応力向

上を図る研修を実施する。 

（４） 認知症介護指導者フォローアップ研修 

認知症介護指導者として、認知症介護実践研修に講師として参画してい

る者等を「認知症介護指導者フォローアップ研修」に派遣する。 

 

エ 認知症地域支援等研修事業費 

平成 30年度までに県内全ての市町村への認知症初期集中支援チーム

の設置及び認知症地域支援推進員の配置の実現を図ることとし、次の事

業を行う。 

（１） 認知症初期集中支援チーム員研修 

「認知症初期集中支援チーム」に携わる専門職を対象として、「認知 

症初期集中支援チーム員研修」に派遣し、チーム員を養成する。 

（２） 認知症地域支援推進員研修事業 

認知症地域支援推進員の資質向上に向けた研修を実施する。 

アウトプット指標 

ア 認知症医療支援事業費 

（１）認知症サポート医養成研修…１回実施(３名養成) 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修…１回実施(100名養成) 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修…３回実施(400名

養成) 

（４）歯科医師認知症対応力向上研修事業…１回実施（100名養成） 

（５）看護職員認知症対応力向上研修…１回実施（1,000名養成） 

 

イ 認知症介護研修事業費 

（１）認知症介護指導者フォローアップ研修…１回実施(２名養成) 

（２）認知症介護基礎研修…４回実施（200名養成） 

 

ウ 認知症医療支援事業費補助 

（１）認知症サポート医養成研修・認知症サポート医フォローアップ研修 
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・横浜市（養成研修）２回実施(10名養成) 

    （フォローアップ研修）１回実施 

・川崎市（養成研修）１回実施(３名養成) 

（フォローアップ研修）１回実施 

・相模原市（養成研修）１回実施(２名養成) 

     （フォローアップ研修）１回実施（10名養成） 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

・川崎市 １回実施(50名養成) 

・相模原市 1回実施(20名養成) 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

・川崎市 ３回実施(210名養成) 

・相模原市 ４回実施(240名養成) 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 

・横浜市 １回実施(２名養成) 

・川崎市 １回実施(１名養成) 

・相模原市 １回実施（１名養成） 

 

エ 認知症地域支援等研修事業費 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修…１回実施(130名養成) 

（２）認知症地域支援推進員研修…３回実施(100名養成) 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

認知症ケアに携わる人材育成に係る各種研修等を実施することで、早期発見

ができるようになり、的確な診断に基づいた適切な医療や介護サービス提供

の推進につながる。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費    

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
19,561(千円) 

基金充当額

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 13,041(千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
13,041(千円) 

民 (千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
6,520(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
19,561(千円) 

その他（Ｃ）  (千円) 

備考（注３）  

 

  



56 

 

事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 
【No.32（介護分）】 

地域包括ケア人材育成推進事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

8,939千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 29年３月 31日  

背景にある医療・

介護ニーズ 

地域包括ケア体制の構築のために、地域包括支援センター機能の強化、総

合事業の推進が求められている。 

アウトカム指標：①地域ケア会議への参加職種が拡大し、住み慣れた地域

での生活を守るネットワークが促進②地域ケア会議への参加職種の拡大に

より、地域課題の抽出・解決、在宅医療との連携が促進③全ての市町村へ

の生活支援コーディネーターの配置及び活動の開始④地域リハビリデーシ

ョン支援事業や地域ケア会議へリハビリテーション専門職の参画が拡大す

ることにより、介護予防の促進や住民の生活の質が向上 

事業の内容 

ア 地域ケア多職種協働推進事業費 

（１）地域包括ケア会議の設置・運営：地域における医療と介護の連携に関 

する課題等の情報交換と検討を行う。 

（２）専門職員派遣事業：市町村単独では確保が困難な専門職を派遣し、地

域ケア会議等における助言を行い、地域包括支援センター等を支援する。 

 

イ 生活支援コーディネーター養成研修      

生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を養成するための新 

規研修とフォローアップ研修（平成 27年度受講者対象）を実施する。 

 

ウ リハビリテーション専門職介護予防指導研修事業費 

リハビリテーション専門職に対して介護予防等についての研修を実施 

し、市町村が「地域リハビリテーション活動支援事業」に取り組めるよ 

う支援する。 

アウトプット指標 

・保健福祉事務所の地域包括ケア会議や市町村（地域包括支援センター） 

の地域ケア会議の開催回数 1,754回 

・専門職派遣事業の活用回数 15回 

・生活支援コーディネーター養成研修の受講人数 養成 400 名・フォロー

アップ 150名 

・リハビリテーション専門職介護予防研修の受講人数 120名 
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アウトカムとアウ

トプットの関連 

市町村や、地域包括支援センターが行う地域ケア会議への専門職員の派遣、生

活支援コーディネーター養成研修やリハビリテーション専門職介護予防研修等

を実施し、地域包括ケアシステムの構築に資する人材育成と資質向上を推進す

る。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
8,939(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 
1,069(千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
5,960(千円) 

民 
4,891(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
2,979(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

4,891(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
8,939(千円) 

その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考（注３）  

 

  



58 

 

事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 
【№33（介護分）】 

権利擁護人材育成事業 

【総事業費 
（計画期間の総額）】 

179,166千円 

事業の対象となる

医療介護総合確保

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県、市町村 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

背景にある医療・

介護ニーズ 

成年後見制度の利用者数が増加している中、専門職後見人の受任に限界があ

ると考えられることから、法人後見や市民後見の必要性が高まっている。 

アウトカム指標：認知症高齢者等の増加が見込まれる中で、本県の法人後見

及び市民後見の受任割合を５年間で全国平均の 5.0％まで高めることを目

指す。 

事業の内容 

ア 法人後見担当者の人材育成支援 

（法人後見担当者基礎研修、法人後見担当者困難事例相談事業、法人後

見関係意見交換会） 

イ 市町村における市民後見人養成等の取組みに対し助成 

アウトプット指標 
市民後見人養成研修（基礎）：参加者 20名 

法人後見担当者養成研修（基礎・現任）：参加者 150名 

アウトカムとアウ

トプットの関連 

研修参加者が増加することで、法人後見及び市民後見の受任が増加する。 

事業に要する費用

の額 

金額 総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
179,166(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 112,400(千円) 

基金 

国 

（Ａ） 
119,444(千円) 

民 7,044(千円) 

都道府県 

（Ｂ） 
59,722(千円) 

うち受託事業等 

（再掲）（注２） 

7,044(千円) 計 

（Ａ＋Ｂ） 
179,166(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） 
平成 28年度：59,722千円、 平成 29年度：59,722千円  

平成 30年度：59,722千円 
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 (2) 事業の実施状況 

 別紙「事後評価」のとおり。 

 



事業担当課一覧 
 

№ 事業名 担当課 

１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設または設備の整備に関する事業 

1 病床機能分化・連携推進基盤整備事業 医療課 

2 リハビリテーション拠点再整備事業 県立病院課 

２ 居宅等における医療の提供に関する事業 

3 在宅医療施策推進事業 医療課 

4 在宅医療推進支援事業 保健人材課 

5 訪問看護ステーション教育支援事業 保健人材課 

6 在宅歯科医療連携拠点運営事業 医療課 

３ 介護施設等の整備に関する事業 

7 介護施設等整備事業 高齢福祉課 

４ 医療従事者の確保に関する事業 

8 医師等確保体制整備事業 医療課 

9 産科等医師確保対策推進事業 医療課 

10 病院群輪番制運営費 医療課 

11 小児救急医療相談事業 医療課 

12 看護師等養成支援事業 保健人材課、県立病院課 

13 院内保育所支援事業 保健人材課、県立病院課 

14 新人看護職員研修事業 保健人材課 

15 看護職員実践能力強化促進事業 保健人材課 

16 看護実習指導者等研修事業 保健人材課 

17 潜在看護職員再就業支援事業 保健人材課 

18 看護職員等修学資金貸付金 保健人材課 

19 歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業 保健人材課 

20 歯科衛生士確保育成事業 健康増進課 

５ 介護従事者の確保に関する事業 

21 介護人材確保促進事業 地域福祉課 

22 かながわ感動介護大賞表彰事業 高齢福祉課 

23 生活支援・移動サービス担い手養成事業 地域福祉課 

24 職業高校教育指導事業 高校教育課 

25 介護人材マッチング機能強化事業 地域福祉課、保健人材課 

26 喀痰吸引等研修支援事業 高齢福祉課 

27 喀痰吸引介護職員等研修事業 高齢福祉課、障害福祉課 

28 高齢者施設等職員研修事業 高齢福祉課 

29 看護師管理能力養成研修事業 高齢福祉課 

30 地域密着型サービス関係研修事業 高齢福祉課 

31 認知症ケア人材育成推進事業 高齢福祉課 

32 地域包括ケア人材育成推進事業 高齢福祉課 

33 権利擁護人材育成事業 地域福祉課 
 



   

別紙 

 

 

 

 

 

 

 

平成 27年度神奈川県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
平成 28年９月 

神奈川県 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事項について、

記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

☑ 行った 

（28年度実施状況） 

 ・平成 28年９月６日 神奈川県保健医療計画推進会議において議論 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載するとともに、内

容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容については、審議会等の議事概

要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・ 医療機関等においても、介護職が多く従事しているが、介護分野の介護従事者確保の施策を見

ると、まだ薄いという印象がある。有資格者をどのくらい養成・確保するのか、資格者以外の確

保も含めて、見通しがあるのか、医療側の取組みだけでは、地域包括ケア構築に向けた施策は十

分実施できない可能性があり、そういう観点から密接不可分と思うので、介護従事者確保の施策

に、医療側の意見も取り入れていただきたい。（平成 28年９月６日 保健医療計画推進会議） 
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２．目標の達成状況 

 
平成27年度神奈川県計画に規定する目標を再掲し、平成27年度終了時における目標の達成状況につい

て記載。 
 
 
■神奈川県全体（目標） 

神奈川県内の各地域における課題を解決し、高齢者が地域において、安心して生活できるよう、以

下を目標に設定する。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

ア がん診療連携拠点病院等医科歯科連携事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】  

・ 地域でがん診療の中心的役割を担う「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連

携指定病院」に医科歯科連携に携わる人材の配置、地域との医科歯科連携体制の充実強化を

目標とする。 

（全ての「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連携指定病院」で口腔ケアの取

組みを行う 23病院→25病院） 
 

イ 緩和ケア推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 全てのがん患者とその家族の苦痛の軽減と療養生活の質の向上を目指し、がんと診断され

た時からの緩和ケアを推進するため、がん診療連携拠点病院以外の医療機関や緩和ケア病

棟、在宅医療等における緩和ケアを推進していく。 

・   具体的には、二次保健医療圏に１か所以上の緩和ケア病棟の整備を目指し、緩和ケア病棟

整備を進めるとともに、地域における緩和ケア提供体制の充実を図り、緩和ケアに携わる人

材育成や関係機関が連携できる仕組みを構築することを目標とする。 

（緩和ケア病棟整備数 16施設→17施設） 

（緩和ケア病棟を整備した新規病院のネットワーク構築３病院→10病院） 
 

ウ 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備及び医療関係者の研修・教育事業【計画期

間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 本県の回復期病床数は、将来の必要病床数が増加し、現状に比べ著しく不足することが予

想されるため、地域医療構想策定前ではあるが、急性期病床等から不足が見込まれる回復期

病床等への転換を促進する。 

・ 病院・診療所間や在宅医療・介護の連携を図る情報システムを、医療介護総合確保区域単

位で１か所以上導入する。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

ア かかりつけ歯科医普及定着推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ かかりつけ歯科医を持つ者の割合 48％からの増加を目標とする。 
 

イ 在宅医療施策推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 在宅医療トレーニングセンターにおいて、年間 1,600人の医療従事者のスキル向上を図る。

（平成 28年度～） 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数 ０市町村→33市町村 
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ウ 小児等在宅医療連携拠点事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 研修会等を通じて、540人の小児在宅医療の担い手のスキル向上を図る。 
 

エ 在宅歯科診療所設備整備事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 歯科医療機関の在宅歯科医療への参入の促進や、在宅歯科を実施する医療機関の機器の充

実を図るため、在宅歯科医療用機器等の整備を進める。（185か所） 
 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 「高齢者が安心して、元気に、いきいきと暮らせる社会づくり」の実現を目標に、地域包括ケ

アシステムの構築に向けて、第６期介護保険事業支援計画等において予定している地域密着型サ

ービス施設等の整備等に対して支援を行う。 
  

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 32,644床（384ヶ所） 33,710床（392ヶ所） 1,066床(８ヶ所) 

介護老人保健施設 19,935床（184ヶ所）  20,045床（185ヶ所） 110床（１ヶ所） 

ケアハウス  1,312床（25ヶ所）  1,312床（25ヶ所） - 

養護老人ホーム  1,480床（18ヶ所）  1,400床（18ヶ所）  △80床（-ヶ所） 

地域密着型特別養護老人ホーム  673床（25ヶ所）  673床（25ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）    121床（５ヶ所）  121床（５ヶ所） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下） 191床（10ヶ所）  191床（10ヶ所） - 

認知症高齢者グループホーム 11,608床（705ヶ所） 11,986床（726ヶ所） 378床（21ヶ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所 3,899人/月（261ヶ所） 4,823人/月（285ヶ所） 924人/月(24ヶ所) 

定期巡回･随時対応型訪問介護看護事業所  661人/月（61ヶ所） 1,117人/月（71ヶ所） 456人/月(10ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所  237人/月（20ヶ所） 433人/月（26ヶ所） 196人/月（６ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 489,827回/年(285ヶ所) 521,769回/年(287ヶ所) 31,942回/年(2ヶ所) 

地域包括支援センター    340ヶ所  347ヶ所 ７ヶ所 
 

【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

ア がん診療口腔ケア推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

  ・ 地域でがん診療の中心的役割を担う「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連

携指定病院」が主体となり、がん患者に対する口腔ケアの必要性について、地域を含めた医

療従事者の理解や知識を深める研修や啓発を行い、がん患者に対する口腔ケアを提供するこ

とを目標とする。 

    （全ての「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連携指定病院」で口腔ケアの取

組みを行う 23病院→25病院） 
 

イ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 病院に入院する患者への適切な日常口腔ケアの実施体制を構築するため、看護職等を対象

に研修等を行うことで、入院患者の肺炎発症等の予防に取り組み、平均在院日数の減少を図

る。 

・ 24.0日（全病床）→減少を目標とする。 
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ウ 医師確保関連事業【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

本県においては、医師不足の状況にあるほか、産科や小児科などの特定の診療科や地域によ

る偏在、分娩を取扱う産科医師等の継続的就労など、医療従事者の確保に関する課題を解決し、

地域において、安心して生活できるようにすることを目標とする。 

・人口 10万人当たり医師数（医療施設従事者） 193.7人 →  239.16人 

・産科医・産婦人科医師数 699人(H24年度) → 750人 
 

エ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業【計画期間：平成 27～平成 28年度】 

・ 本県の人口 10 万人当たりの就業看護職員数は全国的に低い水準であるため、看護人材の

確保に取り組み、質の高い看護の提供を推進し、県民に対して適切な医療を提供することを

目標とする。 

・ 医療ケアが必要な重度重複障害者等への支援ニーズが増加する中、慢性的に看護師が不足

している。そこで、地域で暮らす重度重複障害者等に質量ともに十分なサービスを提供でき

るよう、看護師の養成確保を行う。 

養成確保数  養成研修修了者 40名 

普及啓発研修 計 8回開催 

・ 認知行動療法を看護場面で実践し、精神疾患をもつ患者の回復や再発予防の促進を支援す

る看護師の養成を図る。 

養成確保数  神奈川県内で精神科病床を有する病院（69病院）の看護師を各病院に養成 

（新人看護職員 207名・中堅看護職員 276名） 

  

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

本県で、2025年に見込まれる約 2.5万人の介護人材の不足の解消に向けて、次のとおり取組む。 

・ 介護分野での就業希望者に対する仕事に関する理解促進や就業相談、離職した介護の資格保

有者への再就職支援等に取組み、人材の参入促進を図る。 

・ 介護現場で職員が意欲をもち、やりがいを感じて働き続けることができるよう、介護職員の

キャリア形成を支援する。 

・ 今後、増加が見込まれる認知症や医療的ケアが必要な高齢者に対応できる介護従事者を育成

するため、専門的知識や技術の向上を目的とした研修を実施し、資質の向上を図る。 

・ 介護ロボット導入や経営者向けセミナーの開催等により、介護の職場環境改善を図り、介護

職の定着を促進する。 
 
 
□神奈川県全体（達成状況） 

１）目標の達成状況 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

ア がん診療連携拠点病院等医科歯科連携事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】  

（平成27年度の事業実施なし） 
 

イ 緩和ケア推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 新たに２施設が緩和ケア病棟整備を進め、平成 28 年度に緩和ケア病棟入院料の届け出を

する準備が整った。（平成 28年５月に 18施設となった） 

・ 新たに１施設がネットワーク構築に取り組んだ。 
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ウ 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備及び医療関係者の研修・教育事業 

【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 回復期病床への機能転換を図る医療機関の施設整備事業に対して補助を行うことにより、

急性期病床等から将来不足する見込みの回復期病床への転換が図られた。 

急性期病床等から回復期病床への転換病床数 91病床 

・ 病院・診療所間や在宅医療・介護の連携を図る情報システムを、１区域において導入した。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

ア かかりつけ歯科医普及定着推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

（事業後の、かかりつけ歯科医を持つ者の割合に係る県全体調査は未実施のため、調査実施後

に評価） 
 

イ 在宅医療施策推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 在宅医療トレーニングセンターを設置し、216人の医療従事者のスキル向上を図った。 

・ 地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した事業項目全ての取組

みを開始した市町村数  ２市町村 
 

ウ 小児等在宅医療連携拠点事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 研修会等を通じて、202人の小児在宅医療の担い手のスキル向上を図った。 
 

エ 在宅歯科診療所設備整備事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

（27年度計画分については未実施） 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 33,498床(364ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 20,051床(187ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 1,310床(25ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 1,400床(18ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 564床(20ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 121床(５ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） 191床(10ヶ所) 

認知症高齢者グループホーム 11,739床(711ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 1,824床(275ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (69ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 202床(28ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 3,003人(293ヶ所) 

地域包括支援センター 349ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 

ア がん診療口腔ケア推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ ８病院において事業を実施した。 

 

イ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 病院に入院する患者への適切な日常口腔ケアの提供に向けて、看護職等を対象に研修を 

109回行った。（平均在院日数については現時点で未把握） 

 

ウ 医師確保関連事業【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

医師不足や、産科や小児科などの特定の診療科や地域による偏在、分娩を取扱う産科医師

等の継続的就労などの課題解決に向けて取組みを実施した。 

・人口 10万人当たり医師数（医療施設従事者） 193.7人 →  201.7人 

      ・産科医・産婦人科医師数 699人(H24年度) → 744人 

                      (平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査) 

 

エ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業【計画期間：平成 27～平成 28年度】 

・ 看護職員向けの各種研修等により、参加した看護職員への支援を行い、看護人材の確保、

質の高い看護の提供推進に努めた。 

訪問看護師離職防止研修（横浜市実施）への助成  延 233人受講 

看護専任教員に興味のある看護師を対象とした研修を実施 延 96人受講 

看護専任教員志望の看護師を対象として看護師養成所での看護専任教員への同行（シャ

ドウイング） 延 32人参加 

・ 医療ケアが必要な重度重複障害者等へ対応できる看護師を養成確保した。 

      養成研修修了者 16名修了（受講19名） 

      普及啓発研修  ３回開催（受講569名） 

・ 県内で精神科病床を有する病院（69病院）の看護師を対象に、認知行動療法に関する研修

会を２回実施した。 

   新人看護職員研修 33名参加（２日間コース・１回） 

   中堅看護職員研修 33名参加（１日コース・１回） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

介護人材の不足の解消に向けて、 

・ 就業相談、再就職支援等による人材の参入促進 

・ 介護職員のキャリア形成支援 

・ 専門的知識や技術の向上を目的とした研修の実施による資質の向上 

・ 介護ロボット導入や経営者向けセミナー等による、介護の職場環境改善、介護職の定着促進 

 のための取組みを進めた。（個別の取組みの達成状況は個表参照） 

 

２）見解 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

イ 緩和ケア推進事業 

・ 緩和ケア病棟整備数は、平成 28年度に目標の 17施設を超えるが、いずれも、すでに緩和

ケア病棟がある二次保健医療圏での整備であるため、緩和ケア病棟が未整備である二次保健

医療圏への病棟整備に向けて、働きかけを行っていく必要がある。 
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ウ 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備及び医療関係者の研修・教育事業 

・ 本県における平成37年（2025年）の回復期の必要病床数は、約16,000床以上の不足が見込

まれる中、回復期病床への転換を図る医療機関を支援することで、不足する回復期病床への

対応が一定程度図られた。 

 

② 居宅等における医療の提供 

ア かかりつけ歯科医普及定着推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 27年度はモデル対象団地２団地の自治会と地域歯科医師会が、共同して事業を実施するこ

とで、地域連携の推進が図られた。28年度も引き続き、他地域でのモデルとなる取組みを進

めるとともにかかりつけ歯科医の普及について評価を行う。 
 

イ 在宅医療施策推進事業【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 在宅医療トレーニングセンターの稼動、地域の医師会による在宅医療の推進に資する取組

みの開始により、2025年に向けた在宅医療の人材育成や各地域の底上げに向けた取組みを進

めることができたので、28年度以降は、取組みを継続・拡充していく。 
 

ウ 小児等在宅医療連携拠点事業【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

・ 人材育成のほか、会議や取組みを通して、モデル地域における小児等在宅医療関係機関の

連携も進んでおり、今後、他地域にも取組みを広げていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、市町村の事業公募に対し、事業者が整備予定地の高齢者人口や立

地等を勘案した結果、安定的、継続的な事業運営が困難と判断し応募がなかったケース等も

あり、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

 

④ 医療従事者の確保 

ア がん診療口腔ケア推進事業 

・ がん診療口腔ケア推進事業を実施した８病院は、既に口腔ケアの取組みを行っており、取

組みを行っていない病院に対して、働きかけを行っていく必要がある。 

 

イ 医科・歯科連携に資する人材養成のための研修 

・ 研修等の実施により、病院に入院する患者への適切な日常口腔ケアの提供が一定程度図ら

れており、引き続き取組みを進めていく。 

 

ウ 医師確保関連事業 

本県の医師数は、年々増加を続けているものの、平成 26年度末時点で、全国の人口 10万人

当たり 233.6人に対して、201.7人（全国 39位）と全国平均を下回り、医師不足の状況にある。 

このため、臨床研修医や産婦人科医の確保、定着を図る取組みを行うほか、医療機関におけ

る仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備、女性医師等の離職防止や再就業の促

進に向けて、現状把握のための調査などの取組みにより、医師不足状況の課題への対応が一定

程度進められた。 

 

エ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業 

・ 訪問看護師に特化した離職防止研修を実施することにより、訪問看護師の定着に向けた取
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組みを進めた。 

・ 看護専任教員志望者を掘り起し、看護専任教員確保に向けた取組みを進めた。 

・ 医療ケアが必要な重度重複障害者等を支援する看護師の養成研修は、その日数の多さに対

して修了要件が厳密に定められていることから、受講日数が不足した等の理由により、修了

要件を満たさない者が居た。普及啓発研修については、平成27年度に３回開催し多数の受講

があり、取組みを一定程度進めることができた。 

・ 平成27年度は事業実施期間が短かったため、認知行動療法に関する研修は、目標の養成数

には届かなかったが、認知行動療法が実践できる看護職員の養成が一定程度進んだ。 

 

⑤ 介護従事者の確保 

・ 福祉・介護分野での就業希望者に対する仕事に関する理解促進の取組みや就業相談を県内

各地で実施することにより、人材の参入促進が図られた。  

・ 介護職員のキャリア形成や職場環境等の改善を支援し、福祉・介護現場での職員の意欲や

やりがいの向上を促すことができた。 

・ 事業実施により介護従事者の確保は一定程度進んでおり、引き続き取組みを進めていく。 

 

３）改善の方向性 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備 

ア がん診療連携拠点病院等医科歯科連携事業 

・ がん患者に適切な口腔ケアを提供できる人材の育成から取り組むことにより、医科歯科連

携体制の充実を図っていく。 
 

イ 緩和ケア推進事業 

・ 引き続き、緩和ケア病棟が未整備である二次保健医療圏においては、県がん診療連携指定

病院の指定を希望する病院等に働きかけを行っていく。 

 

ウ 病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備及び医療関係者の研修・教育事業 

・ 医療機関に対して、平成28年10月策定の地域医療構想の趣旨や本事業による支援について

の周知を十分に行うことで、医療機関の回復期病床への転換を促していく。 

 

② 居宅等における医療の提供 

エ 在宅歯科診療所設備整備事業 

・ 28年度に、100箇所の整備を進める。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 介護施設等の整備を進めていく上で、補助金を活用することは大きな支援となる一方、補

助金を活用した場合、工事の着手までに時間を要することで開設予定日に遅れが生じる可能

性がある等の理由で、補助金を活用していないケースもあった。そのため、各市町村へ、前

年度中に公募の準備を行う等、事業者が十分な工事期間を確保することができるよう働きか

けを行っていく。 

・ 介護サービスの情報を公開している「介護情報サービスかながわ」に基金事業を掲載する

などして、市町村だけでなく、事業者へ積極的に周知を行っていく。 
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④ 医療従事者の確保 

ア がん診療口腔ケア推進事業 

・ 全ての「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連携指定病院」で口腔ケアの取

組みを行うよう、引き続き病院への働きかけを行っていく。 

 

ウ 医師確保関連事業 

・ 平成27年10月に設置した地域医療支援センターと連携し、医師不足、特定の診療科や地域

による偏在の解消に向けて、効果的に事業を実施していく。 

 

エ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業 

・ 訪問看護離職防止研修は継続することが重要であるため、引き続き実施していく。 

・ 看護師等養成所に勤務する看護専任教員の資格を有しない看護師に対し、資格取得を促進

するための支援を行う。 

・ 重度重複障害者等支援看護師養成研修は、カリキュラムと日程の見直しを行い、日数を１

日短縮する等、受講しやすくするための改善と研修の効率化を行う。 

・ 認知行動療法に関する研修は、精神科病院協会を通じた周知を行い、研修希望者数を増加

させる。 

 

⑤ 介護従事者の確保 

・ 広く県民に対して、介護の仕事のプラス面をアピールする機会を設け、若者や健康な中高

年齢者、介護離職者などのあらゆる層に介護の仕事の理解・関心を高めることで多様な人材

の参入促進を図る。 

・ 介護未経験者等に対する職場体験・就職相談や資格取得支援から就労あっせんまでの一貫

した支援を展開するなど人材確保事業の効果を高める。 

・ 新たな人材の参入促進を図る事業を充実させ、介護に携わる者の専門性ややりがいを高め

ることで定着促進を図る。 

 

４）目標の継続状況 

  □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
 
■ 横浜圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】  

 県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数 ０市町村→１市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム  14,465床（144ヶ所）   14,764床（146ヶ所）  299床（２ヶ所） 
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介護老人保健施設   9,543床（81ヶ所）    9,543床（81ヶ所） - 

ケアハウス   380床（５ヶ所）     380床（５ヶ所） - 

養護老人ホーム   628床（６ヶ所）     548床（６ヶ所）  △80床（-ヶ所） 

地域密着型特別養護老人ホーム    55床（２ヶ所）     55床（２ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）     22床（１ヶ所）     22床（１ヶ所） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下）    16床（１ヶ所）     16床（１ヶ所） - 

認知症高齢者グループホーム  4,945床（294ヶ所）    5,089床（302ヶ所）  144床（８ヶ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所 1,805人/月(120ヶ所)  2,127人/月（134ヶ所） 322人/月(14ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  370人/月（36ヶ所）     526人/月（39ヶ所） 156人/月(３ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所  146人/月（９ヶ所）     215人/月（11ヶ所） 69人/月（２ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 230,194回/年(137ヶ所) 245,398回/年(137ヶ所) 15,204回/年(-ヶ所) 

地域包括支援センター  138ヶ所  138ヶ所 - 

    

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  

  
□横浜圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 14,570床(143ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 9,549床(82ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 378床(５ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 548床(６ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 55床(２ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 22床(１ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） 16床(１ヶ所) 

認知症高齢者グループホーム 5,053床(300ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 795床(123ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (38ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 90床(12ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 1,479人(141ヶ所) 

地域包括支援センター 138ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護
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事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備をあらかじめ行って

おく等の働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
  
■ 川崎圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数 ０市町村→１市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム   3,834床（52ヶ所）   4,158床（55ヶ所）  324床（３ヶ所） 

介護老人保健施設  2,281床（21ヶ所）   2,281床（21ヶ所） - 

ケアハウス    264床（３ヶ所）    264床（３ヶ所） - 

養護老人ホーム    190床（２ヶ所）    190床（２ヶ所） - 

地域密着型特別養護老人ホーム    274床(10ヶ所)    274床（10ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）  - - - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下） - - - 

認知症高齢者グループホーム  1,837床（110ヶ所）   2,017床（120ヶ所）  180床（10ヶ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所  603人/月（39ヶ所）   737人/月（44ヶ所） 134人/月(５ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  179人/月（11ヶ所）   226人/月（12ヶ所） 47人/月(１ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所  34人/月（５ヶ所）   75人/月（７ヶ所） 41人/月（２ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 100,472回/年(55ヶ所) 114,984回/年(55ヶ所) 14,512回/年(-ヶ所) 

地域包括支援センター 49ヶ所 49ヶ所 - 
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④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  
  
□川崎圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 4,182床(44ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 2,281床(21ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 264床(３ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 190床(２ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 250床(９ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） - 

認知症高齢者グループホーム 1,819床(109ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 281床(40ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (12ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 53床(７ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 638人(61ヶ所) 

地域包括支援センター 49ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 



13 

 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
  
■ 相模原圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村→１市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム    2,987床（41ヶ所）     2,987床（41ヶ所） - 

介護老人保健施設    1,231床（12ヶ所）     1,231床（12ヶ所） - 

ケアハウス     122床（４ヶ所）       122床（４ヶ所） - 

養護老人ホーム      80床（１ヶ所）        80床（１ヶ所） - 

地域密着型特別養護老人ホーム    29床（１ヶ所）        29床（１ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）  - - - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下）    96床（５ヶ所）     96床（５ヶ所） - 

認知症高齢者グループホーム  1,022床（60ヶ所）   1,058床（62ヶ所）  36床（２ヶ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所  181人/月（17ヶ所）   302人/月（21ヶ所） 121人/月(４ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ０人/月(１ヶ所)   54人/月(２ヶ所) 54人/月(１ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 - 16人/月(１ヶ所) 16人/月（１ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 25,010回/年(17ヶ所) 21,667回/年(17ヶ所) 3,343回/年(-ヶ所) 

地域包括支援センター 26ヶ所 29ヶ所 ３ヶ所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  
  
□相模原圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  １市町村 
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③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 2,987床(36ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,231床(12ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 122床(４ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 80床(１ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床(１ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） 96床(５ヶ所) 

認知症高齢者グループホーム 1,058床(62ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 132床(24ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (３ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 - 

認知症対応型デイサービスセンター 138人(15ヶ所) 

地域包括支援センター 29ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市における地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）の取組みが順調に進んでおり、

県としては引き続き、広域的な視点からの取組みを進めていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
  
■ 横須賀・三浦圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

 県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 
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・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村→５市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム   3,365床（39ヶ所）   3,395床（39ヶ所）   30床（-ヶ所） 

介護老人保健施設   1,881床（19ヶ所）   1,881床（19ヶ所） - 

ケアハウス   150床（２ヶ所）     150床（２ヶ所） - 

養護老人ホーム   152床（３ヶ所）     152床（３ヶ所） - 

地域密着型特別養護老人ホーム    29床（１ヶ所）     29床（１ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）     16床（１ヶ所）     16床（１ヶ所） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下）    20床（１ヶ所）     20床（１ヶ所） - 

認知症高齢者グループホーム   1,111床（77ヶ所）     1,129床（78ヶ所）    18床（１ヶ所） 

小規模多機能型居宅介護事業所  245人/月（17ヶ所）   397人/月（18ヶ所） 152人/月(１ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   48人/月（５ヶ所）   147人/月（８ヶ所） 99人/月(３ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所   ８人/月（１ヶ所）    17人/月（１ヶ所）  ９人/月（-ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 50,998回/年(26ヶ所)  55,015回/年(26ヶ所) 4,017回/年(-ヶ所) 

地域包括支援センター  27ヶ所  27ヶ所 - 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  
  
□横須賀・三浦圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  １市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 3,395床(36ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,881床(20ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 150床(２ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 152床(３ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床(１ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 16床(１ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） 20床(１ヶ所) 

認知症高齢者グループホーム 1,137床(78ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 129床(19ヶ所) 
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定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (７ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 ６床(１ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 308人(30ヶ所) 

地域包括支援センター 27ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
  
■ 湘南東部圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

 【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村→３市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム    1,754床（24ヶ所）      1,874床（25ヶ所）  120床（１ヶ所） 

介護老人保健施設   1,216床（12ヶ所）      1,316床（13ヶ所）  100床（１ヶ所） 

ケアハウス       80床（２ヶ所）         80床（２ヶ所） - 

養護老人ホーム      200床（２ヶ所）        200床（２ヶ所） - 

地域密着型特別養護老人ホーム       74床（３ヶ所）         74床（３ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）  - - - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下） - - - 
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認知症高齢者グループホーム    696床（41ヶ所）      696床（41ヶ所） - 

小規模多機能型居宅介護事業所  404人/月（25ヶ所）   467人/月（25ヶ所） 63人/月(-ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   20人/月（２ヶ所）    47人/月（３ヶ所） 27人/月(１ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所   22人/月（２ヶ所）    64人/月（３ヶ所） 42人/月（１ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 27,996回/年(12ヶ所)  26,393回/年(12ヶ所) △1,603回/年(-ヶ所) 

地域包括支援センター  28ヶ所  29ヶ所 １ヶ所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  
  
□湘南東部圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 1,770床(25ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,316床(13ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 80床(２ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 200床(２ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 58床(２ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） - 

認知症高齢者グループホーム 681床(40ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 173床(24ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (２ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 24床(３ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 81人(８ヶ所) 

地域包括支援センター 30ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 
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③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
  
■ 湘南西部圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

 県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数 ０市町村→５市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム   2,054床（26ヶ所）     2,104床（26ヶ所）   50床（-ヶ所） 

介護老人保健施設   1,184床（12ヶ所）     1,194床（12ヶ所）   10床（-ヶ所） 

ケアハウス    226床（６ヶ所）      226床（６ヶ所） - 

養護老人ホーム     120床（２ヶ所）      120床（２ヶ所） - 

地域密着型特別養護老人ホーム    111床（４ヶ所）      111床（４ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）      54床（２ヶ所）       54床（２ヶ所） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下）      29床（１ヶ所）      29床（１ヶ所） - 

認知症高齢者グループホーム    629床（40ヶ所）      629床（40ヶ所） - 

小規模多機能型居宅介護事業所  265人/月（16ヶ所）   272人/月（16ヶ所） ７人/月(-ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所  13人/月（２ヶ所）    47人/月（３ヶ所） 34人/月(１ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所  18人/月（２ヶ所）    28人/月（２ヶ所） 10人/月（-ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 24,600回/年(13ヶ所) 25,884回/年(13ヶ所) 1,284回/年(-ヶ所) 

地域包括支援センター  25ヶ所 25ヶ所 - 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
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□湘南西部圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 2,125床(24ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,139床(12ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 226床(６ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 120床(２ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 85床(３ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 54床(２ヶ所) 

ケアハウス（定員 29人以下） 29床(１ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

認知症高齢者グループホーム 620床(40ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 130床(18ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (２ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 10床(２ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 115人(12ヶ所) 

地域包括支援センター 21ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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■ 県央圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

  県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数 ０市町村→７市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム   2,653床（39ヶ所）    2,896床（41ヶ所）  243床（２ヶ所） 

介護老人保健施設   1,576床（17ヶ所）    1,576床（17ヶ所） - 

ケアハウス     60床（２ヶ所）     60床（２ヶ所） - 

養護老人ホーム    110床（２ヶ所）     110床(２ヶ所) - 

地域密着型特別養護老人ホーム     47床（２ヶ所）      47床（２ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）      29床（１ヶ所）      29床（１ヶ所） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下）     30床（２ヶ所）     30床（２ヶ所） - 

認知症高齢者グループホーム    768床（46ヶ所）     768床（46ヶ所） - 

小規模多機能型居宅介護事業所  267人/月（17ヶ所）    320人/月（17ヶ所） 53人/月(-ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   １人/月（２ヶ所）    34人/月（２ヶ所） 33人/月(-ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 -     ５人/月（-ヶ所）  ５人/月（-ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 21,241回/年(17ヶ所)  22,364回/年(18ヶ所) 1,123回/年(１ヶ所) 

地域包括支援センター 33ヶ所  33ヶ所 - 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  
  
□県央圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 2,912床(39ヶ所) 
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介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,576床(17ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 60床(２ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） 110床(２ヶ所) 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床(１ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） 29床(１ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） 30床(２ヶ所) 

認知症高齢者グループホーム 779床(46ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 108床(17ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (２ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 14床(２ヶ所) 

認知症対応型デイサービスセンター 165人(16ヶ所) 

地域包括支援センター 37ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
  
  

■ 県西圏域（目標と計画期間） 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標  

【計画期間：平成 27年度～平成 28年度】 

 県全体と同様とする 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

以下の事業を除いて、県全体と同様とする。 

イ 在宅医療施策推進事業 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数 ０市町村→10市町村 
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③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム   1,532床（19ヶ所）    1,532床（19ヶ所） - 

介護老人保健施設   1,023床（10ヶ所）    1,023床（10ヶ所） - 

ケアハウス    30床（１ヶ所）     30床（１ヶ所） - 

養護老人ホーム - - - 

地域密着型特別養護老人ホーム     54床（２ヶ所）     54床（２ヶ所） - 

介護老人保健施設（定員 29人以下）  - - - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - - - 

ケアハウス（定員 29人以下） - - - 

認知症高齢者グループホーム    600床（37ヶ所）     600床（37ヶ所） - 

小規模多機能型居宅介護事業所  129人/月（10ヶ所）   201人/月（10ヶ所） 72人/月(-ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所   30人/月（２ヶ所）    36人/月（２ヶ所）  ６人/月(-ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所   ９人/月（１ヶ所）      13人/月（１ヶ所）  ４人/月（-ヶ所） 

認知症対応型デイサービスセンター 9,316回/年(８ヶ所) 10,065回/年(９ヶ所) 749回/年(１ヶ所) 

地域包括支援センター 14ヶ所 17ヶ所 ３ヶ所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

  県全体と同様とする 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】  

  県全体と同様とする 
  
  
□県西圏域（達成状況） 

 １）目標の達成状況 

② 居宅等における医療の提供に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

・ 各市町村で実施する地域支援事業（在宅医療・介護連携推進事業）について、国が示した

事業項目全ての取組みを開始した市町村数  ０市町村 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標【計画期間：平成 27年度～平成 31年度】 

区 分 平成 27年度実績 

特別養護老人ホーム 1,557床(17ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 30人以上） 1,078床(10ヶ所) 

ケアハウス（定員 30人以上） 30床(１ヶ所) 

養護老人ホーム（定員 30人以上） - 

地域密着型特別養護老人ホーム 29床(１ヶ所) 

介護老人保健施設（定員 29人以下） - 

養護老人ホーム（定員 29人以下） - 

ケアハウス（定員 29人以下） - 

認知症高齢者グループホーム 592床(36ヶ所) 

小規模多機能型居宅介護事業所 76床(10ヶ所) 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 (３ヶ所) 

看護小規模多機能型居宅介護事業所 ５床(１ヶ所) 
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認知症対応型デイサービスセンター 79人(10ヶ所) 

地域包括支援センター 18ヶ所 

注 小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所においては宿泊定員数、認知

症対応型デイサービスセンターにおいては利用者定員数を記載。定期巡回・随時対応型訪問介護看護

事業所は、介護サービス量未確定のため、記載していない。 

 

 ２）見解 

② 居宅等における医療の提供 

・ 市町村では、各事業項目の開始に向けて取組みを進めており、平成 30 年度に全市町村で

全ての取組みを開始できるよう、引き続き支援を行っていく。 

 

③ 介護施設等の整備 

・ 地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス等の介護サービス基盤の整備

は一定程度進んだものの、当初予定していた整備量には到達しなかった。 

・ 県では、事業者の積極的な補助金の活用に向けて、市町村へ公募の準備を行っておく等の

働きかけを行っていく。 

 

 ３）目標の継続状況 

   □ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

   ☑ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 
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３．事業の実施状況 
平成27年度神奈川県計画に規定した事業について、平成27年度計画終了時における事業の実施状況を

記載。 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事

業 

事業名 【NO.1】 

がん診療連携拠点病院等医科歯科連携事業 

【総事業費】 49,867千円 

【27年度執行分】    0千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 がん診療連携拠点病院、神奈川県がん診療連携指定病院 

事業の期間 平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

 がん患者が適切に口腔ケアの提供を受けられるようにするため、地域でが

ん診療の中心的役割を担う「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診

療連携指定病院」に医科歯科連携に携わる人材を配置し、医科歯科連携体制

の充実を図る。 

アウトカム指標値： － 

事業の内容（当初計画）  がん診療における医科歯科連携体制を強化し、多くのがん患者に適切な口

腔ケアを提供するため、がん患者の口腔ケアや地域歯科医療機関への紹介・

連絡調整に従事する人材を配置する「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川

県がん診療連携指定病院」に対して、その経費の一部を助成する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

全ての「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連携指定病院」で

口腔ケアの取組みを行う。23病院→25病院 

アウトプット指標（達

成値） 

（27年度は、検討の結果、実施に至らなかった） 

23病院→23病院 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： － 

 

（１）事業の有効性 

 

（２）事業の効率性 

  

その他  27年度は検討の結果、事業実施に至らなかったが、今後、がん患者に適切

な口腔ケアを提供できる人材の育成から取り組むことにより、医科歯科連携

体制の充実を図っていく。 
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事業の区分 １ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する

事業 

事業名 【NO.２】 

緩和ケア推進事業 

【総事業費】94,048千円 

【27年度執行分】  182千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関（「がん診療連携拠点病院」を除く） 

事業の期間 平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

身近な地域で、安心して充実した緩和ケアが受けられるよう、二次保健医

療圏に１か所以上の緩和ケア病棟の整備を目指すとともに、地域における緩

和ケアの提供体制の充実を図り、緩和ケアに携わる人材育成や関係機関が連

携できる仕組みの構築を図る。 

アウトカム指標値： － 

事業の内容（当初計画） 急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域において

総合的に確保するため、病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備

の整備として緩和ケア病棟整備や、地域における緩和ケア体制の充実のため

のネットワークの構築・運営を支援する事業に対して、その経費の一部を助

成する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

緩和ケア病棟整備数 16施設→17施設 

緩和ケア病棟を整備した新規病院のネットワーク構築３病院→10病院 

アウトプット指標 

（達成値） 

緩和ケア病棟整備数 16施設→16施設 

緩和ケア病棟を整備した新規病院のネットワーク構築３病院→４病院 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： － 

 

（１）事業の有効性 

 二次保健医療圏に１か所以上の緩和ケア病棟を整備することにより、身

近な地域で安心して充実した緩和ケアが受けられるようになる。 

 また、緩和ケア病棟整備済みの医療機関を対象に、緩和ケア人材育成や

ネットワークの構築・運営を支援することにより、在宅における緩和ケア

提供体制も推進される。 
 

（２）事業の効率性 

 緩和ケア病棟が未整備である二次保健医療圏への病棟整備に向けて、県

がん診療連携指定病院の指定を希望する病院等に働きかけを行うことに

より、がん診療連携体制の強化と緩和ケア提供体制の充実が相乗的に推進

される。 

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事

業 

事業名 【No.3】 

病床機能分化・連携推進基盤整備事業 

【総事業費】3,630,913千円 

【27年度執行分】  82,976千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療機関、医療関係団体 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

本県においては、平成 37年（2025年）に回復期病床が現状と比べて約 16,000

床以上不足する見込みであるため、他区分からの転換を促すなどして、回復

期病床の増床を図る必要がある。 

アウトカム指標値：回復期病床の増 

事業の内容（当初計画） ・ 急性期及び療養病床等から地域包括ケア病床及び回復期リハビリテーシ

ョン病床への転換を行う医療機関の施設・設備整備に対して助成する。 

・ 医師及び看護師等に対して複数の病棟で質の高い医療を提供できるよう

な人材の育成・確保のための研修を医師会や看護協会等の医療関係団体へ

委託する等して実施する。 

・ 病院・診療所間での連携や在宅医療・介護の連携、情報共有を図るため

の、情報システムを導入する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

・ 回復期病床への機能転換を図る医療機関の施設・設備整備事業に対して

助成することにより、回復期病床の増床を図る。 

・ 病床機能分化・転換に伴い、高度急性期から慢性期までの異なる病床機

能の病棟に従事する可能性のある医療従事者に対して、キャリアパスを意

識した研修・教育プログラムを作成・実施することにより、異なる病床機

能の病棟及び在宅医療においても質の高い医療・看護が提供できる人材を

確保・養成する。 

・ 病院・診療所間連携及び在宅医療・介護の連携を図る情報システムを医

療介護総合確保区域単位で導入する。 

アウトプット指標（達

成値） 

・回復期病床への機能転換を図る医療機関の施設整備事業 91床分について補

助を行った。 

・病院・診療所間連携及び在宅医療・介護の連携を図る情報システムを１区

域で導入（26年度計画と一体的に実施） 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できた   →  指標値：91床 

（１）事業の有効性 

 本事業での支援の実施により、急性期病床等から回復期病床への病床の

転換整備を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

 限りある医療資源について、急性期病床等から回復期病床へ機能転換を

促すことにより、効率的に回復期病床の増床を図る。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.4】 

かかりつけ歯科医普及定着推進事業 

【総事業費】2,190千円 

【27年度執行分】 716千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県、一般社団法人神奈川県歯科医師会 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

・健康寿命の延伸や未病を改善する取組みを推進していくには、定期的な歯

科検診の受診や、かかりつけ歯科医を持つことを促進し、歯や口腔のケア

を適切に行う必要がある。 

・しかし、本県における 70歳以上の歯科検診受診者は全国平均 51.4％(H24)

に比べ 36.5％と低い。 

・このため、県民、特に要支援者、要介護者及びその家族に対して、定期的

な歯科検診の受診やかかりつけ歯科医を持つことについての普及啓発が

必要である。 

アウトカム指標値：・かかりつけ歯科医を持つ者の割合 

 事業実施対象団地：事前アンケート値→増加 

 県全体：48％（平成 26年）→増加 

事業の内容（当初計画） かかりつけ歯科医を持ち、歯と口腔の継続的な健康づくりを推進するため、

高齢者の入居率が高い団地等の住民を対象に、歯科検診・相談・保健指導を

実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

 事業実施対象団地：２団地 

（開催予定回数：各団地１回） 

アウトプット指標 

（達成値） 

 事業実施対象団地：２団地 

（開催回数：各団地１回） 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：かかりつけ歯科医を持つ者の割合 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

 住民高齢化率の高い団地で、かかりつけ歯科医を持つことの重要性と、

在宅歯科医療に関しての情報提供を行うことができた。 

（２）事業の効率性 

 団地自治会と地域歯科医師会が共同し事業を実施することで、地域との

連携を推進し、住民への情報提供等を効率的に行うことができた。 

その他 口腔内診査及び機能検査を実施することで、住民への口腔機能の維持につい

ての意識向上を行うことができた。 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.5】 

在宅医療施策推進事業 

【総事業費】  291,609千円 

【27年度執行分】   4,370千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県、神奈川県医師会、郡市区医師会 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

・在宅医療提供体制の強化に向けて、在宅医療従事者、特に在宅医療を行う

医師を増やす必要がある。 

・在宅医療に取り組むにあたり、在宅での医療的ケアの技術の習得や多職種

の連携構築が課題となっている。 

・地域の医療関係者の意識向上、在宅医療の底上げにより、全市町村で、在

宅医療と介護の連携を円滑に進められるようにしていく必要がある。 

アウトカム指標値： 

・各市町村が実施する地域支援事業【在宅医療・介護連携推進事業】の取組

みにおいて、国が示した事業項目全て開始した市町村数：０市町村→33

市町村 

・在宅医療支援診療所数の増 

事業の内容（当初計画） 

 県内において、広域的または補完的に在宅医療施策を推進するため、在宅

医療に係る必要な情報共有主段の構築、必要な研修などの事業に係る経費に

対して助成する。 

ア 在宅医療トレーニングセンター事業 

イ 郡市区医師会が実施する在宅医療の推進に資する事業 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・在宅医療トレーニングセンターにおいて、年間 1,600人の医療従事者のス

キル向上を図る。（平成 28年度～） 

・郡市医師会が市町村と連携して在宅医療の推進に資する事業を実施する区

域数：８区域 

アウトプット指標 

（達成値） 

・平成 27年 10月から在宅医療トレーニングセンターの運営を開始し、 

216人の在宅医療従事者等のスキル向上を図った。（平成 26年度計画事業

と一体的に実施） 

・郡市医師会が市町村と連携して在宅医療の推進に資する事業を実施した区

域数：４区域 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった。 

 

（１）事業の有効性 

 地域の医師会の、在宅医療に係る自主的な取組みを促すことで、地域の

在宅医療の底上げを図り、市町村の地域支援事業の取組みの推進を図るこ

とができた。 

（２）事業の効率性 

 県医師会を経由することで、地域の医師会や在宅医療従事者への効果的

な働きかけ、効率的な事業実施ができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.6】 

小児等在宅医療連携拠点事業 

【総事業費】  17,770千円 

【27年度執行分】  4,007千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）等からの退院後に在宅医療へ移行する小

児等が安心して療養することができるよう、地域の医療者等の在宅療養のス

キル向上や地域の関係機関の連携構築を図り小児等の在宅療養を支える体

制を構築する必要がある。 

アウトカム指標値： － 

事業の内容（当初計画） 
在宅療養を行う医療依存度の高い小児等やその家族が地域での療養生活を

支える体制を構築する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

研修会等を通じて、540人の小児在宅医療の担い手のスキル向上を図る。 

アウトプット指標 

（達成値） 

研修会（27年度６回実施）等を通じて、202人の小児在宅医療の担い手のス

キル向上を図った。 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： － 

 

（１）事業の有効性 

会議や課題を解決するための具体的な取組みを通して、地域の小児等在

宅医療に現場で携わる関係機関同士で顔の見える関係性が構築され、積極

的な意見交換や連携が可能となった。 

 また、地域全体の現在の医療・福祉等の資源が認識され、地域で必要な

取組みが明確になった。 

（２）事業の効率性 

今後は、茅ヶ崎地域のモデル事業の成果を活用し、県内二次医療圏単位

で課題の抽出や解決策の検討を進め、効果的な事業実施に取り組む。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 
【No.7】 

在宅歯科診療所設備整備事業 

【総事業費】 247,120千円 

【27年度執行分】    0千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県、一般社団法人神奈川県歯科医師会 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・地域包括ケア提供体制の構築に向けて、在宅医療提供体制の充実にあた

っては、医科だけでなく、歯科や介護と連携しながら進めていくことが

重要である。 

・在宅歯科医療提供体制の強化に向けては、在宅歯科医療を提供可能な歯

科医療機関数、さらに、各歯科医療機関での対応可能人数等を増やすこ

とも必要だが、訪問診療用の設備の導入コストが障壁となっている。 

アウトカム指標値：在宅歯科診療を行う歯科医療機関数の増  

事業の内容（当初計画） 

ア 在宅歯科医療を実施する歯科医療機関の在宅歯科医療用機器等の整備

に係る経費に対し助成する。 

イ アで整備を行う在宅歯科医療用機器等に係る検討のため開催する委員

会の経費に対し助成する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

在宅歯科医療用機器等の整備を進めることにより、在宅歯科医療を実施し

ていない歯科医療機関の在宅歯科医療への参入の促進や、既に実施してい

る歯科医療機関の機器の充実を図る。（185か所） 

アウトプット指標 

（達成値） 

27年度分計画分については、０か所（26年度計画分の 140か所を整備） 

事業の有効性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

 

（１）事業の有効性 

 

（２）事業の効率性 

 

その他 
 27年度については、26年度計画分の 140か所を先行して整備した。27年

度計画分は、平成 28年度から執行予定。 
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 
【No.８】 

介護施設等整備事業 

【総事業費】  2,471,938千円 

【今年度執行分】  1,314,882千円 

事業の対象とな

る区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県、市町村 

事業の期間 
平成 27年７月 13日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域包括ケア提供体制の構築に

向けて、地域密着型サービスや介護予防拠点等のサービス基盤の整備を進める。 

アウトカム指標値：適切な介護サービスの提供を通じて、介護を必要とする高齢者

の状態の悪化を防ぎ、維持・改善を図ることによる重度化を予防することにつなが

る。 

事業の内容（当

初計画） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所             ６ヶ所 

 小規模多機能型居宅介護事業所                   20ヶ所 

 認知症対応型デイサービスセンター                 ２ヶ所 

 認知症高齢者グループホーム                    ９ヶ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所                 ６ヶ所 

 介護予防拠点                           １ヶ所 

 地域包括支援センター                       ３ヶ所 

 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム（定員 30人以上）            986人【定員数】 

 養護老人ホーム（定員 30人以上）             120人【定員数】 

 介護老人保健施設（定員 29人以下）             10人【定員数】 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所         10ヶ所【施設数】 

 小規模多機能型居宅介護事業所              195人【宿泊定員数】 

 認知症高齢者グループホーム               216人【定員数】 

 複合型サービス事業所                   63人【宿泊定員数】 

 

 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 特別養護老人ホーム（定員 30人以上）              １施設 

 

 ④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。   

整備予定施設等 

 既存の特養多床室プライバシー保護のための改修          210床     
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アウトプット指

標（当初の目標

値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、地域密着型サービス施設等の整備等を支援

することにより、地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進する。 

 

 

区 分 平成 26年度(A) 平成 27年度(B) 増減(B)-(A) 

特別養護老人ホーム 32,644床（389ヶ所）  33,710床（397ヶ所） 1,066床(８ヶ所) 

介護老人保健施設 19,935床（184ヶ所）  20,045床（185ヶ所）     110床（１ヶ所） 

ケアハウス  1,312床（25ヶ所）   1,312床（25ヶ所） - 

養護老人ホーム  1,480床（18ヶ所）   1,400床（18ヶ所）      △80床（-ヶ所） 

地域密着型特別養護 

老人ホーム 
  673床（25ヶ所）    673床（25ヶ所） - 

介護老人保健施設 

（定員 29人以下）  
  121床（５ヶ所）    121床（５ヶ所） - 

養護老人ホーム 

（定員 29人以下） 
- - - 

ケアハウス 

（定員 29人以下） 
  191床（10ヶ所）    191床（10ヶ所） - 

認知症高齢者 

グループホーム 
11,608床（705ヶ所）  11,986床（726ヶ所）     378床（21ヶ所） 

小規模多機能型 

居宅介護事業所 
3,899人/月（261ヶ所）  4,823人/月（285ヶ所） 924人/月(24ヶ所) 

定期巡回・随時対応型 

訪問介護看護事業所 
661人/月（61ヶ所）  1,117人/月（71ヶ所） 456人/月(10ヶ所) 

看護小規模多機能型 

居宅介護事業所 
237人/月（20ヶ所）   433人/月（26ヶ所）    196人/月（６ヶ所） 

認知症対応型 

デイサービスセンター 
489,827回/年(285ヶ所) 521,769回/年(287ヶ所) 31,942回/年(２ヶ所) 

地域包括 

支援センター 
340ヶ所 347ヶ所 ７ヶ所 

アウトプット指

標（達成値） 

①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 小規模多機能型居宅介護事業所                  ５ヶ所 

 認知症高齢者グループホーム                   ３ヶ所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所                ２ヶ所 

 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

特別養護老人ホーム（定員 30人以上）            933人【定員数】 

 介護老人保健施設（定員 30人以上）            110人【定員数】 

 養護老人ホーム（定員 30人以上）             120人【定員数】 

 訪問看護ステーション                  １ヶ所【施設数】 

 小規模多機能型居宅介護事業所               71人【宿泊定員数】 
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 認知症高齢者グループホーム               153人【定員数】 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所             31人【宿泊定員数】 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所         ６ヶ所【施設数】 

 

 ③介護施設等の整備に必要な定期借地権設定のための一時金に対して支援を行う。 

整備予定施設等 

 平成 27年度                       対象施設なし 

 

 ④介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修に対して支援を行う。   

整備予定施設等 

 既存の特養多床室プライバシー保護のための改修          104床     
 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：介護を必要とする高齢者の状態悪化の防 

止又は維持・改善の状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

   地域密着型サービス施設等の整備により、地域包括ケアシステムの構築が 

進んだことで、高齢者が住み慣れた地域において、継続して安心して生活する 

ことができる。 

 

（２）事業の効率性 

  今後は、地域医療介護総合確保基金から新たに補助メニューに追加された 

「既存の特別養護老人ホームのプライバシー改修支援事業」の改修事例を、 

自治体や運営法人に示すことで当該事業の周知及び積極的な活用に結びつけ

る。 

その他 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【NO.9】 

がん診療口腔ケア推進事業 

【総事業費】15,416千円 

【27年度執行分】  804千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 がん診療連携拠点病院、神奈川県がん診療連携指定病院 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 がん患者が適切に口腔ケアの提供を受けられるようにするため、地域で

がん診療の中心的役割を担う「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県が

ん診療連携指定病院」が主体となり、がん患者に対する口腔ケアの必要性

について、広く地域を含めた医療従事者の理解や知識を深めることを目標

とする。 

アウトカム指標値： － 

事業の内容（当初計画） 

 地域を含めた医療従事者が、がん患者の口腔ケアに関する基本的知識や

必要性を理解し、がん患者に対する口腔ケアの実施を推進するため、歯科

医師会と連携協力して、院内でがん診療に携わる医療従事者や地域の医

師・歯科医師等を対象とした研修会を開催する「がん診療連携拠点病院」

及び「神奈川県がん診療連携指定病院」に対して、その経費の一部を助成

する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

全ての「がん診療連携拠点病院」及び「神奈川県がん診療連携指定病院」

で口腔ケアの取組みを行う。23病院→25病院 

アウトプット指標 

（達成値） 

23病院→23病院 

事業の有効性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

 

（１）事業の有効性 

 本事業による研修会の実施により、がん診療連携拠点病院等の医療従

事者における、がん診療に係る口腔ケアに対する認識が着実に向上して

いる。 

（２）事業の効率性 

 実施主体の取組みに対して補助することにより、主体的な取組みを促

すことができたため、がん診療連携拠点病院等のがん患者の口腔ケアに

対する認識の向上につながった。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者確保に関する事業 

事業名 【NO.10】地域口腔ケア連携推進事業 

 

【総事業費】  2,190千円 

【27年度執行分】  1,617千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年８月１日～平成 28年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

・入院高齢者の合併症のひとつとして、口腔細菌が原因となる誤嚥性肺炎

への対応が課題となっている。 

・入院患者への適切な口腔ケアの実施により発熱や肺炎が防げることが実

証されているが、看護師養成過程では口腔ケアに関する知識及び技術を

学ぶ時間は少なく、同知識及び技術を学ぶ機会は非常に限られているた

め、各患者に合わせた適切な口腔ケアの実施には至っていない。 

アウトカム指標値： 

・事業実施病棟・誤嚥性肺炎発症率（事業開始前）→減少 

       ・平均在院日数（事業開始前）→減少 

・県全体：24.0日（平成 26年度、全病棟）→減少 

（看護職等への適切な口腔ケアに関する研修の実施により、当該病棟にお

ける効果的な口腔ケア実施体制を構築し、肺炎等の発症予防と入院期間の

短縮を図る。） 

事業の内容（当初計画） 病院に入院する患者への適切な日常口腔ケアの実施体制を構築するため、

当該区域の病院に勤務する病院看護職等を対象に、日常的な口腔ケアに関

する知識及び技術を学ぶ研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

事業実施病棟における研修の開催回数：81回（予定回数） 

アウトプット指標（達成

値） 

事業実施病棟における研修の開催回数実績：109回 

 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

 「人材の育成」及び「歯科保健医療提供体制の充実」を図る中で、病

院を起点とした地域における口腔ケアの連携推進。 

病院に勤務する看護職員の口腔ケアに関する意欲を高めることができ

た。 

（２）事業の効率性 

  地域で在宅歯科医療に関わる歯科医師及び歯科衛生士を講師として迎

えることで、より病院と地域との連携を推進することができた。 

その他     

 

  



36 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.11】 

臨床研修医確保・定着支援事業 

【総事業費】30,438千円 

【27年度執行分】   0千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県、医療関係団体 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

臨床研修及び臨床研修終了後の県内定着を図ることにより、医師不足状況

に対処するとともに、医療提供体制の確保を図る。 

アウトカム指標値：  

人口 10万人当たり医師数（医療施設従事者）193.7人（平成 24年度末）→

239.16人（平成 31年） 

事業の内容（当初計画） 
医学生を対象に県内臨床研修病院による合同説明会を開催すると共に、確

保した臨床研修医に対するオリエンテーションを開催する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

不足している診療科の医師の確保や医師の県内定着を図るため、合同説明

会等を実施する。 

・臨床研修医の採用数：都道府県定員上限数の採用を目指す 

アウトプット指標 

（達成値） 

・平成 27年度臨床研修医の採用数 563人（募集定員 675人） 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった （平成26年12月時点：201.7人） 

 

（１）事業の有効性 

 全国の医学生を対象に、県内臨床研修病院の PR を行う臨床研修病院合

同説明会を地域医療支援センターと一体となって平成 28 年３月に実施し

た。 

（２）事業の効率性 

 県医師会と共同開催し、県内床研修病院の約８割が出展、資料提供で参

加した。当日訪れた医学生等は 65 名で、参加者一人当たり約５つの臨床

研修病院から説明を受け、効率的に県内の臨床研修病院を PR することが

できた。 

その他 

 27 年度については、26 年度計画に位置づけた地域支援センターにおける

事業と一体的に実施したため、27年度計画分の執行額は０となっている。28

年度以降は、27年度計画の事業として執行予定。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.12】産科医師確保支援事業 

 

【総事業費】  57,334千円 

【27年度執行分】  1,042千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県産科婦人科医会、医学部を有する大学のうち、県内に付属病院を有

するもの 

事業の期間 平成 27年 10月 16日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

産科を志望する初期研修医等の増加を図ることにより、産科医師不足の状況

に対処するとともに、医療提供体制の確保を図る。 

アウトカム指標値：人口 10 万人当たり医師数（医療施設従事者） 193.7

人→239.16人 

事業の内容（当初計画） 産婦人科医の県内の定着を図るため、医学生及び研修医を対象とした産婦人

科医師を確保するための研修会の開催等に必要な経費に対して支援を実施

する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

産婦人科医師を確保するための研修会の開催等に必要な経費に対して支

援を実施し、産婦人科医の県内の定着を図る。 

・産科医・産婦人科医師数 699人(H24年度) → 750人 

アウトプット指標（達

成値） 

・産科医・産婦人科医師数 699人(H24年度) → 744人 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった （平成26年12月時点：201.7人） 

 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、産科医師の増加が図られるほか、周産期医療体制

の質の向上にも繋がる。 

（２）事業の効率性 

初期研修医等に対し、産科に興味をもつきっかけとなる研修を実施した

県内に医学部を有する大学に対し、補助を行った。 

 初期研修医等と距離が近い、大学が研修を実施することで、より参加者

が興味を持てる研修を実施することができ、事業の効率を高めることがで

きた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.13】女性医師等就労支援事業 

 

【総事業費】 569,882千円 

【27年度執行分】    0千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 女性医師等の就業支援を実施する医療機関 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

働く医師の勤務環境を悪化させる要因の一つである、出産、育児等による女

性医師等の離職及びその後の復職の難しさを改善するため、働きやすい環境

を整備する。 

アウトカム指標値：人口 10 万人当たり医師数（医療施設従事者） 193.7

人→239.16人 

事業の内容（当初計画） 
女性医師等の離職防止等を図るため、仕事と家庭の両立ができる働きやすい

職場環境の整備などの経費に対して支援する。 

アウトプット指標（当

初の目標値） 

医療機関における仕事と家庭の両立ができる働きやすい職場環境の整備を

行い、女性医師等の離職防止や再就業の促進を図る。 

アウトプット指標（達

成値） 

事業の具体化に向け、県内医療機関へ２回の要望調査等を行ったものの、事

業実施には至らなかった。今後、医師へのアンケート調査や意見交換会を実

施し、支援ニーズを精査のうえ、事業化を目指す。 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できなかった 

 

（１）事業の有効性 

  

 

（２）事業の効率性 

  

その他  
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事業の区分 ４：医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【No.14】 

重度重複障害者等支援看護師養成研修事業 

【総事業費】  3,158千円 

【27年度執行分】  1,308千円 

事業の対象となる区域 横須賀・三浦、湘南東部、湘南西部、県央、県西 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 
平成 27年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

障害福祉サービス事業所等において、医療ケアが必要な重度重複障害児者

等への支援ニーズが増加しているが、障害福祉分野における看護に対する低

い認知度や、重度重複障害者等に対するケアの特殊性などにより、慢性的に

看護師が不足している。 

アウトカム指標： － 

事業の内容（当初計画） 

神奈川県より神奈川県看護協会が委託を受け、看護師を対象として、医療

ケアが必要な重度重複障害者等に対する看護について、福祉現場での実習や

特定の専門分野に関する知識と技術を習得する研修を実施することで、障害

福祉サービス事業所等や入所施設において必要な重度重複障害者等のケア

を行う専門看護師の養成確保、人材の定着を図る。また、あわせて福祉現場

の第一線における看護の必要性について普及啓発を図る。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・看護師養成研修修了者 40名 

・普及啓発研修 障害保健福祉圏域を基本に実施し、計８回開催 

アウトプット指標 

（達成値） 

・養成研修修了者 16名修了（受講19名） 

・普及啓発研修  ３回開催（受講569名） 

事業の有効性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： － 

 

（１）事業の有効性 

80 名定員と想定していた看護職員向け研修については 100 名を超える

応募があり、研修の満足度は「満足」と「まあ満足」を合わせると 95％で

あった。また、研修修了から期間を置いての追跡調査でも、研修内容から

「実践で活かされている」・「今後も重症心身障害児者に関わる仕事を続け

たい、または将来たずさわりたい」という回答が 80％に達し、有効性は高

い。 

また、２ヶ所で実施した看護学生向けの研修においても、「将来、重症

心身障害児者に関わる仕事をしてみたい」と思った割合はいずれも４割を

超えていた。 

（２）事業の効率性 

本事業は、看護師等に向けた研修・広報を効果的に行うことのできる事

業者として神奈川県看護協会に委託して実施しており、上記のとおり効果

の高い研修を行うことができていることから、受講者に合わせて効率的に

事業を実施できた。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【NO.15】訪問看護師離職防止事業 【総事業費】 1,800千円 

【27年度執行分】  750千円 

事業の対象となる区域 横浜 

事業の実施主体 横浜市 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

・横浜市の訪問看護師離職率（H25年度 16.3％）が病院における離職率の全

国平均に比べ高い数値となっている。 

アウトカム指標： 

横浜市の訪問看護師離職率 11.0％ 

事業の内容（当初計画） 
訪問看護に従事している看護職員を対象とし、離職防止を目的とした研修に

かかる経費に対し助成する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

訪問看護に従事している看護職員を対象とした研修の実施 

・研修回数：５回 

・研修受講者数：260人 

アウトプット指標 

（達成値） 

・研修回数：５回開催 

・研修受講者数：延 233人 

事業の有効性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：  

観察できなかった（平成 28年度内に取りまとめ予定） 

 

（１）事業の有効性 

 県内の訪問看護ステーションのおよそ半数がある横浜市が事業主体と

なり、訪問看護に従事している看護職員に特化した離職防止研修を実施す

ることにより、訪問看護師の定着への取組みが進んだ。 

（２）事業の効率性 

 県内の訪問看護ステーションのおよそ半数がある横浜市が実施するこ

とで、効率的な事業が実施できた。 

その他  
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事業の区分 ４ 医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【NO.16】 

精神疾患に対応する医療従事者確保事業 

【総事業費】31,585千円 

【27年度執行分】  300千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 一般社団法人神奈川県精神科病院協会 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

精神科医療機関において、認知行動療法が実践できる看護職員の養成強化が

必要 

アウトカム指標値： － 

事業の内容（当初計画） 
認知行動療法を看護場面で実践し、精神疾患をもつ患者の回復や再発予防の

促進を支援する看護職員の養成を図る。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

各精神科医療機関ごとに新人看護職員研修受講者３名、中堅看護職員研修受

講者４名をそれぞれ養成する 

 新人看護職員 207名 

 中堅看護職員 276名 

アウトプット指標 

（達成値） 

 新人看護職員  33名 

 中堅看護職員  33名 

事業の有効性・効率性 

 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： － 

 

（１）事業の有効性 

 県内の精神科医療機関において、認知行動療法を用いた看護実践が進

み、患者とのコミュニケーションに役立ったとの事後アンケート結果もあ

り、有効性は高い。 

（２）事業の効率性 

 県全体の看護職員を対象に認知行動療法の研修を行うことにより、各医

療機関に対して一定の水準で、認知行動療法の実践が図られる。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
【NO.17】 

看護専任教員養成・確保支援事業 

【総事業費】  63,256千円 

【27年度執行分】    4,014千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県、看護師等養成所 

事業の期間 
平成 27年 10月 16日～平成 28年 12月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内では養成所の新設や定員増により、養成を支える教員不足が恒常的な

課題となっている。 

アウトカム指標：看護専任教員数の増 48人 

（平成 27年度 17人、平成 28年度 17人） 

事業の内容（当初計画） 

・看護専任教員に興味のある看護師を対象に、看護教育の現状等を知るた

めの研修等を実施し、さらに受講者を看護師等養成所への就職に結びつ

ける事業を実施する。 

・看護専任教員の資格を有しない所属職員へ、専任教員養成課程を受講さ

せ、資格の取得を促す養成所に対し、受講者の代替職員に係る人件費を

助成する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

・看護教員に興味のある看護師を対象とした研修の実施回数： 

３回開催（30人×3回） 

・看護教員志望者に向けた養成所の看護専任教員への同行(シャドウイン

グ)実施回数：１回開催（30人） 

アウトプット指標 

（達成値） 

・看護専任教員に興味のある看護師を対象とした研修の実施回数： 

３回開催（研修受講者数：延 96人） 

・教員志望者に向けた養成所の教員への同行(シャドウイング)実施回数： 

１回開催（32人が参加、15校が受入） 

事業の有効性・効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値： 

観察できた  →  指標値：看護専任教員を 20人確保 

（１）事業の有効性 

看護教員に関心のある看護師を掘り起し、具体的な動機づけを図るこ

とにより、就業に結び付けることができた。 

（２）事業の効率性 

看護教員志望者が、シャドウイングの受入校に就業するなど効率的な

人材確保を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基盤整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）介護人材確保対策連携強化事業 

事業名 【No.18】福祉人材確保等基盤整備事業  【総事業費】  225,328千円 

【今年度執行分】   34,460千円 

事業の対象と 

なる区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年８月１日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・ 

介護ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講じなけれ

ば県内で約 2万 5,000人の介護人材が不足する見通しとなっており、人材の量的確保

と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：介護事業者、職能団体、介護人材の養成機関等と連絡調整の場を設

け、本県の介護人材の確保・育成・定着にかかる課題解決に向けた検討機会の確保を

する。また、福祉人材センターの機能を強化し、地域密着型就職支援や介護福祉士人

材バンク登録システムの構築などを新たに展開する。小規模多機能型居宅介護に関す

るセミナー等については、セミナー参加者数の増。 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 関係団体による協議会を設置し、福祉人材確保にかかる共通課題の解決の方策や

効果的な取組の検討を行う。  

イ 介護サービスの質の向上に向けた人材育成評価制度の調査・研究及び設計を行い、

導入に向けた周知等の実施準備を行う。  

ウ 福祉人材センターの機能を地域展開し、県内４地域において、福祉専門の就労相

談機能を強化し人材確保を図るとともに、人材のすそ野拡大に向けて、福祉の仕事

の魅力普及啓発等に取り組む。 

アウトプット指

標 

（当初の目標値） 

・人材確保にかかる協議会の開催（本体会議年２回、ワーキング年４回）  

・人材育成評価制度の設計及び周知等実施準備  

・福祉人材センター機能の地域展開（地域密着型就労支援）  

就職相談会２回×４地区、福祉の仕事を知る懇談会２回×４地区  

福祉の施設見学会２回×４地区  

介護福祉士人材バンク登録事業の広報・周知 

アウトプット指

標 

（達成値） 

・介護事業者、職能団体、行政等の分野から構成員を選出し、介護人材 

確保対策推進会議（本体会議３回、ワーキング４回）を開催した。 

・介護人材対策推進会議におけるワーキングで、本県独自の人材育成評 

価制度構築に向け検討を行った。 

・福祉人材センターにおいて、県内４地区における就職相談会等を展開した。また、

介護福祉人材バンク登録事業の整備を行い、ポスター・リーフレットを作成した。 

・小規模多機能型居宅介護に関するセミナーを８回開催（参加人数/定員：215人/300

人） 

事業の有効性・ 

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：介護福祉士人材バンク登録システムの構

築などの新たな展開状況  

観察できた   →   指標値：介護福祉士人材バンク登録システムの構築 
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（１）事業の有効性 

介護人材確保対策推進会議において、介護の仕事に関わる関係者が一堂に会し、 

多角的な面から議論し、本県独自の優良事業所評価制度の基礎を作った。 

福祉人材センターについては、県内４地域で就職相談会等を開催し、求職者が 

  身近な地域で福祉の仕事に関する就職活動ができる環境を整備した。 

また、離職した介護福祉士の届出を受けるためのシステム構築を図り、平成28 

年度から運用を開始するなど、介護福祉士の円滑な職場復帰を支援するための基 

盤を整備した。 

地域包括ケアシステムを構築する上で重要な役割を担う小規模多機能型居宅介 

  護のサービス内容や特徴・魅力を一般県民や介護関係者に対して普及啓発ができ 

た。 

 

（２）事業の効率性 

   身近な地域での就職活動を可能とする環境整備、離職した介護福祉士の再就業 

  を促すための制度創設等を行い、今後は、これらの基盤を活用し、介護分野への 

参入促進、介護人材のすそ野の拡大、潜在的介護福祉士の呼び戻し等の取組みが 

より効率的に実施する見込みが立った。 

また、優良事業所評価制度を機能させ、事業所の取組みの見える化を図ること 

  により、魅力ある介護の職場づくりに取組む介護事業者を増やしていく。 

利用者と介護関係者とが、別々にセミナーを実施するよりも、一同に会しセミ 

ナーを実施することで、互いの状況を理解でき、効率的に実施できた。 

その他 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 【No.19】生活支援・移動サービス担い手養成事業 【総事業費】  4,651千円 

【今年度執行分】  4,576千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年９月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

介護保険法の改正に伴い、平成 29年度までに、すべての市町村が「介護予防・日常

生活支援総合事業」を実施することとされている。 

アウトカム指標：生活支援・移動サービスの担い手の数の増 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 生活支援サービス担い手養成事業 地域のボランティア団体やＮＰＯ等 

を対象に、生活支援サービスの 担い手としての養成研修を実施。  

イ 移動（移送）サービス従事者養成研修移動（移送）サービスを実施する団体や

地域住民を対象に当該サービスに係る従事者としての養成研修を実施。  

アウトプット指標 

（当初の目標値） 
生活支援・移動サービスの担い手の養成者数 1,040人 

アウトプット指標 

（達成値） 

・生活支援サービス担い手養成研修の実施（８圏域×２回=16回 488名参加） 

・移動（移送）サービス従事者養成研修の実施（８圏域×１回=８回 118名参加） 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：生活支援・移動サービス担い手数 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

  当該研修の実施により見守り・買い物支援・外出支援などの生活支援サービス 

の担い手のすそ野を広げ、市町村における更なる担い手の育成につなげることが 

できた。 

  

（２）事業の効率性 

  県が広域的な観点から生活支援サービスの担い手となる人材を養成することに 

より、市町村における地域包括ケアシステムの構築を支援することができた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）参入促進のための研修支援 

 （小項目）介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業 

事業名 【No.20】職業高校教育指導事業 【総事業費】   659千円 

【今年度執行分】   611千円 
事業の対象となる区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・ 

介護ニーズ 

少子高齢化社会における地域の介護事業を担う人材 

アウトカム指標：必要な知識、技術を持った人材の育成 

事業の内容 

（当初計画） 

福祉系の県立高校において、「介護福祉士」の国家試験受験資格を取得するための

実習や「介護職員初任者研修」の実習を福祉施設で行い、当該福祉施設に謝礼を支

払う。  

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

少子高齢社会で必要とされる人材育成のため、福祉施設での実習を行い、専門的な

技術や知識を学び、福祉の心を育むとともに、実技・技術に裏打ちされた実践力を

身に付ける。 

アウトプット指標 

（達成値） 

少子高齢社会で必要とされる介護や福祉の人材育成のため、福祉系の県立高校にお

いて、「介護福祉士」の国家試験受験資格を取得するための実習や「介護職員初任

者研修」の実習を福祉施設で行い、当該福祉施設に謝礼を支払った。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：介護福祉士における必要な知識、技

術を持った人材の育成状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

   福祉施設での実習により、専門的な技術や知識を学び、実践的な力を身に付

けることができた。 

 

（２）事業の効率性 

   多くの福祉施設の協力を得ることで、生徒の実習を効率よく実施することが

できた。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）地域のマッチング機能強化 

 （小項目）多様な人材層（若者、女性、高齢者）に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.21】介護人材マッチング機能強化事業 【総事業費】 50,740千円 

【今年度執行分】 43,325千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 ・社会福祉法人 神奈川県社会福祉協議会 

・公益社団法人 横浜市福祉事業経営者会 

事業の期間 平成 27年４月 1日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・ 

介護ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講じなけ

れば県内で約 2 万 5,000 人の介護人材が不足する見通しとなっており、人材の量的

確保と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：福祉・介護に関心又は就労を希望する者への相談等の機会の確保

と福祉・介護分野への就労マッチングを展開する。 

事業の内容 

（当初計画） 

ア かながわ福祉人材センターにおける福祉介護人材キャリア支援 専門員の配置  

イ 外国籍県民等を対象とした介護の資格取得支援及び就労・定着支援 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

福祉・介護に関心のある者、就労を希望する者に対し、福祉の職場体験や就労相談

等を実施し、福祉・介護分野への就労につなげ、人材の確保と定着を図る。 

アウトプット指標 

（達成値） 

・福祉人材センターにキャリア支援専門員を配置し、個々の求職者にふさわしい職 

場開拓・きめ細かな相談対応、就労支援により、各事業所の人材確保や育成に関す 

る取組みを行った。 

・日本で介護職として就労している外国籍県民への相談支援、介護職定着支援セミ 

ナー等を実施し定着促進を図った。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：福祉・介護分野への就労マッチングの

状況 

観察できた    

→指標値：キャリア支援専門員が支援した就労マッチング数 387名 

                             （平成 27年度） 

       多国籍県民の介護分野への就労マッチング数 54名（平成 27年度） 
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（１）事業の有効性 

   福祉人材センターに配置したキャリア支援専門員による支援については、 

個々の就職者の適性に応じた福祉・介護分野の職場を開拓し、専門性を活かし 

たきめ細かな就労支援を行うことで、求人・求職のマッチング率の向上につな 

がっている。  

外国籍県民への相談支援等については、就労前に福祉・介護の基礎知識や日 

本語を習得してもらうことで、就労に結びつきやすくなり、就労後のギャップ 

の軽減が図られる。 

 

（２）事業の効率性 

   福祉現場で就労経験のあるキャリア支援専門員が、個々の求職者の課題や適 

性に応じた職場開拓や就労支援を行うことで、求職者と雇用先のニーズが合致し 

た効率的なマッチングが行われた。  

   また、異なる言語・文化で育った外国籍県民への相談支援等については、介護 

サービスを利用する高齢者や職場の同僚との円滑なコミュニケーションを図る 

上での相談や介護技術を向上させるための支援を同じ機関で同時に行っており、 

効率的かつ効果的な外国籍県民の福祉・介護分野への就労、定着促進につながっ 

ている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ支援事業 

事業名 【No.22】喀痰吸引等研修支援事業 【総事業費】   18,130千円 

【今年度執行分】    4,282千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・ 

介護ニーズ 

今後見込まれる医療的ケアが必要な高齢者の増加に対応するため、医療的ケアを行え

る介護職員の増加を図る。 

アウトカム指標：医療的ケアを行える介護職員の増加 

（施設：700人／年、在宅：580人／年） 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 喀痰吸引等研修の実地研修受入事業所に協力金を支給 

イ 研修時の医師指示及び指導看護師の指導に対する補填  

ウ 指示書を作成する医師及び実地研修を指導する看護師への研修実施 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

喀痰吸引等研修における実地研修に係る支援を行うことで、医療的ケアを行える介護

職員の増加を図る。 

・実地研修を受け入れた事業所に対する協力金の支給 700件 

・実地研修において、外部の事業所への指導を行った看護師に対する謝金の支給 580件 

・指導を行う看護師を養成する研修を実施 250名 

・実地研修に使用する医師指示料の補填  580件 

・医師指示書を記載する医師を対象とした研修を実施 300名 

アウトプット指標 

（達成値） 

・実地研修を受け入れた事業所に対する協力金 82件 

・実地研修において、外部の事業所への指導を行った看護師に対する謝金 71件 

・指導を行う看護師を養成する研修 ２回実施 

（参加者数：１回目 56名、２回目 51名 計107名） 

・実地研修に使用する医師指示料の補填 34件 

・医師指示書を記載する医師を対象とした研修 １回実施 

 （参加者数：66名） 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：医療的ケアを行える介護職員の増加 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

   喀痰吸引等研修において、実地研修の行為対象者や、指導する看護師の不在に 

より、実地研修を実施できない受講生がいることから、本事業による支援を行う 

ことで、研修修了者の増加に寄与した。 

 

（２）事業の効率性 

 県医師会や登録研修機関等の関係団体と協力し、事業の周知を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.23】喀痰吸引等研修事業 【総事業費】  14,501千円 

【今年度執行分】  14,501千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・ 

介護ニーズ 

高齢者・障害者施設等において喀痰吸引等の医療的ケアが可能な介護職員を増や

し、介護等の質を高めることが求められている。 

アウトカム指標：喀痰吸引等ができる介護人材の増 

事業の内容 

（当初計画） 

不特定多数の者を対象に喀痰吸引等ができる第一号研修、第二号研修及び特定の者

を対象に喀痰吸引ができる第三号研修を介護職員等に対して実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

医療的ケア等に関する必要な知識・技術を備えた人材を養成するとともに、介護職

員に対するたんの吸引等の研修の指導にあたる指導看護師の人材養成を行う。 

アウトプット指標 

（達成値） 

・特定の者を対象に喀痰吸引ができる知識・技術を備えた人材を養成することが

できた（第三号研修 ４回実施 144名受講）。 

・不特定の者を対象に喀痰吸引ができる知識・技術を備えた人材を養成することが

できた（第一号、第二号研修 １回実施 120名受講）。  

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：喀痰吸引等ができる介護人材の数 

観察できた   →   指標値：認定特定行為業務従事者認定証交付者数 

                （平成 28年４月１日現在） 

                 第一号、第二号研修修了者  1,471件 

                 第三号研修修了者      2,886件 

（１）事業の有効性 

   高齢者施設及び障害者施設等において、たんの吸引等医療的ケアを行うこと 

ができる介護職員等の養成が促進され、介護技術の向上が図られた。 

 

（２）事業の効率性 

   不特定多数の者対象に喀痰吸引等を行うための第一号、第二号研修は、高齢 

者施設でのニーズが高いため、高齢者施設を担当する課が受け持ち、また、特 

定の者対象に喀痰吸引等を行うための第三号研修は、支援学校や障害者サービ 

ス事業所でのニーズが高いため、障害者福祉を担当する課が受け持ち事業を実 

施した。この役割分担により、各研修の特性に対応した研修実施が可能となり、 

事業の効率化が図られた。 

その他 第一号、第二号研修、第三号研修の実施と併せて、指導者育成事業として、看護師

資格を所有し、介護職員に対するたんの吸引等の研修において指導にあたる者に対

して、国の指導者講習を受講した者等による事前の講習会（伝達講習）を実施した。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.24】高齢者施設等職員研修事業 【総事業費】  820千円 

【今年度執行分】   820千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・ 介

護ニーズ 

多様化する介護ニーズの中で、従事する職員により高い専門性が求められている。 

アウトカム指標値：高齢者福祉に関する職員の理解を深めるとともに、意識の向

上を図る。 

事業の内容 

（当初計画） 

本事業の研修対象者は、業務の実施状況等の管理について一元的に行う責務を担

う管理者(施設長)及び直接入所者の処遇に当たる職員である介護職員及び看護職

員とし、それぞれの職種に対し、現場の実情や課題に応じた最新の介護技術や職

員の意識啓発等を図ることができるテーマを設定し実施する。 

アウトプットの指標 

（当初の目標値） 

高齢者施設等の職員の資質及び技術の向上を図り、もって高齢者福祉及び介護事

業の健全な発展と本県の高齢者福祉行政を円滑に推進するために必要な研修を行

う。 

アウトプットの指標 

（達成値） 

現場の実情や課題に応じた最新の介護技術や職員の意識啓発等を図ることを目的

とした研修を実施（各２回）。 

・施設長・管理者研修 

・介護職員研修 

・看護職員研修 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：施設等職員の高齢者福祉に関する理

解及び意識の向上状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

   各施設のリーダーとなる良質な人材の育成が図られるとともに、当該職員 

を通じて研修の効果が各施設内に伝達されることで、利用者に対するサービ 

スが向上し、円滑な福祉行政の実施に資することができると考える。 

 

（２）事業の効率性 

   管理者（施設長）、介護職員及び看護職員それぞれの職種ごとに適したテー 

マを設定することで、効率的かつ効果的な研修を実施することができる。 

 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.25】看護師管理能力養成研修事業 【総事業費】  787千円 

【今年度執行分】   775千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年８月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

治療優先ではなく、生活の場である介護保険施設等の看護職員には、医療現場で働

く看護職員とは異なる知識、技術が必要であるとともに、医療従事者としての責任

も重い現状があるが、専門的な研修はほとんどなく、スキルアップやモチベーショ

ンアップが図られにくい。 

アウトカム指標：看取りケア構築等による多職種連携の推進 

事業の内容 

（当初計画） 

介護保険施設等の看護部門の統括者を対象に、施設運営上での課題や解決に向けた

取組みを学び、マネジメント能力を向上させる研修を実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護保険施設等におけるより質の高いサービス提供 

アウトプット指標 

（達成値） 

研修修了者 63名 

→介護保険施設等に勤務している管理的立場にある看護職員や、今後管理者として

の役割を期待されている看護職員を対象とした、施設内の安全管理体制の整備や看

取りケア体制の構築等に資する研修の実施により、介護保険施設等に期待される役

割の理解等が図られ、介護保険施設等における、より質の高いサービスの提供に寄

与した。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：介護保険施設等における質の高いサー

ビス提供の状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

50名定員のところ、75人の応募者があり、研修ニーズの高さが伺われた。  

介護保険施設の質向上には、医療的なスキルを持つ看護職員がリーダーシッ 

プを発揮して、多職種連携をすすめていくことが必要であり、介護保険施設の 

管理的立場にある看護職員への研修を実施することにより、研修効果が施設運 

営に直接反映することが期待でき、今後の介護保険施設等におけるより質の高 

いサービス提供に寄与することができる。 

 

（２）事業の効率性 

国の要綱に基づいた看護職員研修等、介護保険施設等の看護職員を対象とし 

た研修を神奈川県看護協会に一体的に委託して実施し、レベルアップの図れる 

体制を整備しているため、研修対象者のレベル分けができ、ニーズに応じた効 

率的な研修を実施できた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業      

事業名 【No.26】介護人材キャリアアップ研修受講促進事業 【総事業費】157,814千円 

【今年度執行分】 12,402千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 ・一般社団法人 神奈川県高齢者福祉施設協議会、公益社団法人 横浜市福祉事業

経営者会 

・神奈川県 

事業の期間 平成 27年４月 1日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・ 

介護ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講じなけ

れば県内で約 2万 5,000人の介護人材が不足する見通しとなっており、人材の量的

確保と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：地区毎に介護チームのリーダー養成研修を実施するとともに、介

護事業者が職員のキャリアアップに取り組むための環境を整備する。 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 介護チームのリーダー養成研修  

イ 介護職員初任者研修受講支援事業 

ウ 介護職員実務者研修受講のための代替要員確保対策事業 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護職員がキャリアアップのための研修を受講しやすい環境を整備し、介護人材の

定着とサービスの向上を図る。 

アウトプット指標 

（達成値） 

・介護現場で中心的な役割を担うチームリーダーを養成するために、基礎的な業務

に習熟した介護職員を対象に、地域の施設が連携して｢ファーストステップ研修事

業」を行った。 

・介護事業所が、従業者に介護職員初任者研修を受講させる場合の受講料負担や実

務者研修を受講している期間の代替職員の確保に係る費用の補助を行った。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：職員のキャリアアップに取り組んだ法

人数 

観察できた   →   指標値：９法人 
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（１）事業の有効性 

ファーストステップ研修は、認定介護福祉士の研修受講要件を満たすことに 

なるなど、職員がのキャリアアップにつながっている。また、介護事業者が従 

業者に研修を受講させる場合の補助事業については、従来個人の努力にまかさ 

れることが多かったキャリアアップのための資格取得を、県として支援するこ 

とで研修に対する雇用者側の意識改革を促進したと考えている。 

 

（２）事業の効率性 

   ファーストステップ研修は、地域の介護事業所等が共同で実施していること 

から、事業所自らが人材育成に取り組む基盤をつくり、実態に見合った内容、 

レベルでの研修が実施されるなど、効率的な人材育成につながっている。 

介護事業者が従業者に研修を受講させる場合の補助事業については、事業開 

始が８月だったこともあり、既に研修が始まり、補助対象にできないなど、当 

初の見込みには達しなかったが、十分な周知期間を確保することなどにより今 

後は実績が伸びることが見込まれる。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保のための事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.27】地域密着型サービス関係研修事業 【総事業費】  6,790千円 

【今年度執行分】  6,790千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年８月 1日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療 

・介護ニーズ 

高齢者が住み慣れた地域において、安心して介護を受けられる体制の構築を図る。 

アウトカム指標：介護人材の育成による認知症高齢者に対する介護サービスの充実 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 認知症対応型サービス事業開設者研修 

イ 認知症対応型サービス事業管理者研修 

ウ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

2025年に向けた地域包括ケアシステムの構築のため、｢かながわ高齢者保健福祉計画｣

に定めた、地域密着型サービスの充実に必要な人材を育成する。 

アウトプット指標 

（達成値） 

ア 認知症対応型サービス事業開設者研修：１回（修了者 21名） 

イ 認知症対応型サービス事業管理者研修：４回（修了者 339名） 

ウ 小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修：２回（修了者 116名） 

事業の有効性・効

率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：認知症高齢者に対する介護サービスの充

実度 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

 研修の実施により地域密着型サービス事業所に必要な人材の確保に結びつき、 

高齢者が住み慣れた地域で介護を受けられる体制の構築が図られた。 

 

（２）事業の効率性 

県が実施主体となり指定都市分も含めて一元的に研修を実施することにより、 

研修内容の均一化と事業実施の効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.28】認知症ケア人材育成推進事業 【総事業費】 12,491千円 

【今年度執行分】  6,346千円 

事業の対象となる

区域 

ア 認知症医療支援事業費 

 横須賀・三浦、湘南東部、湘南西部、県央、県西 

イ 認知症介護研修事業費 

横須賀・三浦、湘南東部、湘南西部、県央、県西 

ウ 認知症医療支援事業費補助 

横浜、川崎、相模原 

エ 認知症地域支援等研修事業費 

県全域 

事業の実施主体 ア 神奈川県 

イ 神奈川県 

ウ 横浜市、川崎市、相模原市 

エ 神奈川県 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

高齢化の進展に伴い、認知症高齢者の増加が大幅に見込まれており、認知症の人や

家族がすみやすい社会を実現するためには、認知症に関する適切な知識や理解が今

後より一層求められる。 

アウトカム指標値：認知症の早期発見数の増加、より質の高い適切な医療・介護の

提供 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 認知症医療支援事業費 

（１）認知症サポート医養成研修事業 

認知症の診療に習熟した医師を「認知症サポート医養成研修」に派遣し、認

知症サポート医を養成する。  

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修事業  

かかりつけ医を対象として、認知症対応力の向上を図る研修を実施する。  

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業  

病院勤務の医師、看護師等の医療従事者を対象とした認知症対応力向上を図

る研修を実施する。  

 

イ 認知症介護研修事業費  

（１）認知症介護指導者フォローアップ研修 

認知症介護指導者として、認知症介護実践研修に講師として参画している者

等を「認知症介護指導者フォローアップ研修」に派遣する。 

  

ウ 認知症医療支援事業費補助  

（１）認知症サポート医養成研修事業・認知症サポート医フォローアップ研修  

認知症の診療に習熟した医師を「認知症サポート医養成研修」に派遣し、認

知症サポート医を養成する。また、認知症サポート医を対象としたフォローア
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ップの研修を実施する。 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修事業  

かかりつけ医を対象として、認知症対応力の向上を図る研修を実施する。 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事業  

病院勤務の医師、看護師等の医療従事者を対象とした認知症対応力向上を図

る研修を実施する。  

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修  

認知症介護指導者として、認知症介護実践研修に講師として参画している者

等を「認知症介護指導者フォローアップ研修」に派遣する。 

 

エ 認知症地域支援等研修事業費  

平成 30年度までに県内全ての市町村への認知症初期集中支援チームの設置及び

認知症地域支援推進員の配置の実現を図ることとし次の事業を行う。 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修 

  「認知症初期集中支援チーム」に携わる専門職を対象として、「認知症初期

集中支援チーム員研修」に派遣し、チーム員を養成する。  

（２）認知症地域支援推進員研修事業 

認知症地域支援推進員の資質向上に向けた研修を実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

ア 認知症医療支援事業費 

（１）認知症サポート医養成研修…１回実施(３名養成) 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修…１回実施(100名養成) 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修…３回実施(400名養成) 

 

イ 認知症介護研修事業費 

（１）認知症介護指導者フォローアップ研修…１回実施(２名養成) 

 

ウ 認知症医療支援事業費補助 

（１）認知症サポート医養成研修・認知症サポート医フォローアップ研修 

・横浜市（養成研修）１回実施(６名養成) 

・川崎市（養成研修）１回実施(３名養成) 

（フォローアップ研修）１回実施 

・相模原市（養成研修）１回実施(２名養成) 

（フォローアップ研修）１回実施（10名養成） 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

・川崎市 １回実施(50名養成) 

・相模原市 １回実施(20名養成) 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

・川崎市 ３回実施(360名養成) 

・相模原市 ４回実施(80名養成) 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 

・横浜市 ２回実施(２名養成) 

・川崎市 １回実施(１名養成) 

 

エ 認知症地域支援等研修事業費 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修…１回実施(130名養成) 
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（２）認知症地域支援推進員研修…３回実施(100名養成) 

アウトプット指標 

（達成値） 

ア 認知症医療支援事業費 

（１）認知症サポート医養成研修…１回実施(３名修了) 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修…１回実施(52名修了) 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修…３回実施(463名修了) 

 

イ 認知症介護研修事業費 

（１）認知症介護指導者フォローアップ研修…１回実施(２名修了) 

 

ウ 認知症医療支援事業費補助 

（１）認知症サポート医養成研修・認知症サポート医フォローアップ研修 

・横浜市（養成研修）１回実施(６名修了) 

・川崎市（養成研修）１回実施(３名修了) 

（フォローアップ研修）１回実施(18名修了) 

・相模原市（養成研修）１回実施(２名修了) 

 

（２）かかりつけ医認知症対応力向上研修 

・川崎市 １回実施(18名修了) 

・相模原市 ４回実施(12名修了) 

（３）病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 

・川崎市 ３回実施(332名修了) 

・相模原市 ４回実施(401名修了) 

（４）認知症介護指導者フォローアップ研修 

・横浜市 １回実施(２名修了) 

・川崎市 １回実施(１名修了) 

 

エ 認知症地域支援等研修事業費 

（１）認知症初期集中支援チーム員研修…２回実施(53名修了) 

（２）認知症地域支援推進員研修…３回実施(162名修了) 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：認知症の早期発見数、質の高い適切な

医療・介護の提供状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

   高齢者の急速な増加に伴い、認知症に関する研修ニーズが高い現状がある。

医師や医療従事者、その他認知症対応に携わる専門職に対する研修を職種 

別・役割別に実施し、また、指定都市に研修事業費を補助することで、認知症 

医療支援体制及び認知症地域支援体制の強化を図ることができた。 

 

（２）事業の効率性 

 研修対象に応じて、研修事業を県（または指定都市）直営・関係団体と共催・ 

関係団体に委託することにより、効率的かつ円滑に研修を実施することができ 

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.29】地域包括ケア人材育成推進事業 【総事業費】 7,700千円 

【今年度執行分】 6,260千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年７月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

地域包括ケア体制の構築のために、地域包括支援センター機能の強化、総合事業の

推進が求められている。 

アウトカム指標：①地域ケア会議への参加職種が拡大し、住み慣れた地域での生活

を守るネットワークが促進②地域ケア会議への参加職種の拡大により、地域課題の

抽出・解決、在宅医療との連携が促進③全ての市町村への生活支援コーディネータ

ーの配置及び活動の開始④地域リハビリデーション支援事業や地域ケア会議へリハ

ビリテーション専門職の参画が拡大することにより、介護予防の促進や住民の生活

の質が向上 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 地域ケア多職種協働推進事業費  

（１）広域的地域ケア会議の設置・運営：地域における医療と介護の連携に関す 

る課題等の情報交換と検討を行う。  

（２）専門職員等派遣事業：市町村単独では確保が困難な専門職を派遣し、地域 

ケア会議等における助言を行い、地域包括支援センター等を支援する。  

 

イ 生活支援コーディネーター養成研修事業費 

  生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）を養成するための研修を実

施する。 

 

ウ リハビリテーション専門職介護予防指導研修事業 

リハビリテーション専門職に対して介護予防等についての研修を実施し、市町 

村が「地域リハビリテーション活動支援事業」に取り組めるよう支援する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

市町村や、地域包括支援センターが行う地域ケア会議への専門職員の派遣、生活支援コー

ディネーター養成研修等を実施し、地域包括ケアシステムの構築に資する人材育成と資質

向上を推進する。 

・地域ケア会議及び地域包括ケア会議の開催回数 1,500回 

・生活支援コーディネーター養成研修 県内で６回開催 

・リハビリテーション専門職介護予防指導研修で 120名を養成 

アウトプット指標 

（達成値） 

ア 地域ケア多職種協働推進事業  

・地域ケア会議は、平成 27年度から全市町村が実施している。 

・広域的地域ケア会議は県２回、県保健福祉事務所７回実施している。 

・平成 27年度は、市町村主催 80回、区主催39回、地域包括ケアセンター主催 1,626

回開催されている。 

・市町村単位では人材確保が困難な専門職種などを市町村が実施する会議に派
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遣し、医療や介護の連携を図る専門職等派遣事業は 15回実施している。 

 

イ 生活支援コーディネーター養成研修 

・50名×６回開催予定を 100名×３回開催で実施。なお、参加希望者は全員受

講できた。 

 

ウ リハビリテーション専門職介護予防指導研修 

  ・40名×３回実施し、105名養成した。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：生活を守るネットワークが促進する等

の地域包括ケア体制の構築状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

ア 地域ケア多職種協働推進事業 

   ・会議の実施により、地域課題の発見や関係機関のネットワーク構築の機能を果

たしている。 

   ・専門職等派遣事業により地域ケア会議などにおける助言等を行い、地域包括

支援センター等の運営を支援し、医療や介護の連携につながっている。 

 

イ 生活支援コーディネーター養成研修 

   介護保険法の改正により、市町村で配置する生活支援コーディネーターにつ

いて、基本研修を実施できた。 

 

ウ リハビリテーション専門職介護予防指導研修 

   受講者が順次、市町村のリハビリテーション活動支援事業、地域ケア会議等で 

介護予防の視点を持って活動する予定。 

 

（２）事業の効率性 

ア 地域ケア多職種協働推進事業 

   市町村単位では人材確保が困難な専門職種などを市町村が実施する会議に派

遣し、医療や介護の連携を図る専門職等派遣事業を活用している。 

 

イ 生活支援コーディネーター養成研修 

   県全域が対象であり、参加の利便性を考え３箇所で実施。次年度も同様の実

施方法を想定している。 

 

ウ リハビリテーション専門職介護予防指導研修 

   ３年間で、県内すべての市町村に研修受講者がおり、活用できる状態を目指

している。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.30】権利擁護人材育成事業 【総事業費】 35,764千円 

【今年度執行分】 31,988千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 神奈川県、市町村 

事業の期間 平成 27年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

成年後見制度の利用者数が増加している中、専門職後見人の受任に限界があると考

えられることから、法人後見や市民後見の必要性が高まっている。 

アウトカム指標：認知症高齢者等の増加が見込まれる中で、本県の法人後見及び市

民後見の受任割合を５年間で全国平均の 5.0％まで高めることを目指す。 

事業の内容 

（当初計画） 

ア 法人後見担当者の人材育成支援（法人後見担当者基礎研修、法人後見担当者困

難事例相談事業、法人後見関係意見交換会） 

イ 市町村における市民後見人養成等の取組みに対し助成 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

市民後見人養成研修（基礎）：参加者 20名 

法人後見担当者養成研修（基礎・現任）：８回（参加者延 500名） 

アウトプット指標 

（達成値） 

・市民後見人養成研修（基礎研修）の実施（２会場 修了者 19名） 

・市民後見推進事業費補助（補助対象市町村 11市） 

・法人後見担当者養成研修の実施 

（市町村社協向け 基礎編１回（46名参加）、実践編４回（延 138名参加）） 

（NPO法人向け ３回（延 301名参加）） 

事業の有効性・ 

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：法人後見及び市民後見の受任割合 

観察できた   →  指標値：県内の法人後見及び市民後見の受任割合 

                 平成 27年 3.7％ 

（平成 25年比 0.2％増、全国平均 5.0％） 

（１）事業の有効性 

目標とする受任割合には、依然として乖離しているが、市民後見人養成研修 

を実施することで、市民後見人の候補者の増加につながった。 

また、法人後見担当者養成研修を行うことで、市民後見人をバックアップす 

る法人後見を行う団体の質の向上が図られた。 

 

（２）事業の効率性 

市町村が行う市民後見推進事業に対し補助することで、市民後見人の養成が 

推進された。 

また、単独では養成することができない規模の市町村もあることから、養成 

研修の基礎研修を県で一括して行うことにより、効率的かつ質の均一性を確保 

した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及促進事業 

事業名 【No.31】介護事業経営マネジメント支援事業 【総事業費】 35,370千円 

【今年度執行分】 9,357千円 

事業の対象となる

区域 
県全域 

事業の実施主体 公益社団法人 かながわ福祉サービス振興会 

事業の期間 平成 27年８月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講じなけ

れば県内で約 2万 5,000人の介護人材が不足する見通しとなっており、人材の量的

確保と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：中小規模の介護サービス事業所の経営環境の安定を促すとともに、

職場環境に応じたキャリアパスの整備を促進し、職員がキャリアアップを図れる環

境を実現する。 

事業の内容 

（当初計画） 

中小規模の介護サービス事業経営者向けのセミナーを開催し、意識改革の契機とす

るとともに、マネジメントが必要な事業者に対して、経営アドバイザー（社労士、

税理士、経営コンサルタント）を派遣し、指導・助言を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護事業を行う中小規模の事業所経営者層を対象に、介護人材にかかるマネジメン

ト支援を行うことにより、介護従事者の労働環境を整備し、介護人材の確保・定着

と質の向上を図る。 

アウトプット指標 

（達成値） 

中小規模の介護事業所の経営者層を対象に、セミナーの開催、介護事業経営の係る

アドバイザー派遣を行う等、介護従事者の労働環境を整備することにより、介護人

材の確保・定着及び質の向上への取組みを行った。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：職員のキャリアアップを図る環境を実

現した施設数等 

観察できた   →   指標値：マネジメントセミナー参加施設 341施設 

アドバイザー派遣 30施設 

（１）事業の有効性 

中小規模の介護事業所経営者層を対象に、普段受講機会が少ない経営者向け 

セミナーを実施することにより、経営者としての意識醸成を促進したものと考 

えている。 

 

（２）事業の効率性 

   中小規模の介護事業所を対象として、個々の課題に応じて社会保険労務士や 

税理士等の専門家を１事業所３回派遣し、各事業所が抱える労働環境にかかる 

課題の解決が図られた。  

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善支援 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.32】介護ロボット導入支援事業 【総事業費】 77,854千円 

【今年度執行分】 1,100千円 

事業の対象となる

区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 27年８月１日～平成 30年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介

護ニーズ 

急速に進む高齢化を踏まえ、今後ますます重要性が増す介護・医療分野の従事者の負

担軽減、人材の安定的確保、介護・医療サービスの質の向上につなげるため、介護ロ

ボットの普及が必要。 

アウトカム指標：介護ロボットの導入台数 

事業の内容 

（当初計画） 

介護業務の負担軽減や効率化に資する介護ロボットについて導入支援の補助を行う。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護ロボットの導入台数  

平成 27年度 200台、平成 28年度 200台、平成 29年度 200台 

アウトプット指標 

（達成値） 

県内の３介護事業所に対し補助を行い、計７台の介護ロボットが導入された。 

事業の有効性・効率

性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：介護ロボットの普及状況 

観察できなかった 

（１）事業の有効性 

   介護ロボットの導入に対して補助を行うことにより、介護ロボットの導入が進

み、介護従事者の身体的負担の軽減や、業務の効率化に寄与した。 

 

（２）事業の効率性 

補助対象となるロボットのリスト作成、介護事業者への広報、申請書類の確認

等について外部委託を実施することにより、効率的な事業実施に努めた。 

その他 補助対象となるロボットの分野及び補助限度額が制限されていることから、補助対象 

となる分野を広げるとともに、補助限度額の上限を引き上げるよう国へ要望を行っ 

た。 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（小項目）介護分野での就労未経験者の就労定着促進事業 

事業名 【No.33】介護分野での就労未経験者の就労定着促進事業 【総事業費】  644,431千円 

【今年度執行分】      0千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 32年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講じなけれ

ば県内で約 2 万 5,000 人の介護人材が不足する見通しとなっており、人材の量的確保

と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：中高年者等に対する参入促進支援  320人 

事業の内容 

（当初計画） 

 介護分野での就労未経験の中高年齢者を対象に、介護職員初任者研修を実施すると

ともに、介護サービス事業所等への就労あっ旋を行い、資格取得から就労までを一貫

して支援する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

介護分野への就労あっ旋から資格取得までを総合的に支援することで、新たな介護人

材の参入を促進し、安定的な介護サービスの供給につなげる。 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：－ 

（１）事業の有効性 

平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし 

 

（２）事業の効率性 

平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

その他   
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上  

（小項目）喀痰吸引等研修の実施体制強化事業 

事業名 【No.34】喀痰吸引等研修の実施体制強化事業 【総事業費】123,444千円 

【今年度執行分】   0千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

福祉施設・事業所において喀痰吸引等を必要とする高齢者、障害者へ対応できる介護

人材は、早急に確保する必要がある。 

その方策として、登録研修機関による養成数の増加が見込まれるが、登録研修機関の

立ち上げや、受講受入人数の拡充には多額の経費を要するという実情がある。 

アウトカム指標：喀痰吸引等ができる介護人材の増（約 400人/年） 

事業の内容 

（当初計画） 

喀痰吸引等研修の登録研修機関を新設、または既存の喀痰吸引等登録研修機関で、受

講人数を増加する法人等に対して、その開設、または拡充のために要する備品購入費

等の経費に対して補助する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

今後、増加が見込まれる医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者への対応強化に向けて、

喀痰吸引等の登録研修機関を増やし、研修修了者数の増を図る。 

アウトプット指標 

（達成値） 

登録研修機関の新設：５機関 

既存登録研修機関の拡充（受講人数の増員）：18機関 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：－ 

（１）事業の有効性 

    平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

 

（２）事業の効率性 

    平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大小目）労働環境・処遇の改善  

（小項目）雇用管理体制の改善に取組む事業者表彰事業 

事業名 【No.35】雇用管理体制の改善に取組む事業者表彰事業 【総事業費】119,970千円 

【今年度執行分】     0千円 

事業の対象となる区

域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 28年４月１日～平成 31年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護

ニーズ 

現在の介護保険制度では、質の高い介護サービスを提供し、利用者の要介護度が軽減

すると介護報酬が減額となってしまい、サービスの質の向上に向けた取組みに対するイ

ンセンティブが働く仕組みが必要である。 

団塊の世代が後期高齢者となる 2025年（平成 37年）には、約 2万 5000人の介護人材

の不足する見通しとなっており、人材の量的確保と質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：介護サービス事業所全体のサービスの質の向上と人材の定着促進を図

る。 

事業の内容 

（当初計画） 

人材育成・処遇改善、雇用管理改善、要介護・要支援状態の改善等に積極的に取り組み、

他の事業所の模範となる優良な介護サービス事業所等を対象とした表彰を実施する。 

アウトプット指標 

（当初の目標値） 

優良な介護サービス事業所 20事業所を表彰する。 

アウトプット指標 

（達成値） 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後１年以内のアウトカム指標値：－ 

（１）事業の有効性 

    平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

 

（２）事業の効率性 

    平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境・処遇の改善 

 （小項目）子育て支援のための代替職員のマッチング事業 

事業名 【No.36】子育て支援のための代替職員のマッチング事業 【総事業費】25,948千円 

【今年度執行分】     0千円 

事業の対象とな

る区域 

県全域 

事業の実施主体 神奈川県 

事業の期間 平成 29年４月１日～平成 31年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に ある 医

療・介護ニーズ 

団塊の世代が 75歳以上となる 2025年（平成 37年）までに、特段の措置を講じなけれ

ば県内で約 2万 5,000人の介護人材が不足する見通しとなっており、人材の量的確保と

質的確保を図っていく必要がある。 

アウトカム指標：出産・育児のために離職している者の復帰者の増  

事業の内容 

（当初計画） 

育児休業や育児のための短時間勤務制度の活用を促進し、子育てをしながら介護職員と

して働き続けることができるよう、介護分野で短期間・短時間で勤務することが可能な

人材を、介護施設・事業所のニーズに応じて代替要員として派遣する。 

アウトプット指

標（当初の目標

値） 

子育てのために離職する介護職員を減らし、定着を促進する。 

アウトプット指

標（達成値） 

 

 

事業の有効性・

効率性 

事業終了後１年以内のアウトカム指標値：－ 

（１）事業の有効性 

    平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

 

（２）事業の効率性 

    平成 27年度国補正予算で実施する事業であるため、平成 27年度実績なし。 

その他  
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載した事

項について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

 

☑ 行った 

（27年度実施状況） 

・平成 27年７月 30日 神奈川県保健医療計画推進会議において議論 

（28年度実施状況） 

・平成 28年９月６日 神奈川県保健医療計画推進会議において議論 

 

 □ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記載する

とともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主な内容につ

いては、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

審議会等で指摘された主な内容 

・本来、計画に基づき早期に執行し、医療介護総合確保を進めていくべきものであり、

既に交付後２年を経過しているので、残額については、しっかり執行していってい

ただきたい。（平成 28年９月６日 保健医療計画推進会議） 
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２．目標の達成状況 

 
 
平成26年度神奈川県計画に規定する目標 
 
■神奈川県全体（目標） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

ア 在宅医療推進施策事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 在宅医療連携拠点の整備 

在宅医療を推進するにあたり、在宅医療や介護の連携を図るための拠点が必要

であることから、県内全ての市町村に拠点を整備する。（33市町村） 

○ 在宅医療推進協議会の設置 

 県全域で、在宅医療・介護関係者等で構成される「県在宅医療推進協議会」を

設置するとともに、各地域包括ケア会議の単位で「地域在宅医療推進協議会」を

設置し、在宅医療に係る課題の抽出、好事例の共有を図り、在宅医療施策を推進

する。（県１か所、地域８か所） 

○ 地域医師看取り検案研修事業 

本県においては、超高齢社会にあって、かかりつけ医等、日頃から患者の状態

を理解している地域の医師が看取りや検案に対応できるようになることを目標と

する。（研修会への参加医師数：600名） 

 

イ 在宅歯科医療推進施策事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

  ○ 在宅歯科医療連携拠点の整備 

    在宅歯科医療を推進するにあたり、在宅歯科医療と医科・介護の連携を図るた

めの拠点が必要であることから、在宅歯科医療中央（地域）連携室を設置する。

（中央１か所、地域 22か所） 

  ○ 在宅歯科医療を推進するための在宅歯科医療用機器の整備 

    在宅歯科医療を実施していない歯科医療機関の在宅歯科医療への参入の促進

や、既に実施している歯科医療機関の機器の充実を図るため、在宅歯科医療用機

器等の整備を進める。（２か年：200か所） 

 

エ 退院支援委員会参画支援事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 県内の精神科病院（63 機関）における退院支援委員会の開催にあたり、地域援

助事業者等の参画を支援することによって、地域における医療と福祉の連携体制

の推進を図る。 

（退院支援委員会を活用し地域援助事業者とつながる患者数 900人） 

 

オ 在宅医療（薬剤）事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 急速な高齢化が進むことに伴い、在宅医療（薬剤）を推進する必要があるが、

実施するのにあたり、次の課題を解決し、高齢者・患者が地域において、安心し

て生活できるようにすることを目標とする。 

・ 訪問薬剤管理指導を行う薬局薬剤師及び褥瘡対応できる在宅医療関係者の人

材育成並びに在宅受入薬局の周知。 
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・ 薬局による医療用麻薬及び衛生材料等の円滑供給。 

・ 病院や薬局に復職・再就職等を希望する薬剤師の支援。 

 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

 ア 医師確保関連事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 本県においては、医師不足の状況にあるほか、産科や小児科などの特定の診療

科や地域による偏在、分娩を取扱う産科医師等の継続的就労など、以下に記載す

る医療従事者の確保に関する課題を解決し、地域において、安心して生活できる

ようにすることを目標とする。 

   ・ 人口 10万人当たり医師数（医療施設従事者） 193.7人→207.7人 

   ・ 産科後期研修医数 83人→85人 

   ・ 日本産科婦人科学会が指定する専攻医指導施設 39カ所→44カ所 

・ 分娩取扱施設に勤務する常勤産科医師数 537人→537人（現状維持） 

・ 分娩取扱施設に勤務する非常勤産科医師数 118人→118人（現状維持） 

・ 分娩取扱件数 64,887件→ 64,887件（現状維持） 

○ 分娩取扱施設が減少傾向にある中、高齢出産などのハイリスク分娩が増えてお

り、安全を最優先に考えた帝王切開術が増加していくことが見込まれるため、帝

王切開術のために待機する産科医師を確保する経費の一部を支援することによ

り、地域における安心・安全な分娩提供体制を確保する。 

○ 集団研修や医業分野アドバイザー等を派遣することにより、医療機関が自主的

に行う勤務環境改善マネジメントシステムに基づく、勤務環境改善への取組みを

支援することにより、医療機関の勤務環境改善を促すとともに、医療従事者の確

保に資する。 

○ 小児医療の充実、特に夜間や休日の小児救急医療体制を確保し、初期・二次・

三次救急の連携を充実させることにより安定的な小児救急医療体制整備を行い、

小児医療従事者の負担軽減及び人員の充実を図る。 

 

イ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業【計画期間：平成 26 年度から平成

28年度まで】 

○ 訪問看護に関する課題及び対応策を検討し、必要な施策の企画を行うとともに、

訪問看護のニーズに対応できる看護人材を育成するための研修を実施することに

より、質の高い訪問看護サービス提供体制の構築を目標とする。 

○ 本県の人口 10万人当たりの就業看護職員数は全国的に低い水準であるため、看

護人材の確保に取り組み、質の高い看護の提供を推進し、県民に対して適切な医

療を提供することを目標とする。 

○ 急速な高齢化に伴う保健・医療・福祉サービスの需要増加への対応及び、在宅

歯科医療の推進等のため歯科衛生士等の人材を確保することを目標とする。 

 

ウ 歯科衛生士による口腔咽頭吸引実習事業【計画期間：平成 26年度から平成 27年

度まで】 

○ 本県においては、歯科保健業務に従事している歯科衛生士等に対し、最新の知

識、技術の習得等について研修や啓発を行うとしている。そこで、在宅で療養す
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る要介護者（気管切開患者や嚥下障害者）への歯科保健医療の一貫として、在宅

歯科治療及び口腔ケア実施時において口腔咽頭吸引が可能な歯科衛生士を育成す

ることを目標とする。（目標とする育成数 90名（2カ年計画）） 

 

  
平成27年度終了時における目標の達成状況 
 
□神奈川県全体（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

１）目標の達成状況 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

ア 在宅医療推進施策事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 在宅医療連携拠点や相談窓口を、33市町村中、６市町に整備済み 

○ 県在宅医療推進協議会、地域在宅医療推進協議会（７地域）を開催し、圏域、

各地域の在宅医療に係る課題抽出、好事例共有を図った。 

○ 地域の医師が看取りや検案に対応できるようにするための研修会を実施 

（計３回実施、参加医師数：149名） 

 

イ 在宅歯科医療推進施策事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 在宅歯科医療連携拠点として、中央連携室１か所、地域連携室 20か所を設置

し、運営 

○ 在宅歯科医療を推進するための在宅歯科医療用機器を計 200か所に整備 

 

エ 退院支援委員会参画支援事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 県内の精神科病院の退院支援委員会の開催にあたり、地域援助事業者等の招

聘に対し補助を開始（平成 27 年１月６日～）。退院支援委員会を活用し地域援

助事業者とつながった患者数４件。 

 

オ 在宅医療（薬剤）事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

・ 研修の実施により、訪問薬剤管理指導を行う薬局薬剤師及び褥瘡対応できる

在宅医療関係者の人材育成を推進 

訪問薬剤管理指導研修 12回開催（受講者数 741名） 

褥瘡対応研修 ２回開催（受講者数 200名） 

・ 医療用麻薬及び衛生材料等の円滑供給に向けて、リスト(小冊子)作成・配布 

・ 病院や薬局に復職・再就職等を希望する薬剤師向けの研修を実施 

  病院向け ２回開催（受講者数９名） 

   薬局向け １回開催（受講者数３名） 

 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

ア 医師確保関連事業【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

○ 医師不足や、産科や小児科などの特定の診療科や地域による偏在、分娩を取

扱う産科医師等の継続的就労などの課題解決に向けて取組みを実施した。 

・ 人口 10万人当たり医師数（医療施設従事者）201.7人 
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・ 産科後期研修医数 65人 

・ 日本産科婦人科学会が指定する専攻医指導施設 39カ所 

・ 分娩取扱施設に勤務する常勤産科医師数 531人 

・ 分娩取扱施設に勤務する非常勤産科医師数 132人 

・ 分娩取扱件数 65,334件 

○ 高齢出産などのハイリスク分娩の増加に対応するため、帝王切開術のために

待機する産科医師を確保する経費の支援などにより、地域における安心・安全

な分娩提供体制の確保に努めた。 

○ 医療勤務環境改善支援センターを運営し、医療機関の勤務環境改善への取組

みを支援した。 

○ 夜間や休日の小児二次救急医療体制確保への支援や小児医療相談等の実施に

より、初期・二次・三次救急の連携を充実させ、小児医療従事者の負担軽減を

図った。 

 

イ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業【計画期間：平成 26年度から平成

28年度まで】 

○ 訪問看護に関する課題及び対応策の検討や、訪問看護のニーズに対応できる

看護人材育成などにより、質の高い訪問看護体制の構築を進めた。 

・訪問看護推進協議会及び作業部会を開催 

・訪問看護ステーション・医療機関勤務看護職員相互研修 

（平成 26年度：２回、平成 27年度：３回開催） 

・訪問看護管理者研修 

（平成 26年度：６回、平成 27年度：５回開催） 

・訪問看護師の養成研修を実施 

 （平成 26年度：養成講習 計 23日間、平成 27年度：養成講習 計 30日間、

導入研修 ５回開催） 

○ 看護人材の確保への取組み及び質の高い看護の提供を推進する事業を実施し

た。 

・民間立看護師等養成所に対する運営費の支援 

   （平成 26年度：22施設、平成 27年度：22施設を支援） 

・保育施設を運営する医療機関に対し運営費の支援 

（平成 26年度：120施設、平成 27年度：121施設を支援） 

・新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修実施病院への補助 

（平成 26年度：123病院、平成 27年度：123病院へ補助） 

     ・新人看護職員等を対象とした研修の実施 

     （平成 26年度：受講者 199人、平成 27年度：受講者 199人） 

     ・潜在看護職員掘り起こしのための普及啓発、出前就業相談会及び地域共同就

業説明会の開催 

 （出前就業相談会 平成 26年度：10回、平成 27年度：10回開催） 

 （地域共同就業相談会 平成 26年度：４回、平成 27年度：３回開催） 

    ・認定看護師養成研修等の実施 

  （平成 26年度：受講者 1,464人、平成 27年度：受講者 1,803人） 
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 ・県内で看護職に従事しようとする学生に対する修学資金の貸付け 

（借受者県内就業率：平成 26年度 87％、平成 27年度 89％） 

 

ウ 歯科衛生士による口腔咽頭吸引実習事業【計画期間：平成 26 年度から平成 27

年度まで】 

○ 在宅歯科医療保健を推進するため、口腔咽頭吸引が可能な歯科衛生士の育成

を図った。（平成 26年度育成数 30名、平成 27年度育成数 57名）  

 

２）見解 

① 居宅等における医療の提供に関する事業 

ア 在宅医療推進施策事業 

在宅医療や介護の連携が進んだほか、地域で実際に看取りを実践している事例

等を紹介することで、地域の医師への看取りや検案についての理解が深まるなど

一定の成果が得られた。 

 

イ 在宅歯科医療推進施策事業 

在宅歯科医療地域連携室及び中央連携室の設置や、在宅歯科医療用機器の整備

支援などにより、在宅歯科医療への参入が促進され、在宅歯科医療提供体制の充

実に向けた取組みが進んでいる。 

 

エ 退院支援委員会参画支援事業 

平成27年１月から事業に取り組み、病院への制度の周知等に努め、平成27年度

に各病院に対しアンケートを行った結果、約85％（※回答率64％）の病院が本事

業を知っていると回答し、一定程度周知ははかられた。しかしながら、①地域援

助事業者や地域の医師については退院支援委員会に招聘することが必ずしも義務

化されておらず、招聘には本人の同意が必要であること、②従来から関係する事

業者には経費を支払わなくても招聘が可能な病院もあり、本事業では病院の一部

自己負担が生じるため、活用にやや消極的になった面がある、等の理由から、目

標を下回る結果となっている。 

 

オ 在宅医療（薬剤）事業 

研修の開催などにより、人材の育成・確保が一定程度進んだ。 

 

② 医療従事者の確保に関する事業 

ア 医師確保関連事業 

人口10万人当たり医師数は、若干増加した。分娩取扱件数が減少したものの、

専攻医指導施設数は横ばいで、産科後期研修医数、分娩取扱施設における常勤医

師数、非常勤医師数は、若干増加した。 

また、帝王切開術を対応する医師を確保する事業により、安心・安全な分娩提

供体制の確保が一定程度進んだ。 

医療勤務環境改善支援センターを平成27年１月に設置するとともに、勤務環境

を改善する意向のある医療機関に対してアドバイザー派遣を行う等の支援を行っ
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た。また、医療機関が自主的に勤務環境改善の取組を促進するための研修会を実

施した。 

小児医療については、適切な受診行動を促すことにより、夜間における二次救

急医療機関等の患者集中を緩和し、医療従事者の負担軽減が一定程度図られた。 

 

イ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業 

 神奈川県訪問看護推進協議会等を開催し、人材育成に関する実態調査を行い、

課題を整理するとともに、訪問看護人材のスキルアップ研修等を実施し、質の高

い訪問看護サービス提供体制の構築を進めた。 

 養成・定着・再就業支援・質の向上を図る事業を実施し、県民に対する適切な

医療提供体制の構築を進めた。 

 

ウ 歯科衛生士による口腔咽頭吸引実習事業 

今まで歯科衛生士が学ぶ場の少なかった口腔咽頭吸引の知識と技術について、

実践的な研修の開催補助を行うことにより、在宅歯科治療及び口腔ケア実施時に

おいて口腔咽頭吸引が可能な歯科衛生士の育成が進んだ。 

 

３）改善の方向性 

① 居宅等における医療の提供に関する事業 

ア 在宅医療推進施策事業について 

より多くの地域の医師が看取り等に対応できるようにしていくため、引き続き、

県のホームページの活用や、医師会等を通じた周知を図りながら、研修会等への

参加を促していく。 

 

エ 退院支援委員会参画支援事業について 

  本事業は、精神科病院へ入院する患者の退院を促進し、地域移行の一翼を担う

重要な事業であるため、精神科病院に対して、精神科病院協会を通じた一層の周

知を図り、活用の増加に努める。 

 

オ 在宅医療（薬剤）事業について 

 研修の開催などにより、人材の育成・確保が一定程度進んだものの、まだ積極

的に在宅医療に参画できる薬局が少ないことから、今後も引き続き研修等を開催

し、更なる人材の育成・確保が必要である。 

 

② 医療従事者の確保に関する事業 

ア 医師確保関連事業について 

平成27年10月に設置した地域医療支援センターにおいて、特定診療科や地域に

よる医師の偏在の解消に向けた検討をさらに進めていく。 

また、医療勤務環境改善支援センターにおいて、医療機関が自主的に勤務環境

改善の取組を促進するための研修会を今後も実施していく。 

 

イ 看護職員等の確保及び質の向上に関する事業 
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体系的な教育が困難となっている小規模の訪問看護ステーションに対し、訪問

看護師を育成するための「教育支援ステーション」を各地域に設置し、新規採用

した訪問看護師等を対象とした研修等を実施することにより、質の高い看護人材

の育成・定着を促進する。 

併せて、離職した看護職員を積極的に復職させるため、普及啓発、出前就業相

談会及び地域共同就業説明会の開催を継続し、職場見学や研修を企画または実施

している医療機関や福祉施設等を募り、セミナー・相談会の参加者に対して当該

研修等への参加を促すことにより、就業を促進し、就業看護師数の増を図る。 

 

 ４）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■横浜（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

□横浜（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

■川崎（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□川崎（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 
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■相模原（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□相模原（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

■横須賀・三浦（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□横須賀・三浦（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

■湘南東部（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□湘南東部（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 
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■湘南西部（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□湘南西部（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

■県央（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□県央（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

■県西（目標と計画期間） 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の目標と同様である。【計画期間：平成26年度から平成28年度まで】 

□県西（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

① 居宅等における医療の提供に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 

② 医療従事者の確保に関する事業に係る目標 

  県全体の達成状況と同様である。【計画期間：平成 26年度から平成 28年度まで】 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 １ 在宅医療施策推進事業 
【総事業費】 

156,445千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 

ア 県内における広域的な在宅医療施策を推進するため、在宅医療に係る

情報共有手段の構築、必要な研修などについて調査を実施し、必要な事

業を実施する。 

イ 在宅医療に係る課題を抽出し、在宅医療施策へ反映させる。 

ウ 研修会参加医師数。（各回 200名×３回＝600名） 

エ 県内の全ての市町村に在宅医療連携拠点を整備する。（33市町村） 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

イ 県在宅医療推進協議会を設置し、在宅医療に係る課題抽出等の取組み

を開始 

ウ 研修会１回開催 参加医師数 50名 

エ 在宅医療連携拠点を１市で整備、26年度末において、拠点及び相談窓

口を５市町に整備済み 

【平成 27年度】 

ア 在宅医療に係る情報共有のため、在宅医療連携システムを県内１地域

において先行導入。在宅医療の推進に必要な研修を実施するための在宅

医療トレーニングセンターを平成 27年 10月に設置し、研修事業を実施 

イ 県全域及び保健福祉事務所単位で在宅医療推進協議会を開催し、在宅

医療に係る課題抽出や好事例共有などを行う（県全域：２回、保健福祉

事務所単位：７か所で開催） 

ウ 研修会２回開催 参加医師数 99名 

エ 27年度末において、拠点、医療と介護の連携に係る相談窓口を６市町

に整備済み 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、在宅医療連携拠点の整備が進んだほか、市町

村の地域支援事業（医療・介護連携推進事業）の取組み推進にも貢献

している。また、県全域において、在宅医療関係者間での顔の見える

関係が構築され始めており、在宅医療従事者間の連携が促進された。 

（２）事業の効率性 

   今後は、県内先行事例を各地域に普及させることにより、県内での

在宅医療を効果的に普及させるよう取組みを進める。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ２ 地域リハビリテーション連携体制構築事業 
【総事業費】 

3,515千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 

地域リハビリテーションに必要な人材や多職種の連携が不足しているた

め、地域リハビリテーションに係る情報提供や人材育成等により、地域リ

ハビリテーションの充実を図る。 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・ホームページによるリハビリテーション情報提供 

・リハビリテーション専門相談(245件)及び対応(476件) 

・リハビリテーションケアフォーラムの開催（105名参加） 

・足柄上郡地域リハビリテーションモデル事業の実施（研修７回、巡回リ

ハビリテーション相談会の実施等） 

・地域リハビリテーション推進のための協議会開催（１回） 

の実施により、地域リハビリテーションの充実が図られた。 

【平成 27年度】 

・ホームページによるリハビリテーション情報提供 

・リハビリテーション専門相談(180件)及び対応(496件) 

・リハビリテーションケアフォーラムの開催（73名参加） 

・リハビリテーション従事者、利用者やその家族を対象とした研修（３回、

計 315名参加） 

・地域リハビリテーション推進のための協議会開催（１回） 

の実施により、地域リハビリテーションの充実が図られた。 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

ホームページやフォーラムによるリハビリテーションの情報提供、研修

の実施、専門相談及び必要に応じて地域に職員が出向き助言及び指導を行

うことにより、地域リハビリテーションの充実が図られつつある。 

（２）事業の効率性 

限られた予算や資源で効率的にリハビリテーション人材の育成及び地

域連携システム構築を図るため、他の地域の見本となるよう特定の市町村

をモデル地域として重点的にリハビリテーション・コーディネートを行っ

た。 

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業  

事業名 ３ 在宅医療推進支援事業  
【総事業費】 

13,328千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 
質の高い訪問看護サービスの提供体制を構築するため、訪問看護のニー

ズに対応できる看護職員の確保・定着を図ることを目標とする。 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

訪問看護推進協議会の開催 

・協議会２回・作業部会３回開催、「看護職員就業実態調査」及び「訪問看

護ステーションにおける人材育成についての実態調査」の実施 

訪問看護に携わる看護職員育成の研修を実施 

・訪問看護ステーション・医療機関勤務看護職員相互研修：２回 

・訪問看護管理者研修：６回 

【平成 27年度】 

訪問看護推進協議会の開催 

・協議会２回・作業部会３回開催、「看護職員就業実態調査」及び「地域包

括ケアにおける訪問看護の活用についての実態調査」の実施 

訪問看護に携わる看護職員育成の研修を実施 

・訪問看護ステーション・医療機関勤務看護職員相互研修：３回 

・訪問看護管理者研修：５回 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

 訪問看護への支援のあり方を調査・検討し、ニーズに対応した質の高い

訪問看護の提供体制に向けた整備の検討を進めることができた。 

（２）事業の効率性 

 訪問看護ステーションと医療機関の看護職員が一堂に会した研修を実施

することで、互いの状況を認識できた。また、有識者・訪問看護ステーシ

ョン管理者等による協議会を開催し、実態調査を行ったことにより、訪問

看護の推進に必要な検討を効果的に行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ４ 精神科医療強化事業費 
【総事業費】 

40,701千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 27年 1月６日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 
県内の精神科病院（63機関）で開催される退院支援委員会（月1回程度）を

活用し、地域援助事業者とつながる患者数―900人（平成27年度）  

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

県内の精神科病院における退院支援委員会の開催にあたり、地域援助事業

者等の参画支援を開始（平成 27年１月６日～）。退院支援委員会を活用し

地域援助事業者とつながった患者数２件。 

【平成 27年度】 

県内の精神科病院における退院支援委員会の開催にあたり、地域援助事業

者等の参画支援を実施した。退院支援委員会を活用し地域援助事業者とつ

ながった患者数２件。 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

  精神科病院が地域援助事業者や地域の医師を積極的に招聘し、患者が

早期退院し地域で生活できるような支援が促進されるものとして、本事

業を行ったが、十分に活用されなかった。 

（２）事業の効率性 

   本事業により、入院中から、患者にとって支援の必要な地域援助事

業者や地域の医師を招聘し、医療と連携を図ることができれば、効率

的な支援体制の構築が図られるが、今年度はまだ十分に活用されてい

ない。 

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ５ 在宅歯科医療連携拠点運営事業 
【総事業費】 

235,312 千円 

事業の対象
となる区域 

県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 
県及び地域歯科医師会に、在宅歯科医療中央（地域）連携室を設置し、医

科・介護との連携や相談業務を行う。（県１か所、地域 22か所） 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・在宅歯科医療中央連携室を１か所整備し、患者、家族や在宅歯科医療関

係者への情報提供、研修会、歯科医療機器の貸出、在宅患者や障害者等

の搬送モデル事業等の検討等を実施。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 10か所に整備し、県民や歯科医療関係者

からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、在宅

歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

【平成 27年度】 

・在宅歯科医療中央連携室において、患者、家族や在宅歯科医療関係者へ

の情報提供、研修会、歯科医療機器の貸出、在宅患者や障害者等の搬送

モデル事業等の検討等を実施。 

・在宅歯科医療地域連携室を県内 20か所に整備し、県民や歯科医療関係者

からの相談への対応や在宅歯科医療受診に向けたコーディネート、歯科

医療機器の貸出、在宅歯科医療推進に関する研修等を各地域で実施。 

・訪問歯科診療では治療が困難な要介護者等の口腔内疾患の治療機会を確

保するため、休日急患歯科診療所（11箇所）を活用し、要介護者等に対

して診療を行った歯科医師・歯科衛生士等の人件費に対する補助を実施、

延べ 641人の患者に対する診療を行った。 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

在宅歯科医療中央連携室及び地域連携室の設置運営、各郡市歯科医師

会との連携により、各地域での在宅歯科医療人材の育成が図られ、電話

相談や連携室のコーディネートにより、各地域において在宅歯科医療を

必要としている患者が症状等に応じて必要な治療を受けることができる

環境が整備されつつある。 

（２）事業の効率性 

  在宅歯科地域連携室の整備により、在宅歯科医療を必要としている患

者が効率的に診療を受診できるようになった。 

  また、県歯科医師会や、在宅歯科医療に熱心に取り組んでいる郡市歯

科医師会と連携することで、既存の資源やノウハウも活用した、効率的

な事業実施になるよう努めている。 

  休日急患歯科診療所を活用した歯科診療については、地域により診療

患者数に差があり、診療日、診療時間、予約管理等の観点で更なる効率

的な運用に向けた改善検討を行う必要がある。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ６ 在宅歯科診療所設備整備事業 

【総事業費】 

270,624千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年 12月 26日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

在宅歯科医療用機器等の整備を進めることにより、在宅歯科医療を実施し

ていない歯科医療機関の在宅歯科医療への参入の促進や、既に実施してい

る歯科医療機関の機器の充実を図る。（２か年：200か所） 

事業の達成

状況 

【平成26年度】 

・在宅歯科医療用機器を60か所に整備した。 

【平成 27年度】 

・在宅歯科医療用機器を140か所に整備した。 

・26年度に整備した60か所については、65％が、当初設定以上の訪問診療

等の回数増（年間200回以上の増）を達成した。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 在宅歯科医療に積極的に取り組む意欲のある歯科医療機関 200 箇所へ

の支援がおこなわれており、在宅歯科医療の参入促進、在宅歯科医療提

供体制の充実強化が進むと考えられる。 

導入後の利用状況の報告からも、概ね有効に活用されていると言える

が、一部の利用率が上がっていない歯科診療所については、有効に活用

されるよう働きかけていく。 

（２）事業の効率性 

 県歯科医師会においてとりまとめのうえ整備を行うことで、効果的に

整備を進めることができるほか、地域ごとの在宅歯科に必要な機器の普

及状況、利用状況等を一括で効率的に把握できる。 

その他 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 ７ 在宅医療（薬剤）推進事業費補助 
【総事業費】 

14,140千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年 12月 26日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 

○ 訪問薬剤管理指導を行う薬局薬剤師及び褥瘡対応できる在宅医療関係

者の人材育成並びに在宅受入薬局の周知 

○ 薬局による医療用麻薬及び衛生材料等の円滑供給 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

次の事業に対し、助成した。 

○ 訪問薬剤管理指導研修（163人受講） 

○ 褥瘡対策研修（108人受講） 

○ 医療用麻薬及び衛生材料等の円滑供給を行うための協議会 

【平成 27年度】 

次の事業に対し、助成した。 

○ 訪問薬剤管理指導研修（578人受講） 

○ 褥瘡対策研修（92人受講） 

○ 医療用麻薬及び衛生材料等のリスト（小冊子）作成及び周知 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

在宅訪問薬剤師と在宅医療関係者の育成を図ることができるなど、

居宅等における医療の提供を更に推進することができた。 

（２）事業の効率性 

   薬剤師会等関係団体に委託して実施したため、効果的な周知等によ

り、予定以上の人数が受講するなど、効率的な事業を実施することが

できた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 ８ 医師等確保体制整備事業 
【総事業費】 

409,965千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 

ア 医師の地域偏在解消のため、地域枠医師等のキャリア形成支援と一体
的に医師不足病院の医師確保を支援する。 
地域枠医師の配置 18名 

イ 修学資金を貸付けた学生数 68名（平成 28年度） 
ウ 神奈川県内の医療機関が自ら勤務環境改善マネジメントシステムに基
づき策定する「勤務環境改善計画」の策定、実施、評価等を行うための
研修会を実施する。（年間１回程度） 

エ 総合診療専門医の養成プログラムを作成し、総合診療専門医を養成す
る。総合診療専門医の取得を目指す後期研修医の採用 ２名程度 

オ 医師事務作業補助者の配置数 36名以上 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

ア 医師の地域偏在解消等を目指す地域医療支援センターの設置に向け
て、ワーキンググループを３回実施した。 

ウ 医療機関が自主的に行うマネジメントシステムに基づく、勤務環境改

善への取組みを支援するための拠点として神奈川県医療勤務環境改善支
援センターを 27 年１月に設置し、医業分野アドバイザーの派遣を行っ
た。平成 27年度に、集団研修も開始予定。 

エ 横浜市立大学で新たに設置した総合診療医学教室の体制を整備し、総
合診療育成のために指導医等の配置、地域における病診連携について調
査などを実施した。 

オ 医師事務作業補助者の配置数 116名 

【平成 27年度】 

ア 医師の地域偏在解消等を目指す地域医療支援センターの設置に向け 

て、平成 26年度に引き続きワーキンググループを開催するとともに、 

平成 27年 10月に地域医療支援センターを設置し、その円滑な運営に 

資するため、センターの業務内容や運営のあり方に関して、地域医療 

支援センター運営委員会を２回開催した。 

ウ 医療勤務環境改善支援センターにおいて、勤務環境を改善する意向の

ある医療機関に対してアドバイザー派遣を行う等の支援を行った。また、

センターの取組内容や活用事例の周知及び、有識者による具体的な勤務

環境改善の方法や好事例の講演等の、医療機関が自主的に勤務環境改善

の取組を促進するための研修会を１回開催した。 

エ 横浜市立大学の総合診療医学教室の体制を整備し、総合診療育成のた
めに指導医等を配置、地域における病診連携について意見交換を行った。 

  総合診療専門医の取得を目指す後期研修医の採用 ２名 

オ 医師事務作業補助者の配置数 122名 
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事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

  本事業の実施により、医師不足及び医師の地域偏在の解消に繋がると

ともに、医療機関の勤務環境を改善し、医療スタッフの定着・離職防止

や医療安全の確保にも繋がる。 

（２）事業の効率性 

個々の医療機関の労務管理分野や医業経営分野に関するさまざまな相

談ニーズに対して、医療勤務環境改善支援センターにおいて一体的に対

応することができた。また、医師不足及び医師の地域偏在の解消に繋が

る支援のあり方について、地域医療支援センター運営委員会で検討して

きた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 ９ 産科等医師確保対策推進事業費 
【総事業費】 

848,436千円 

事業の対象
となる区域 

県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

ア 産科医師等分娩手当の補助対施設数（年間 80施設） 

産科医師等分娩手当の補助対象分娩件数（年間 33,000件） 

イ 産科等後期研修医手当補助の補助対象となる施設（年間５施設） 

  産科等後期研修医手当補助の対象となる後期研修医数（年間 16名） 

ウ 修学資金を貸付けた学生数 32名 

エ 分娩取扱施設が減少傾向にある中、高齢出産などのハイリスク分娩が

増えており、安全を最優先に考えた帝王切開術が増加していくことが見

込まれるため、帝王切開術のために待機する産科医師を確保する経費の

一部を支援することにより、地域における安心・安全な分娩提供体制を

確保する。 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

ア 産科医師等分娩手当の補助施設数（年間 57施設） 

産科医師等分娩手当の補助分娩件数（年間 20,732件） 

イ 産科等後期研修医手当補助の補助施設数 ３施設 

  産科等後期研修医手当補助の後期研修医数 11名 

ウ 修学資金を貸付けた学生数 30名 

エ 帝王切開術のために待機する産科医師を確保する経費の一部を支援

することにより、地域における安心・安全な分娩提供体制の確保につな

がった（計 36医療機関へ支援）。 

【平成 27年度】 

ア 産科医師等分娩手当の補助施設数（年間 58施設） 

産科医師等分娩手当の補助分娩件数（年間 20,897件） 

イ 産科等後期研修医手当補助の補助施設数 ３施設 

  産科等後期研修医手当補助の後期研修医数 ９名 

ウ 修学資金を貸付けた学生数 29名 

エ 帝王切開術のために待機する産科医師を確保する経費の一部を支援

することにより、地域における安心・安全な分娩提供体制の確保につな

がった（計 50医療機関へ支援）。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

  本事業の実施により、特に不足している産科医師の確保及び地域にお

ける安心・安全な分娩提供体制の確保に繋がった。 

（２）事業の効率性 

平成 26年度途中に開始した帝王切開術対応医師確保事業については、

事業の認知度を確認し、より多くの医療機関の活用を促すため、事業に

ついてのアンケートを実施し、効果的な事業の運営に努めた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 10 病院群輪番制運営費 
【総事業費】 

633,251千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

休日、夜間における小児二次救急（緊急手術や入院を必要とする小児救急

患者の医療）について 14ブロック体制で輪番及び拠点病院方式により対応

し、安定的な確保、充実を図る。 

事業の達成

状況 

神奈川県内 14ブロック体制で、輪番及び拠点病院方式により、休日・夜間

における小児二次救急医療体制の安定的な確保が図られた。 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 

県内 14ブロック体制で各ブロック１医療機関を確保し、休日・夜間に

おける小児二次救急医療体制の安定的な確保が図られた。 

（２）事業の効率性 

県内 14ブロックで効率的に小児二次救急体制が確保できた。 

その他 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 11 小児救急医療相談事業 
【総事業費】 

33,456千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

小児救急患者の多くが軽症患者であることから電話により必要な助言を行

うことで、不要不急な受診を減らし、小児救急医療体制の確保と医療従事

者の負担軽減を図る。 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

電話相談（相談件数 23,656件）により、不要不急な受診を減らし、小児

救急医療体制の確保と医療従事者の負担軽減が図られた。 

【平成 27年度】 

電話相談（相談件数 27,760件）により、不要不急な受診を減らし、小児

救急医療体制の確保と医療従事者の負担軽減が図られた。 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

 平成 26 年度の電話相談件数 23,656 件のうち約 78％、平成 27 年度の

電話相談件数 27,760件のうち約 80％は、翌日以降の受診を助言したり、

助言指導のみで終わっていることから、不要不急な受診の抑制に寄与し

ている。 

（２）事業の効率性 

 時間外における軽症患者の病院への集中回避や、保護者の不安を解消

する手段として、手軽に医療関係者に相談することができ効果的である。 

また、電話対応のための人件費、電話回線料等の比較的少額の費用で、

医療従事者の負担軽減等の成果につながることから、効率的である。 

その他 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 12 看護師等養成支援事業  
【総事業費】 

1,314,715千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 

・ 地域に応じた看護師等養成所の設置に必要な新築及び増改築の整備を

促進し、また看護師等養成所における教育内容を充実させることによ

り、看護師等の養成及び確保を図ることを目標とする。  

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・民間立看護師等養成所に対する運営費を補助（22施設）することによ

り、看護師等の養成及び確保を図った。 

【平成 27年度】 

・引き続き民間立看護師等養成所に対する運営費を補助（22施設）した。 

・民間立看護師等養成所に対する施設整備に係る工事費を支援（１施設）

した。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

看護師養成所へ運営費や施設整備への補助を行うことにより、地域

の実情に応じた看護教育の充実が図られ、安定的に看護師等を養成し、

就業看護職員数の増加につなげた。 

（２）事業の効率性 

県内を網羅して各養成所へ運営費を補助することにより、地域の実

情に応じた看護教育の充実及び看護師等の確保が図られた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 13 院内保育所支援事業 
【総事業費】 

1,569,857千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 子どもを持つ医師・看護職員等が子育てをしながら働き続けることので

きる環境づくりのため、病院内保育所の整備及び運営を図り、離職防止及

び再就業を促進し、看護職員等を確保することを目標とする。 

事業の達成

状況 

保育施設を運営する医療機関に対し運営費の支援を行うことにより、子

どもを持つ医師・看護職員等が子育てをしながら働き続けられる環境整備

を進めた。 

院内保育所運営費の支援 

【平成 26年度】120施設 

【平成 27年度】121施設 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

子どもを持つ看護職員等が安心して業務に従事できる勤務環境を整備

することで、離職防止及び再就業を促進することができた。 

（２）事業の効率性 

受益者負担（保育料収入相当額）控除後の設置者負担額の範囲内にお

いて補助していることから、効率的に実施することができた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 14 在宅歯科研修費 
【総事業費】 

1,620千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 平成 27年 1月 14日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ○研修会に参加する歯科衛生士数（平成 26年度 30名、平成 27年度 60名） 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

（特非）神奈川県歯科衛生士会が行う実習に対して補助を実施（１回、受

講者 30名） 

【平成 27年度】 

（特非）神奈川県歯科衛生士会が行う実習に対して補助を実施（２回、受

講者 57名） 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

   在宅歯科治療及び口腔ケア実施時における口腔咽頭吸引の知識及

び技術を学ぶ場を提供することで、県全域の在宅で療養する要介護者

（気管切開患者や嚥下障害者）への安全な歯科保健医療を推進した。 

（２）事業の効率性 

   在宅歯科医療や口腔ケアに詳しい（特非）神奈川県歯科衛生士会が

主体となり、神奈川歯科大学看護学科と協力することで、実習用専門

機器の貸出し等、研修内容の充実が図られた。 

   また、神奈川県歯科医師会と協力し、歯科診療所に勤務する歯科衛

生士に対して研修周知を行うことで、より即戦力となる人材を対象に

育成を行うことができた。 

その他   地域の一般歯科診療所において、すでに在宅歯科医療業務に関わっ

ている歯科衛生士を対象に、研修を実施したことで、より実践的、即

戦力となる人材の育成が可能となった。 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 15 新人看護職員研修事業 
【総事業費】 

394,368千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 新人看護師が基本的な臨床実践能力を獲得する研修を実施することで、

看護の質の向上及び早期離職防止を図ることを目標とする。  

事業の達成

状況 

・新人看護職員研修ガイドラインに沿った研修実施病院への補助 

【平成 26年度】123病院（対象者数 2,894人） 

【平成 27年度】123病院（対象者数 2,813人） 

・新人看護職員等を対象とした研修の実施 

【平成 26年度】 

新人看護職員研修５日 （受講者数 73人） 

実地指導者研修６日  （受講者数 70人） 

研修責任者研修３日  （受講者数 56人） 

【平成 27年度】 

新人看護職員研修５日 （受講者数 71人） 

実地指導者研修６日  （受講者数 62人） 

研修責任者研修３日  （受講者数 66人）   

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 新人看護職員研修に係る経費を一部補助することで、各病院の研修体

制・研修環境の整備が促進された。また、中小規模病院の新人看護職員、

実地指導者及び研修責任者に対する研修を行うことで、同規模の病院の

研修体制の構築を促進した。 

（２）事業の効率性 

自施設で研修を実施する病院への一部経費補助等を通じて、県内病院

に就職する新人看護職員の９割以上に実施することができた。 

また、自施設で研修を行えない中小規模病院の新人看護職員に関して

は、集合研修を実施し、補助事業と合わせて効率的な支援を行うことが

できた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 16 看護職員実践能力強化促進事業 
【総事業費】 

25,127千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 看護を取り巻く課題や看護のニーズに対応できる高い実践能力を有する

看護職員の確保・定着を図ることを目標とする。  

事業の達成

状況 

看護職の専門性を高める研修の実施 

【平成 26年度】 

・認定看護師養成研修（感染管理（受講者 28 人）、新生児集中ケア（28

人）、慢性心不全看護（30人））、 

・看護管理者研修（受講者 571人） 

・助産師研修（受講者 29人）   ・准看護師研修（受講者 107人） 

・リーダー育成研修（受講者 136人）・看護教員研修（受講者 535人） 

【平成 27年度】 

・認定看護師養成研修（感染管理（受講者 30 人）、新生児集中ケア（20

人）、慢性心不全看護（30人）、緩和ケア（27人）） 

・看護管理者研修（受講者 635人）、 

・助産師研修（受講者 80人）   ・准看護師研修（受講者 85人） 

・実習指導者育成研修（受講者 219人） 

・看護教員研修（受講者 473人） 

・周産期医療従事看護職員資質向上研修（受講者 204人） 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 認定看護師の養成及び、看護職種ごとの研修を実施することで、時代

や役職・役割ごとの課題に対応できる専門性の高い看護職員を育成し、

看護サービスの質の向上を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 職種ごとに第一線で活躍する看護職員をターゲットに、研修を実施す

ることで、専門性の向上だけでなく、それぞれの所属施設への波及効果

等も期待でき、効率的な事業を実施できた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 17 看護実習指導者等研修事業 
【総事業費】 

46,402千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

看護師養成数の増加に対応するため、専任教員、実習指導者等を養成す

るとともに、看護師の資質向上のため、水準の高い看護を実践できる認定

看護師等の育成の促進を目標とする。  

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

専任教員、実習指導者、認定看護師養成のための講座を実施した。 

受講者数 専任教員 32人 実習指導者 70人 認定看護師 56人 

看護教員継続研修 65人  

【平成 27年度】 

専任教員、実習指導者、認定看護師養成のための講座を実施した。 

受講者数 専任教員 49人 実習指導者 169人 認定看護師 60人 

看護教員継続研修 50人  

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

 看護師養成数の増加に対応した専任教員、実習指導者等を養成すると

ともに、水準の高い看護を実践できる認定看護師を養成し、看護師の資

質向上に資することができた。 

（２）事業の効率性 

県立大学の附置機関である実践教育センターで直接事業を実施するこ

とにより、県立大学教員等が多くの講義を担当することが可能となり、

類似事業を行っている他の大学等と比較して低廉な受講料で実施するこ

とができた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 18 訪問看護師養成促進事業 
【総事業費】 

5,678千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

医療機関に就業している看護職員、潜在看護職員に対して、訪問看護師

として働ける仕組みを作ることで、訪問看護師の養成及び確保の推進を図

り、訪問看護サービス提供体制を構築することを目標とする。  

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・訪問看護養成講習会 受講者数 85名 

【平成 27年度】 

・訪問看護師養成講習会に加え訪問看護導入研修を実施した。 

 訪問看護養成講習会 受講者数 87名 

 訪問看護導入研修 受講者数 79名 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

訪問看護の基本的知識及び技術の習得のみならず、訪問看護における

看護実践と就労状況の実際を知ることにより、訪問看護師として働く動

機付けとなり、訪問看護師の確保につながった。 

（２）事業の効率性 

資料等は受益者負担とし、削減できた受益者負担分の費用を研修内容

の充実に充てる等、効率的に事業が実施できた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 19 潜在看護職員再就業支援事業 
【総事業費】 

23,040千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 
出産や育児などで離職した潜在看護職員の再就業の促進を図り、看護職

員の復職を効果的に支援し、看護職員を確保することを目標とする。 

事業の達成

状況 

潜在看護職員掘り起こしのための普及啓発（新聞及びタウンニュースの

掲載、ポスター掲示、リーフレット配布）を行うとともに、出前就業相談

会及び地域共同就業説明会を開催し、復職を支援し、看護職員の確保を図

った。 

【平成 26年度】 

出前就業相談会（10回）、地域共同就業説明会（４回） 

【平成 27年度】 

出前就業相談会（10回）、地域共同就業説明会（３回） 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

潜在看護職員の掘り起しのための普及啓発活動を行い、相談会等への

参加を促すことにより、潜在看護職員の職場復帰に向けた就労意欲の向

上を促進することができた。 

（２）事業の効率性 

子育てや介護等の事情を抱える看護職員でも、ライフスタイルに合っ

た就業ができるよう、身近な地域ごとに実施するなど、ニーズに合った

相談を行うことができた。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 20 看護職員職場環境整備支援事業 
【総事業費】 

10,383千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 

就業看護職員の確保・定着を図るため、個々のライフステージに対応し

働き続けられる短時間正職員制度等の多様な勤務形態の導入を促進し、看

護職員の不足解消を目標とする。 

事業の達成

状況 

医療機関等へ新たな勤務形態の導入や運用に関する総合的な相談窓口の

開設や医療機関へのアドバイザー派遣を行った。 

相談件数：平成 26年度：227件、平成 27年度：394件 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

病院の看護部長等から直接、職場環境整備等の相談を受けることによ

り、効果的な支援を行うことができた。 

（２）事業の効率性 

相談窓口の開設を、県看護協会・病院協会・看護部長会等の関係機関

を通じた PRを行い、効率的に周知した。 

その他 
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 21 歯科衛生士・歯科技工士人材養成確保事業 
【総事業費】 

100,000千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 
平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 
歯科衛生士・歯科技工士の人材を確保するとともに、在宅歯科医療の推

進に向け、質の高い医療を提供できる人材を確保する。  

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

・ 歯科技工士養成校に対する CAD/CAMシステム整備費の支援：１団体 

 により、歯科技工士の人材養成と確保を図った。 

【平成 27年度】 

・ 学生へのガイダンス実施及び広報用 DVD作成の支援：１団体 

・ 気管内吸引及び生体モニターを活用した研修実施の支援：１団体 

により歯科衛生士への在宅歯科医療教育に対する補助を行った。 

事業の有効

性と効率性 

（１）事業の有効性 

・ CAD/CAM システムを養成校に整備し、研修を行うことで、平成 26

年から保険適用になった、当システムを用いた歯科補綴物の作成を行

うことができる歯科技工士を養成することが可能となった。 

・ これに伴い、需要の増が見込まれる技術の取得により、技工士業務

の収入を確保することが可能となり、人材育成・確保への対策を行う

ことができた。 

・ 学生へのガイダンス実施及び広報用 DVD作成の支援を行うことで、

学生が歯科衛生士・歯科技工士の業務についての理解を深め、進路と

して養成校を選択し、歯科衛生士・歯科技工士を目指す学生の増加を

促進できた。 

・ 気管内吸引及び生体モニターを活用した研修実施の支援を行うこと

で、現在の学校のカリキュラムでは対応していない、気管内吸引及び

生体モニターを活用した研修会を実施し、在宅歯科医療に対応できる

歯科衛生士を養成することができた。 

（２）事業の効率性  

・ 整備先の養成校で、現任者に対するリカレント教育を実施すること

も補助条件としたため、機器による技術取得の機会をより多くの人に

提供することが可能となった。 

・ 学生へのガイダンス実施及び広報用 DVD作成の支援を行うことで、

広く、歯科衛生士、歯科技工士の業務への理解が図られた。 

・ 気管内吸引及び生体モニターを活用した研修実施により、在宅歯科

医療に対応できる歯科衛生士・歯科技工士の養成を促進した。 

その他  
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事業の区分 ３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 22 看護職員等修学資金貸付金 
【総事業費】 

324,967千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 平成 26年４月１日～平成 28年３月 31日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 借受者県内就業率（数）  

（当年度実績／前年度実績）  

事業の達成

状況 

主な借受者県内就業率（当年度実績／前年度実績） 

【平成26年度】 

平成 26年３月卒 87％／平成 25年３月卒 87% 

【平成 27年度】 

  平成 27年３月卒 89％／平成 26年３月卒 87% 

事業の有効

性と効率性 

 

【平成 26年度及び平成 27年度】 

（１）事業の有効性 

修学資金貸付者は、大部分が県内に就業しており、県内の有能な看

護人材等の育成・確保ができた。 

（２）事業の効率性 

養成の段階から県内就業への意思を確認することにより、高い県内

就業につなげることができた。 

その他  
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事業の区分 
３．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 
23 薬剤師復職支援事業費補助 

【総事業費】 

1,200千円 

事業の対象

となる区域 
県全域 

事業の期間 平成 26年 12月 26日～平成 29年３月 31日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 ○病院や薬局に復職・再就職等を希望する薬剤師の支援 

事業の達成

状況 

【平成 26年度】 

平成 26年度においては、次の事業に対し、助成した。 

・ 病院への復職・転職を希望する薬剤師に対する研修 

【平成 27年度】 

平成 27年度においては、次の事業に対し、助成した。 

・ 病院への復職・転職を希望する薬剤師に対する研修の開催 

・ 薬局への復職・転職を希望する薬剤師に対する研修内容の協議及び 

 研修の開催 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

 病院や薬局へ復職・転職を希望する薬剤師に対する研修を実施し、

病院に復職等する薬剤師の確保を図ることができた。 

（２）事業の効率性 

 本事業を県が直接実施するのではなく、薬剤師会等関係団体が実施

することにより、実践に即した研修内容を策定することができ、円滑

に実施できた。 

その他  

 


